
特約条項

用語の定義
　この保険契約に適用される特約において使用される用語の定義は、次の
とおりとします。

用　　語 定　　義

記名被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

契約自動車 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記
載の自動車には原動機付自転車を含みます。

自家用８車種 用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用
車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用
軽四輪貨物車、自家用普通貨物車（最大積載量0.5ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超２
トン以下）または特種用途自動車（キャンピング車）
である自動車をいいます。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共
済をいいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契
約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の
全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客
に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の
売買契約をいいます。

配偶者 法律上の婚姻の相手方をいい、特段の定めのないかぎ
り内縁を含みます。

被保険者 保険金の支払対象となる損害を受ける者またはその者
の傷害に基づき保険金を支払う対象となる者をいいま
す。

保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。

未婚 これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自
己負担額をいいます。

用途および車種 用途とは、自家用または営業用（事業用）の自動車の
使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型
乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいま
す。なお、用途および車種の区分は、原則として登録
番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づ
き当会社が定める区分によるものとします。

運転者の範囲に関わる特約

2-1  運転者年齢条件特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が、自家用普通乗用車、自
家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪自動車または原動機付自転
車であり、かつ、保険証券に運転者の年齢条件（以下「運転者年齢条件」
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といいます。）を限定する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故
の取扱い）

⑴　記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、次
の①から⑤までのいずれかに該当する者のうち、保険証券記載の運転
者年齢条件に該当しない者が契約自動車を運転している間に生じた事
故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　①から③までの者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人
⑤　契約自動車の所有者が法人である場合で、記名被保険者がその法
人の役員（注１）となっているときには、その法人の業務に従事中
の使用人

⑵　記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、保
険証券記載の運転者年齢条件に該当しない者が契約自動車を運転して
いる間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による
損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
①　契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその契約
自動車について生じた事故

②　次のア．からク．までのいずれかの業を営む者（注２）が業務と
して受託した契約自動車を使用または管理している間にその契約自
動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第１条（当会社の支
払責任－対人賠償）に定める対人事故および同条項第２条（当会社
の支払責任－対物賠償）に定める対物事故
ア．自動車修理業
イ．駐車場業
ウ．給油業
エ．洗車業
オ．自動車販売業
カ．陸送業
キ．運転代行業
ク．上記ア．からキ．まで以外の、自動車を取り扱う業

⑶　⑴の所有者とは次の①から③までのいずれかに該当する者をいいま
す。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
（注１）役員
　　　　理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい

います。
（注２）次のア．からク．までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）

⑴　前条⑴の規定により当会社に支払責任が発生しない事故が生じた場
合であっても、この保険契約に普通保険約款賠償責任条項の適用があ
り、かつ、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、
当会社は、その事故により生じた損害に対しては、当会社が③の請求

 2 - 1
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を承認していたものとみなして同条項および普通保険約款一般条項
（注１）を適用します。
①　事故発生の時において、契約自動車または他の自動車（注２）を
運転していた者が、契約自動車を運転することができる運転免許（注
３）を新たに取得した者（以下「新規運転免許取得者」といいます。）
であること。

②　事故発生の日が、①の新規運転免許取得者の運転免許証に記載さ
れている免許の年月日（以下「免許取得日」といいます。）の翌日
から起算して30日以内の日であること。

③　①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以
内に、保険契約者が書面により運転者年齢条件の変更またはこの特
約の削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領すること。

⑵　当会社は、⑴の場合には、その定めるところに従い、追加保険料を
請求できます。

⑶　当会社は、⑵の追加保険料を、普通保険約款一般条項第11条（保険
料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の⑤の追加保険料とみなします。この場合において、保険契約者が
その追加保険料の支払を怠ったときの取扱いについては、免許取得日
の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除き、普通保険約款およ
びこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
（注１）同条項および普通保険約款一般条項
　　　　付帯された他の特約のうち、被保険者が損害賠償責任を負担

することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用
される特約を含みます。

（注２）他の自動車
　　　　他車運転特約第２条（他の自動車の定義）または他車運転特

約（二輪・原付）第２条（他の自動車の定義）に規定する他の
自動車をいいます。

（注３）運転免許
　　　　道路交通法第84条第１項に定める運転免許をいいます。ただ

し、仮運転免許を除きます。

2-2  運転者限定特約

第１条（この特約の適用条件）

⑴　この特約は、契約自動車の用途および車種が、自家用普通乗用車、
自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車であり、かつ、契約自動
車について運転する者を次の①または②のいずれかに該当する者（以
下「限定運転者」といいます。）に限定する旨保険証券に記載されて
いる場合に適用されます。
①　記名被保険者およびその配偶者
②　記名被保険者およびその家族

⑵　⑴の家族とは次の①から③までに該当する者をいいます。
①　記名被保険者の配偶者
②　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
③　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第２条（限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い）

　　当会社は、この特約により、保険証券記載の限定運転者以外の者が契
約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対して
は、保険金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当
する事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
①　契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその契約
自動車について生じた事故

②　次のア．からク．までのいずれかの業を営む者（注）が業務とし
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て受託した契約自動車を使用または管理している間にその契約自動
車について生じた普通保険約款賠償責任条項第１条（当会社の支払
責任－対人賠償）に定める対人事故および同条項第２条（当会社の
支払責任－対物賠償）に定める対物事故
ア．自動車修理業
イ．駐車場業
ウ．給油業
エ．洗車業
オ．自動車販売業
カ．陸送業
キ．運転代行業
ク．上記ア．からキ．まで以外の、自動車を取り扱う業

（注）次のア．からク．までのいずれかの業を営む者
　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はそ

の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含み
ます。

第３条（保険始期時点における限定運転者に関する特則）

⑴　当会社は、保険期間の初日の時点で、限定運転者であった者（以下
「始期時点限定運転者」といいます。）が契約自動車を運転している間
に生じた事故による損害または傷害に対しては、前条の規定を適用し
ません。ただし、保険契約者または記名被保険者から、事故の発生の
時に契約自動車を運転していた者が始期時点限定運転者である事実を
確認できる公的資料等の提出があり、当会社がこれを妥当と認めた場
合にかぎります。

⑵　⑴の規定を適用する場合には、保険契約者は、書面をもって承認の
請求を行わなければなりません。

⑶　当会社は、⑵の承認をする場合には、次の①または②のいずれかの
期間に対し、普通保険約款一般条項（付帯された他の特約を含みます。）
の規定に従い追加保険料を請求します。
①　保険契約者または記名被保険者が、始期時点限定運転者が限定運
転者に該当しなくなった事実の発生日（以下「事実の発生日」とい
います。）について当会社が妥当と認める資料の提出を行い、その
資料によって事実の発生日が特定できる場合は、事実の発生日から
保険期間の末日までの期間

②　①以外の場合は、保険期間の初日から保険期間の末日までの期間
⑷　当会社は、保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、
⑴の規定は適用しません。

⑸　この保険契約の保険期間の初日以降事実の発生日までの間に、保険
契約者が、この保険契約について次の①または②のいずれかの承認の
請求を行い、当会社がこれを承認していた場合には、⑴、⑶の②およ
び⑹中「保険期間の初日」とあるのを「当会社が承認した、第３条（保
険始期時点における限定運転者に関する特則）⑸の①または⑸の②に
より契約条件を変更すべき期間の初日（該当する変更の承認が複数あ
る場合は最も遅い日とします。）」と読み替えて適用するものとします。
①　運転者限定特約の付帯
②　記名被保険者の変更

⑹　当会社は、保険期間の初日以降、当会社が⑶の承認を行うまでの間
に生じた事故（注）による損害または傷害に対しては、前条の規定を
適用します。
（注）当会社が⑶の承認を行うまでの間に生じた事故
　　　始期時点限定運転者が契約自動車を運転している間に生じた事

故を除きます。

 2 - 1
 2 - 2

126



相手への賠償に関わる特約

3-1  対人臨時費用対象外特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（対人賠償臨時費用の不適用）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用
－対人・対物賠償共通）⑵に定める臨時費用は損害の一部とみなさず、
同条項第13条（支払保険金の計算－対人賠償）⑵の②に定める額を支払
いません。

3-2  自賠責適用除外車対人賠償特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（自賠責適用除外車に関する取扱い）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当
会社の支払責任－対人賠償）⑵の規定は適用しません。

⑵　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第６条（損
害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）⑶ならびに同条項第13条（支
払保険金の計算－対人賠償）⑴の規定の適用にあたっては、それぞれ
同条項第６条⑶の②の額および同条項第13条⑴の③の額を差し引きま
せん。

第３条（自賠責保険等の契約がある場合）

　　契約自動車に自賠責保険等が締結されている場合には、前条の規定は
適用しません。

3-3  対物全損時修理差額費用特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

修理費 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生
直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいま
す。ただし、自動車の復旧に際して、部分品の補修が
可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が
補修による修理費を超えると当会社が認めた場合に
は、その部分品の修理費は補修による修理費とします。

対物事故 普通保険約款賠償責任条項第２条（当会社の支払責任
－対物賠償）に定める対物事故をいいます。
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対物全損時修理
差額費用

次の①から②を差し引いた費用のうち、当会社が事前
に承認したものをいいます。ただし、被害自動車の修
理が実際に行われた場合に発生する費用にかぎりま
す。
①　対物事故による被害自動車の修理費から修理に
伴って生じた残存物の額を差し引いた額
②　被害自動車の価額（当会社が認定する、損害が生
じた地および時における被害自動車と同一車種、同
年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額を
いいます。）

被害自動車 対物事故により被害を受けた自動車（原動機付自転車
を含みます。）をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、対物事故により被保険者（普通保険約款賠償責任条項第３
条（被保険者－対人・対物賠償共通）に定める者をいいます。以下同様
とします。）が法律上の損害賠償責任を負担すべき場合は、その対物事
故に伴い被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被
る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を被
保険者に支払います。ただし、普通保険約款賠償責任条項第９条（保険
金を支払わない場合－その１　対人・対物賠償共通）もしくは同条項第
11条（保険金を支払わない場合－その３　対物賠償）、普通保険約款一
般条項または付帯された他の特約の規定により、対物事故により被保険
者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保
険金が支払われない場合を除きます。

第３条（個別適用）

　　この特約の規定は、それぞれの被害自動車ごとに個別に適用します。

第４条（保険金を支払わない場合）

　　当会社は、普通保険約款賠償責任条項および一般条項の規定による場
合のほか、次の①または②のいずれかに該当する事由による損害に対し
ては、保険金を支払いません。
①　被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約
を締結している場合は、その特約によって加重された修理費を負担
することによって被る損害

②　被害自動車の修理費のうち、次のア．またはイ．のいずれかに該
当する部分品の修理を負担することによって被る損害
ア．法令により禁止されている改造をおこなった部分品
イ．法令により自動車に定着、固定または装備することを禁止され
ている部分品

第５条（対物全損時修理差額費用保険金）

⑴　当会社は、対物全損時修理差額費用のうち被保険者が負担した額を
対物全損時修理差額費用保険金として支払います。ただし、対物全損
時修理差額費用に当会社が認める被保険者の対物事故に係る責任割合
を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。

⑵　被害自動車の車両保険等（注）によって保険金または共済金（以下
「保険金等」といいます。）が支払われる場合であって、次の①の額が

 3 - 1  〜
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②の額を超えるときは、当会社は、対物全損時修理差額費用からその
超過額（以下この⑵において、「超過額」といいます。）を差し引いた
額を対物全損時修理差額費用とみなして、⑴の規定を適用します。こ
の場合において、既に超過額に対して対物全損時修理差額費用保険金
を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
①　被害自動車の車両保険等（注）によって被害自動車の修理費に対
して支払われる保険金等の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、
被害自動車の所有者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車の
所有者のために既に回収されたものがある場合において、それによ
り保険金等の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないもの
として算出された保険金等の額とします。

②　被害自動車の価額
（注）被害自動車の車両保険等
　　　偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金ま

たは共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。

第６条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注）がある場合において、次の②の額が損害額を
超えるときは、当会社は、次の算式により支払保険金の額を決定しま
す。ただし、他の保険契約等（注）によってこの保険契約に優先して
保険金または共済金が支払われる場合は、当会社は、損害額が他の保
険契約等（注）によって支払われる保険金または共済金の額の合計額
を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払いま
す。

損害額 ×

① 　他の保険契約等（注）がないものとして算出した
当会社の支払うべき保険金の額

 
② 　それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき保険金または共済金の額の合計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑴の①の額を保険金の額として、他の保険契約
等（注）に優先して保険金を支払います。
（注）他の保険契約等
　　　第２条（この特約による支払責任）と支払責任を同じくする他

の保険契約または共済契約をいいます。

第７条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、被保険者が実際に対物全損時修理
差額費用を負担した時から発生し、これを行使することができるもの
とします。

⑵　保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款一般条項第20条（保
険金の請求）⑵に定める書類のほか、被保険者が実際に支出した被害
自動車の修理費の明細書および当会社が求めた書類または証拠を当会
社に提出しなければなりません。

⑶　⑵の明細書、書類もしくは証拠に故意に事実と異なることを記載し
た場合もしくは事実を記載しなかった場合、その明細書、書類もしく
は証拠を偽造しもしくは変造した場合、または⑵の義務に違反した場
合は、当会社は、対物全損時修理差額費用保険金を支払いません。

第８条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
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3-4  レンタカーの対物賠償保険に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に対物賠償保険契約が締結されており、か
つ、契約自動車がレンタカー（注）である場合に適用されます。
（注）レンタカー
　　　道路運送法第80条第１項に基づき業として有償で貸渡しするこ

との許可を受けた自家用自動車をいいます。

第２条（対物賠償保険の特則）

　　記名被保険者がレンタカー事業者である場合は、当会社は、この特約
により、記名被保険者の所有、使用または管理する財物の滅失、破損ま
たは汚損について契約自動車の借受人である被保険者（注）が法律上の
損害賠償責任を負担することによって被る損害については、普通保険約
款賠償責任条項第11条（保険金を支払わない場合－その３　対物賠償）
①の規定は適用しません。
（注）被保険者
　　　記名被保険者の使用人、および記名被保険者が法人である場合

はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
除きます。

3-5  けん引自動車の対物賠償保険に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第11条（保
険金を支払わない場合－その３　対物賠償）の規定にかかわらず、契
約自動車がけん引中（注１）の被けん引自動車が滅失、破損または汚
損されることにより同条項第３条（被保険者－対人・対物賠償共通）
⑴の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損
害に対して保険金を支払います。ただし、この場合における損害賠償
責任は、その被けん引自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任
にかぎります。

⑵　⑴の被けん引自動車とは、自動車によりけん引されることを目的と
し、その目的に適合した構造および装置を有する自動車であって、普
通保険約款賠償責任条項第11条（保険金を支払わない場合－その３　
対物賠償）①から③までのいずれかに該当する者が使用または管理す
るものをいいます。ただし、これらの者が所有するものを除きます。

⑶　⑴の被けん引自動車には、次の①から③までに規定する物（以下「付
属品」といいます。）を含みます。
①　被けん引自動車に定着（注２）されている物
②　①以外の物で、車室内でのみ使用することを目的として被けん引
自動車に固定されているカーナビゲーションシステム（注３）、
ETC車載器（注４）その他これらに準ずる物。ただし、取りはず
して使用する物を除きます。

③　①および②以外の物で、被けん引自動車に装備（注５）されてい
る物

⑷　⑶の付属品には、次の①から③までの物を含みません。
①　燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
②　法令により、被けん引自動車に定着（注２）、固定または装備（注
５）することを禁止されている物

 3 - 3  〜
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③　通常装飾品とみなされる物
（注１）けん引中
　　　　駐車または停車中を除きます。
（注２）定着
　　　　ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用し

なければ容易に取りはずせない状態をいいます。
（注３）カーナビゲーションシステム
　　　　自動車用電子式航法装置をいいます。
（注４）ETC車載器
　　　　有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をい

います。
（注５）装備
　　　　自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけ

られている状態または法令に従い被けん引自動車に備えつけら
れている状態をいいます。

第３条（他の特約との関係）

　　この保険契約に他車運転特約または臨時代替自動車特約が適用される
場合には、他車運転特約第３条（この特約による支払責任－賠償責任）
⑴および臨時代替自動車特約第３条（この特約による支払責任－賠償責
任）⑴の「他の特約」には、この特約を含めないものとします。

第４条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約

4-1  人身契約自動車搭乗中のみ特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項の適用が
あり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適
用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、普通保険約款人身傷害補償条項第２条（被保険者）⑴に定
める被保険者については、契約自動車の正規の乗車装置またはその装置
のある室内（注）に搭乗中の場合にかぎり、同条項および付帯された他
の特約を適用します。
（注）室内
　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。

4-2  バスの人身保険金支払特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

１事故保険金額 保険証券記載の１事故保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が自家用バスまたは営業用
バスであり、かつ、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項の適
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用がある場合に適用されます。

第２条（当会社の責任限度額等）

⑴　当会社の支払うべき保険金（注）の総額は、この特約により、１回
の事故につき、１事故保険金額を限度とします。

⑵　被保険者１名ごとの保険金（注）の合計額が、１事故保険金額を超
える場合は、次の算式により被保険者１名ごとに支払う保険金の額を
決定します。

被保険者１名
ごとの保険金
（注）の額

×
１事故保険金額

 
被保険者１名ごとの保険金（注）の額の合計額

（注）保険金
　　　普通保険約款人身傷害補償条項第８条（支払保険金の計算）の

保険金をいいます。

第３条（保険金の請求）

　　保険金の請求は、保険契約者を経由して行うものとします。

4-3  搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

医療保険金 治療給付金および入通院給付金をいいます。

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激か
つ偶然な外来の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同
様とします。）を被った場合は、この特約に従い、保険金（死亡保険金、
後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医療保険金をいいます。
以下同様とします。）を支払います。
①　契約自動車の運行に起因する事故
②　契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または契約自動車の落下

⑵　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、契約自動車の正規の乗車装置また
はその装置のある室内（注１）に搭乗中の者をいいます。

⑵　⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は
被保険者に含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
②　業務として契約自動車を受託している次のア．からク．までのい
ずれかの業を営む者（注２）
ア．自動車修理業
イ．駐車場業

 3 - 5  〜
 4 - 3

132



ウ．給油業
エ．洗車業
オ．自動車販売業
カ．陸送業
キ．運転代行業
ク．上記ア．からキ．まで以外の、自動車を取り扱う業

（注１）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注２）次のア．からク．までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意または極めて重大な過失（注１）によって、その
本人について生じた傷害

②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で契約自動車
を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本
人について生じた傷害

⑵　傷害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失（注
１）によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額に
ついては、保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注２）に対しては、保険金を支払いません。
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）創傷感染症
　　　　丹

たん

毒
どく

、淋
りん

巴
ぱ

腺
せん

炎
えん

、敗
はい

血
けつ

症
しょう

、破
は

傷
しょう

風
ふう

等をいいます。

第５条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
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　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部
の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第６条（死亡保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した場合は、被保険者１名ごとの保険金額の全額を
死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第７条（後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺障害が生じた場合
は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に
支払います。

保険金額 × 普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の各等
級に対応するこの特約の別表１の保険金支払割合

⑵　⑴の規定にかかわらず、同一事故により、２種以上の後遺障害が生
じた場合で、次の①の割合が次の②の保険金支払割合に達しないとき
は、当会社は、保険金額に次の①の割合を乗じた額を後遺障害保険金
として支払います。
①　それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表１
の保険金支払割合の合計の割合

②　普通保険約款別表Ⅰの表２の注７の③に従い決定した後遺障害の
等級に対応するこの特約の別表１の保険金支払割合

⑶　既に後遺障害のある被保険者が第２条（この特約による支払責任）
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加
重した場合は、保険金額に、次の算式により算出された割合を乗じた
額を後遺障害保険金として支払います。

普通保険約款別表Ⅰに掲げる加
重後の後遺障害に該当する等級
に対応するこの特約の別表１の
保険金支払割合

－
既にあった後遺障害に該当す
る等級に対応するこの特約の
別表１の保険金支払割合

⑷　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払
います。

⑸　この特約において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機
能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第８条（重度後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれ
も満たしている場合は、後遺障害保険金の額の60％に相当する額を重
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度後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、600万円を
限度とします。
①　事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別
表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第１級もしくは第２級である
後遺障害または同表第３級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じる
こと。

②　介護を必要とすると認められること。
⑵　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して、重度
後遺障害保険金を支払います。

第９条（医療保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に医師の治療を要した場合は、次の①および②に定める金
額を医療保険金として被保険者に支払います。

支　　払　　事　　由 医療保険金の額

① 　治療給付金 医師の治療を要した場合 １回の事故につき１
万円

② 　入通院給付金 医師の治療のために病院
または診療所に入院また
は通院した治療日数の合
計が５日以上となった場
合（注）

傷害を被った部位お
よびその症状に応
じ、別表２に定める
金額

⑵　別表２の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると
認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相
当する症状に該当したものとみなして、入通院給付金を支払います。

⑶　同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表２の複数の項
目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保
険金のうち、最も高い金額を入通院給付金として支払います。

⑷　被保険者が入通院給付金の支払を受けられる傷害を被り、⑴の②の
治療日数の合計が５日以上となる前に、さらに入通院給付金の支払を
受けられる傷害を被った場合、当会社は、それぞれの傷害について他
の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い
方の額を入通院給付金として支払います。
（注）入院または通院した治療日数の合計が５日以上となった場合
　　　５日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含

めて180日以内の場合にかぎります。なお、治療日数には医師に
よる往診を含みます。

第10条（支払保険金の競合）

　　当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同
一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険
金があるときは、保険金額から既に支払った後遺障害保険金および重度
後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。

第11条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第２条（この特約による支
払責任）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。ただし、第９条
（医療保険金）⑷に該当する場合については、この規定は適用しません。
①　被保険者が第２条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障

135



ご
自
身
・
搭
乗
者
な
ど
の
補
償
に
関
わ
る
特
約

害または疾病の影響
②　被保険者が第２条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
係なく発生した傷害または疾病の影響

⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第２条（こ
の特約による支払責任）の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方
法で支払います。

第12条（当会社の責任限度額等）

⑴　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保
険金および後遺障害保険金の額は、第６条（死亡保険金）、第７条（後
遺障害保険金）、第10条（支払保険金の競合）および前条の規定によ
る額とし、かつ、保険金額を限度とします。

⑵　当会社は、⑴に定める後遺障害保険金と第８条（重度後遺障害保険
金）および前条の規定による重度後遺障害保険金の合計額が保険金額
を超える場合であっても、重度後遺障害保険金を支払います。

⑶　当会社は、⑴および⑵に定める保険金のほか、１回の事故につき、
被保険者１名に対し第９条（医療保険金）および前条の規定による医
療保険金を支払います。

第13条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。

区　　分 保険金請求権発生の時

① 　死亡保険金 被保険者が死亡した時

② 　後遺障害保
険金および重
度後遺障害保
険金

次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者に後遺障害が生じた時
イ．事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時

③ 　医療保険金 次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．事故発生の日からその日を含めて180日以
内の治療日数が５日となった時
イ．治療が終了した時

⑵　保険金の支払を請求する場合は、⑴に定める保険金請求権発生の時
の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間
内に、保険証券に添えて次の①から④までの書類または証拠を当会社
に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書について
は、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略すること
ができます。
①　保険金の請求書
②　傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

第14条（代　位）

　　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定
相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。

第15条（時　効）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時の翌日から起算して
２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
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①　第13条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第13条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第16条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

＜別表１＞ 後遺障害保険金支払割合表

等　　級 保険金支払割合 等　　級 保険金支払割合

第１級 100％ 第８級 34％

第２級  89％ 第９級 26％

第３級  78％ 第10級 20％

第４級  69％ 第11級 15％

第５級  59％ 第12級 10％

第６級  50％ 第13級 ７％

第７級  42％ 第14級 ４％

＜別表２＞ 入通院給付金支払額基準

部　　位

症　　状

頭

部

眼
お
よ
び
歯
牙
を

の
ぞ
く
顔
面
部

眼

歯

牙

頚

部

胸
部
ま
た
は

腹

部

背

部
、
腰

部

ま
た
は
臀
部

手
指
を
の
ぞ
く

上

肢

手

指

足
指
を
の
ぞ
く

下

肢

足

指

全　
　

身
（
注
）

打撲、擦過傷、挫傷
または捻挫

５
万円

５
万円 － － ５

万円
５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

挫創または挫滅創 15
万円

５
万円 － － ５

万円
10
万円

10
万円

５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

35
万円

筋の損傷もしくは断
裂または腱の損傷も
しくは断裂

－ － － － 15
万円

15
万円

15
万円

30
万円

30
万円

30
万円

10
万円 －

骨折または脱臼 60
万円

25
万円 － － 80

万円
30
万円

60
万円

30
万円

10
万円

45
万円

15
万円 －

欠損または切断 － 15
万円 －

５
万円 － － － 40

万円
20
万円

55
万円

30
万円 －

頭蓋内の内出血もし
くは血腫（皮下をの
ぞく）または眼球の
内出血もしくは血腫
（皮下をのぞく）

75
万円 －

20
万円 － － － － － － － － －
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神経の損傷または断
裂

95
万円

25
万円

50
万円 －

100
万円 －

70
万円

30
万円

30
万円

30
万円

10
万円 －

臓器の損傷もしくは
破裂または眼球の損
傷もしくは破裂

－ － 50
万円 － － 85

万円 － － － － － －

熱傷 ５
万円

５
万円 － － ５

万円
10
万円

10
万円

５
万円

５
万円

５
万円

５
万円

35
万円

その他 10
万円

５
万円

５
万円

５
万円

10
万円

10
万円

10
万円

10
万円

５
万円

10
万円

５
万円

15
万円

（注）全身
　　　次の①から⑥までの部位のうち３部位以上にわたるものをいいま

す。
①　頭部
②　顔面部
③　頸部
④　胸部、腹部、背部、腰部および臀部
⑤　上肢
⑥　下肢

4-4  搭乗者傷害特約（日額払）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激か
つ偶然な外来の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同
様とします。）を被った場合は、この特約に従い、保険金（死亡保険金、
後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医療保険金をいいます。
以下同様とします。）を支払います。
①　契約自動車の運行に起因する事故
②　契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または契約自動車の落下

⑵　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、契約自動車の正規の乗車装置また
はその装置のある室内（注１）に搭乗中の者をいいます。

⑵　⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は
被保険者に含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
②　業務として契約自動車を受託している次のア．からク．までのい
ずれかの業を営む者（注２）
ア．自動車修理業
イ．駐車場業
ウ．給油業
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エ．洗車業
オ．自動車販売業
カ．陸送業
キ．運転代行業
ク．上記ア．からキ．まで以外の、自動車を取り扱う業

（注１）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注２）次のア．からク．までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意または極めて重大な過失（注１）によって、その
本人について生じた傷害

②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で契約自動車
を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本
人について生じた傷害

⑵　傷害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失（注
１）によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額に
ついては、保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注２）に対しては、保険金を支払いません。
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）創傷感染症
　　　　丹

たん

毒
どく

、淋
りん

巴
ぱ

腺
せん

炎
えん

、敗
はい

血
けつ

症
しょう

、破
は

傷
しょう

風
ふう

等をいいます。

第５条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部
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の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第６条（死亡保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した場合は、被保険者１名ごとの保険金額の全額を
死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第７条（後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺障害が生じた場合
は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に
支払います。

保険金額 × 普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の各等
級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合

⑵　⑴の規定にかかわらず、同一事故により、２種以上の後遺障害が生
じた場合で、次の①の割合が次の②の保険金支払割合に達しないとき
は、当会社は、保険金額に次の①の割合を乗じた額を後遺障害保険金
として支払います。
①　それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の
保険金支払割合の合計の割合

②　普通保険約款別表Ⅰの表２の注７の③に従い決定した後遺障害の
等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合

⑶　既に後遺障害のある被保険者が第２条（この特約による支払責任）
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加
重した場合は、保険金額に、次の算式により算出された割合を乗じた
額を後遺障害保険金として支払います。

普通保険約款別表Ⅰに掲げる加
重後の後遺障害に該当する等級
に対応するこの特約の別表の保
険金支払割合

－
既にあった後遺障害に該当す
る等級に対応するこの特約の
別表の保険金支払割合

⑷　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払
います。

⑸　この特約において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機
能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第８条（重度後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれ
も満たしている場合は、後遺障害保険金の額の60％に相当する額を重
度後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、600万円を
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限度とします。
①　事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別
表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第１級もしくは第２級である
後遺障害または同表第３級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じる
こと。

②　介護を必要とすると認められること。
⑵　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して、重度
後遺障害保険金を支払います。

第９条（医療保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または
減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、次の①および②の
金額を医療保険金として被保険者に支払います。
①　病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数
１日につき、保険証券記載の入院保険金日額

②　病院または診療所に入院しない治療日数（注１）に対しては、そ
の治療日数１日につき、保険証券記載の通院保険金日額

⑵　⑴の治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によっ
て、同条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を
受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法
附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付とし
てされたものとみなされる処置（注２）であるときには、その処置日
数を含みます。

⑶　被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を
固定するために医師の治療により次の①または②に該当するギプスを
常時装着したときは、その日数を⑴の治療日数に含めます。
①　長管骨（注３）骨折および脊柱の骨折によるギプス
②　長管骨（注３）に接続する三大関節部分の骨折で長管骨（注３）
部分を含めたギプス

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、当会社は、被保険者が平常の生
活または平常の業務に従事することができる程度になおった日の翌日
以降の治療日数に対しては、保険金を支払いません。

⑸　⑴の医療保険金の支払は、いかなる場合においても、事故の発生の
日からその日を含めて180日をもって限度とします。

⑹　被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険
金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複
して医療保険金を支払いません。
（注１）病院または診療所に入院しない治療日数
　　　　病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をい

い、医師による往診日数を含みます。
（注２）医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたもの

とみなされる処置
　　　　医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の

適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置
を含みます。

（注３）長管骨
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第10条（支払保険金の競合）

　　当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同
一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険
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金があるときは、保険金額から既に支払った後遺障害保険金および重度
後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。

第11条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第２条（この特約による支
払責任）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
①　被保険者が第２条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障
害または疾病の影響

②　被保険者が第２条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
係なく発生した傷害または疾病の影響

⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第２条（こ
の特約による支払責任）の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方
法で支払います。

第12条（当会社の責任限度額等）

⑴　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保
険金および後遺障害保険金の額は、第６条（死亡保険金）、第７条（後
遺障害保険金）、第10条（支払保険金の競合）および前条の規定によ
る額とし、かつ、保険金額を限度とします。

⑵　当会社は、⑴に定める後遺障害保険金と第８条（重度後遺障害保険
金）および前条の規定による重度後遺障害保険金の合計額が保険金額
を超える場合であっても、重度後遺障害保険金を支払います。

⑶　当会社は、⑴および⑵に定める保険金のほか、１回の事故につき、
被保険者１名に対し第９条（医療保険金）および前条の規定による医
療保険金を支払います。

第13条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。

区　　分 保険金請求権発生の時

① 　死亡保険金 被保険者が死亡した時

② 　後遺障害保
険金および重
度後遺障害保
険金

次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者に後遺障害が生じた時
イ．事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時

③ 　医療保険金 次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者が平常の生活もしくは平常の業務
に従事することができる程度になおった時
イ．事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時

⑵　保険金の支払を請求する場合は、⑴に定める保険金請求権発生の時
の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間
内に、保険証券に添えて次の①から④までの書類または証拠を当会社
に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書について
は、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略すること
ができます。
①　保険金の請求書
②　傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
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第14条（代　位）

　　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定
相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。

第15条（時　効）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時の翌日から起算して
２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①　第13条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第13条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第16条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

＜別表＞ 後遺障害保険金支払割合表

等　　級 保険金支払割合 等　　級 保険金支払割合

第１級 100％ 第８級 34％

第２級  89％ 第９級 26％

第３級  78％ 第10級 20％

第４級  69％ 第11級 15％

第５級  59％ 第12級 10％

第６級  50％ 第13級 ７％

第７級  42％ 第14級 ４％

4-5  搭乗者傷害特約（医療保険金なし）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激か
つ偶然な外来の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同
様とします。）を被った場合は、この特約に従い、保険金（死亡保険金、
後遺障害保険金および重度後遺障害保険金をいいます。以下同様とし
ます。）を支払います。
①　契約自動車の運行に起因する事故
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②　契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または契約自動車の落下

⑵　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、契約自動車の正規の乗車装置また
はその装置のある室内（注１）に搭乗中の者をいいます。

⑵　⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は
被保険者に含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
②　業務として契約自動車を受託している次のア．からク．までのい
ずれかの業を営む者（注２）
ア．自動車修理業
イ．駐車場業
ウ．給油業
エ．洗車業
オ．自動車販売業
カ．陸送業
キ．運転代行業
ク．上記ア．からキ．まで以外の、自動車を取り扱う業

（注１）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注２）次のア．からク．までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意または極めて重大な過失（注１）によって、その
本人について生じた傷害

②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で契約自動車
を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本
人について生じた傷害

⑵　傷害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失（注
１）によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額に
ついては、保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注２）に対しては、保険金を支払いません。
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）創傷感染症
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第５条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第６条（死亡保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した場合は、被保険者１名ごとの保険金額の全額を
死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第７条（後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺障害が生じた場合
は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に
支払います。

保険金額 × 普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の各等
級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合

⑵　⑴の規定にかかわらず、同一事故により、２種以上の後遺障害が生
じた場合で、次の①の割合が次の②の保険金支払割合に達しないとき
は、当会社は、保険金額に次の①の割合を乗じた額を後遺障害保険金
として支払います。
①　それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の
保険金支払割合の合計の割合

②　普通保険約款別表Ⅰの表２の注７の③に従い決定した後遺障害の
等級に対応するこの特約の別表の保険金支払割合

⑶　既に後遺障害のある被保険者が第２条（この特約による支払責任）
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加
重した場合は、保険金額に、次の算式により算出された割合を乗じた
額を後遺障害保険金として支払います。
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普通保険約款別表Ⅰに掲げる加
重後の後遺障害に該当する等級
に対応するこの特約の別表の保
険金支払割合

－
既にあった後遺障害に該当す
る等級に対応するこの特約の
別表の保険金支払割合

⑷　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払
います。

⑸　この特約において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機
能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第８条（重度後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれ
も満たしている場合は、後遺障害保険金の額の60％に相当する額を重
度後遺障害保険金として被保険者に支払います。ただし、600万円を
限度とします。
①　事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別
表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第１級もしくは第２級である
後遺障害または同表第３級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じる
こと。

②　介護を必要とすると認められること。
⑵　被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医
師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して、重度
後遺障害保険金を支払います。

第９条（支払保険金の競合）

　　当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同
一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険
金があるときは、保険金額から既に支払った後遺障害保険金および重度
後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。

第10条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第２条（この特約による支
払責任）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
①　被保険者が第２条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障
害または疾病の影響

②　被保険者が第２条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
係なく発生した傷害または疾病の影響

⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第２条（こ
の特約による支払責任）の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方
法で支払います。

第11条（当会社の責任限度額等）

⑴　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保
険金および後遺障害保険金の額は、第６条（死亡保険金）、第７条（後
遺障害保険金）、第９条（支払保険金の競合）および前条の規定によ
る額とし、かつ、保険金額を限度とします。

⑵　当会社は、⑴に定める後遺障害保険金と第８条（重度後遺障害保険
金）および前条の規定による重度後遺障害保険金の合計額が保険金額
を超える場合であっても、重度後遺障害保険金を支払います。
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第12条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。

区　　分 保険金請求権発生の時

① 　死亡保険金 被保険者が死亡した時

② 　後遺障害保
険金および重
度後遺障害保
険金

次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者に後遺障害が生じた時
イ．事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時

⑵　保険金の支払を請求する場合は、⑴に定める保険金請求権発生の時
の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間
内に、保険証券に添えて次の①から④までの書類または証拠を当会社
に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書について
は、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略すること
ができます。
①　保険金の請求書
②　傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

第13条（代　位）

　　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定
相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。

第14条（時　効）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時の翌日から起算して
２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①　第12条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第12条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第15条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

＜別表＞ 後遺障害保険金支払割合表

等　　級 保険金支払割合 等　　級 保険金支払割合
第１級 100％ 第８級 34％
第２級  89％ 第９級 26％
第３級  78％ 第10級 20％
第４級  69％ 第11級 15％
第５級  59％ 第12級 10％
第６級  50％ 第13級 ７％
第７級  42％ 第14級 ４％
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4-6  部位・症状別定額払医療保険金倍額特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）
の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている
場合に適用されます。

第２条（この特約による医療保険金の特則）

　　当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）
第９条（医療保険金）⑴の医療保険金の額は、同条⑴に規定する支払保
険金の合計額に２を乗じた額とします。

4-7  バスの搭乗者傷害保険金支払特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

１事故保険金額 保険証券記載の１事故保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が自家用バスまたは営業用
バスであり、かつ、この保険契約に搭乗者傷害特約（部位・症状別定額
払）、搭乗者傷害特約（日額払）または搭乗者傷害特約（医療保険金なし）
（以下「搭乗者傷害特約」といいます。）が適用されている場合に適用さ
れます。

第２条（当会社の責任限度額等）

⑴　当会社の支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金（注）の総額
は、この特約により、１回の事故につき、１事故保険金額を限度とし
ます。

⑵　搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）第12条（当会社の責任限度
額等）⑴、搭乗者傷害特約（日額払）第12条（当会社の責任限度額等）
⑴または搭乗者傷害特約（医療保険金なし）第11条（当会社の責任限
度額等）⑴の規定による被保険者１名ごとの死亡保険金および後遺障
害保険金（注）の合計額が、１事故保険金額を超える場合は、この特
約により、次の算式により、被保険者１名ごとに支払う死亡保険金お
よび後遺障害保険金（注）の額を決定します。

被保険者１名ごとの死
亡保険金および後遺障
害保険金（注）の額

×
１事故保険金額

 
被保険者１名ごとの死亡保険金および
後遺障害保険金（注）の合計額

⑶　当会社は、⑴および⑵に定める後遺障害保険金の総額と次の①およ
び②の規定による重度後遺障害保険金の合計額が、１事故保険金額を
超える場合であっても、重度後遺障害保険金を支払います。
①　搭乗者傷害特約第８条（重度後遺障害保険金）
②　搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）第11条（既に存在してい
た身体の障害または疾病の影響等）、搭乗者傷害特約（日額払）第
11条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）または搭
乗者傷害特約（医療保険金なし）第10条（既に存在していた身体の
障害または疾病の影響等）

（注）死亡保険金および後遺障害保険金
　　　搭乗者傷害特約第２条（この特約による支払責任）の保険金に

おける死亡保険金および後遺障害保険金とします。
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第３条（部位・症状別定額払医療保険金の特則）

　　この保険契約に搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）が適用されて
いる場合には、当会社は、前条に定める保険金のほか、１回の事故につ
き、被保険者１名に対し同特約第９条（医療保険金）および同特約第11
条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）の規定による医
療保険金を支払います。

第４条（日額払医療保険金の特則）

　　この保険契約に搭乗者傷害特約（日額払）が適用されている場合には、
同特約第９条（医療保険金）に定める医療保険金については、次の①か
ら④までの定めるところによります。
①　当会社の支払うべき医療保険金のうち、搭乗者傷害特約（日額払）
第９条⑴の①に係る保険金（以下「入院保険金」といいます。）の総
額は、この特約により、１回の事故につき、次の算式により算出され
た額（以下この条において、「入院保険金１事故限度額」といいます。）
を限度とします。

保険証券記載の入院
保険金日額の180日
分に相当する額

×
１事故保険金額

 
被保険者１名ごとの保険証券記載の保
険金額

②　被保険者１名ごとの入院保険金の合計額が、入院保険金１事故限度
額を超える場合は、この特約により、次の算式により、被保険者１名
ごとに支払う入院保険金の額を決定します。

被保険者１名ごとの
入院保険金の額 ×

入院保険金１事故限度額
 
被保険者１名ごとの入院保険金の合計
額

③　当会社の支払うべき医療保険金のうち、搭乗者傷害特約（日額払）
第９条⑴の②に係る保険金（以下「通院保険金」といいます。）の総
額は、この特約により、１回の事故につき、次の算式により算出され
た額（以下この条において、「通院保険金１事故限度額」といいます。）
を限度とします。

保険証券記載の通院
保険金日額の180日
分に相当する額

×
１事故保険金額

 
被保険者１名ごとの保険証券記載の保
険金額

④　被保険者１名ごとの通院保険金の合計額が、通院保険金１事故限度
額を超える場合は、この特約により、次の算式により、被保険者１名
ごとに支払う通院保険金の額を決定します。

被保険者１名ごとの
通院保険金の額 ×

通院保険金１事故限度額
 
被保険者１名ごとの通院保険金の合計
額

第５条（保険金の請求）

　　保険金（第３条（部位・症状別定額払医療保険金の特則）の医療保険
金を除きます。）の請求は、保険契約者を経由して行うものとします。
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第６条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

4-8  地震・噴火・津波搭乗者傷害特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）、
搭乗者傷害特約（日額払）または搭乗者傷害特約（医療保険金なし）（以
下「搭乗者傷害特約」といいます。）の適用があり、かつ、保険証券に
この特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約第５条（保険金を支払わ
ない場合－その２）②および⑤の規定にかかわらず、次の①または②の
いずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払
います。
①　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②　①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に
基づいて生じた事故

4-9  無保険車傷害特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

相手自動車 契約自動車以外の自動車（原動機付自転車を含みま
す。）であって被保険者の生命または身体を害した自
動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車
（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、
および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れ
た自動車を含みます。）および日本国外にある自動車
を除きます。

後遺障害 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久
に残した状態であって、普通保険約款別表Ⅰの定めに
よる後遺障害に該当するものをいいます。ただし、被
保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏
付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きま
す。

対人賠償保険等 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命
または身体を害することにより、法律上の損害賠償責
任を負担することによって被る損害に対して保険金ま
たは共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責
保険等以外のものをいいます。

他の無保険車傷
害保険等

契約自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中の
ものについて適用される保険契約または共済契約で、
第２条（この特約による支払責任）⑴と支払責任の発
生要件を同じくするものをいいます。

賠償義務者 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保
険者の生命または身体を害することにより、被保険者
またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し
て法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
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保険金請求権者 無保険車事故によって損害を被った次の①または②に
該当する者をいいます。
①　被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定
相続人とします。）
②　被保険者の父母、配偶者または子

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保
険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果とし
て後遺障害が生じること（以下「無保険車事故」といいます。）によっ
て被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害（この損害
の額は第９条（損害額の決定）に定める損害の額をいいます。以下同
様とします。）に対して、賠償義務者がある場合にかぎり、この特約
に従い、保険金を支払います。

⑵　⑴の規定は、それぞれの被保険者につき、次の①または②のいずれ
かに該当する場合にかぎり適用されます。この場合、当会社は、⑴の
規定が適用される被保険者については、普通保険約款人身傷害補償条
項（付帯された他の特約を含みます。以下同様とします。）による保
険金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの特約により支
払われる保険金から差し引きます。
①　この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害補償
条項による保険金が支払われない場合

②　同条項により支払われるべき保険金の額（普通保険約款一般条項
第18条（重複契約の取扱い）⑴の規定が適用される場合には、同条
⑴の①に定める額とします。）が、この特約により支払われるべき
保険金の額を下回る場合

⑶　当会社は、１回の無保険車事故による⑴の損害の額が、次の①およ
び②の合計額または次の①および③の合計額のうちいずれか高い額を
超過する場合にかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
①　自賠責保険等によって支払われる金額（自賠責保険等がない場合、
または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によ
り支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる
金額に相当する金額。以下同様とします。）

②　対人賠償保険等によって、賠償義務者が⑴の損害について損害賠
償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済
金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険
金額または共済金額（対人賠償保険等が２以上ある場合は、それぞ
れの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様としま
す。）

③　他の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金また
は共済金の支払を受けることができる場合は、他の無保険車傷害保
険等の保険金額または共済金額（他の無保険車傷害保険等が２以上
ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額
とします。以下同様とします。）

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、次の①から⑤までのいずれかに該
当する者をいいます。
①　記名被保険者
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②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　①から④まで以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはそ
の装置のある室内（注）に搭乗中の者

⑵　⑴の規定にかかわらず、契約自動車および契約自動車以外の自動車
（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に極めて異常かつ
危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
（注）室内
　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。

第４条（無保険自動車の定義）

⑴　この特約において、「無保険自動車」とは、相手自動車で、次の①
から③までのいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいま
す。
①　その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
②　その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険
者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上
の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって
被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることがで
きない場合

③　その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または
共済金額が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合

⑵　相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保
険自動車とみなします。

⑶　⑴および⑵の規定にかかわらず、相手自動車が２台以上ある場合に
は、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険
金額または共済金額の合計額（注）が、この保険証券記載の保険金額
に達しないと認められるときにかぎり、それぞれの相手自動車を無保
険自動車とみなします。
（注）保険金額または共済金額の合計額
　　　⑴の①および②ならびに⑵に該当する相手自動車については、

保険金額または共済金額がないものとして計算します。

第５条（個別適用）

　　この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第６条（保険金を支払わない場合－その１）

　　当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じ
た損害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　台風、洪水または高潮
④　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。
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（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第７条（保険金を支払わない場合－その２）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意によって生じた損害
②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で自動車を運
転している場合に生じた損害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承
諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損
害

⑵　損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会
社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

第８条（保険金を支払わない場合－その３）

⑴　当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者が賠償義務者
である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償
義務者がある場合は、この規定は適用しません。
①　被保険者の父母、配偶者または子
②　被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（家事
を除きます。以下この⑴において、同様とします。）に従事してい
る場合にかぎります。

③　被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用
人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合にか
ぎります。

⑵　当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動
車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払
いません。ただし、無保険自動車が２台以上ある場合で、これらの者
または⑴の②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自
動車があるときは、この規定は適用しません。

⑶　契約自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者
またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害
賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害
に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合（注１）
には、当会社は、保険金を支払いません。

⑷　当会社は、次の①から⑧までのいずれかの業を営む者（注２）が契
約自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生
じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　自動車修理業
②　駐車場業
③　給油業
④　洗車業
⑤　自動車販売業
⑥　陸送業
⑦　運転代行業
⑧　①から⑦まで以外の、自動車を取り扱う業

⑸　当会社は、被保険者が契約自動車以外の自動車に競技、曲技（注３）
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もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行
うことを目的とする場所において搭乗中（注４）に生じた損害に対し
ては、保険金を支払いません。
（注１）保険金または共済金の支払を受けることができる場合
　　　　保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払

を直接受けることができる場合を含みます。
（注２）次の①から⑧までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

（注３）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注４）競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において

搭乗中
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している

場合を除きます。

第９条（損害額の決定）

⑴　当会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者ま
たはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担す
べきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。

⑵　⑴の額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額
が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定し
ます。
①　当会社と保険金請求権者との間の協議
②　①の協議が成立しない場合は、普通保険約款一般条項第19条（評
価人および裁定人）に定める手続または当会社と保険金請求権者と
の間における訴訟、裁判上の和解もしくは調停

第10条（費　用）

　　保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用（注）は、
これを損害の一部とみなします。

区　　分 費　用　の　内　容

① 　損害防止軽
減費用

普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）
①に規定する損害の防止または軽減のために必要ま
たは有益であった費用

② 　権利保全行
使費用

同条項第14条⑥に規定する権利の保全または行使に
必要な手続をするために要した費用

（注）費用
　　　収入の喪失を含みません。

第11条（支払保険金の計算）

　　１回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の②、③、
⑤、⑥および⑦の合計額または次の②、④、⑥および⑦の合計額のうち
いずれか高い額を、次の①の額から差し引いた額とします。ただし、次
の③または④のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差
し引いた額を限度とします。
①　第９条（損害額の決定）の規定により決定される損害の額および
前条の費用

②　自賠責保険等によって支払われる金額
③　対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（この特約による支
払責任）⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被
る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場
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合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
④　他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または
共済金の支払を受けることができる場合は、他の無保険車傷害保険
等の保険金額または共済金額

⑤　他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または
共済金の支払を受けることができる場合は、他の無保険車傷害保険
等によって支払われる保険金または共済金の額

⑥　保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。
ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、
自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の
支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とし
ます。

⑦　第９条の規定により決定される損害の額および前条の費用のう
ち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既
に取得したものがある場合は、その取得した額

第12条（保険金請求権者の義務）

⑴　被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第２条（この特約に
よる支払責任）⑴の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務
者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の①
から④までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりませ
ん。
①　賠償義務者の住所および氏名または名称
②　賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償
保険等の有無およびその内容

③　賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④　保険金請求権者が第２条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償
義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額
がある場合は、その額

⑵　当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて⑴の義務を怠っ
た場合は、保険金を支払いません。

第13条（保険金請求の手続）

　　保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとしま
す。

第14条（重複契約の取扱い）

　　第２条（この特約による支払責任）と支払責任の発生要件を同じくす
る他の保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、次の算式によ
り支払保険金の額を決定します。

それぞれの保険契約また
は共済契約について、他
の保険契約または共済契
約がないものとして算出
した支払うべき保険金ま
たは共済金のうち最も高
い額

×

他の保険契約または共済契約がない
ものとして算出した当会社の支払う
べき保険金の額
 
それぞれの保険契約または共済契約
について、他の保険契約または共済
契約がないものとして算出した支払
うべき保険金または共済金の額の合
計額

第15条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保
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険者に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができる
ものとします。

⑵　保険金請求権者（注１）が保険金の支払を請求する場合は、⑴に定
める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社
が書面で承認した猶予期間内に、保険証券に添えて次の①から④まで
の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、③
の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は、
その提出を省略することができます。
①　保険金の請求書
②　損害の額または傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書（注２）
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

⑶　保険金請求権者（注１）が⑵の書類に故意に事実と異なることを記
載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合に
は、当会社は、保険金を支払いません。

⑷　保険金請求権者のうち、被保険者に保険金を請求できない事情があ
る場合で、かつ、⑵の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者
の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者
がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の
承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することが
できます。
①　被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請
求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の戸籍上
の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑸　⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。
（注１）保険金請求権者
　　　　代理人を含みます。
（注２）交通事故証明書
　　　　人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突

もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合にかぎり提出す
るものとします。

第16条（代　位）

　　保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合に
は、当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度内で、かつ、
保険金請求権者の権利を害さない範囲内で、保険金請求権者がその者に
対して有する権利を取得します。

第17条（時　効）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時の翌日から起算して
２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①　第15条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第15条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第18条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
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の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

4-10  自損事故傷害特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する急激か
つ偶然な外来の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同
様とします。）を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損
害に対して自動車損害賠償保障法第３条に基づく損害賠償請求権が発
生しない場合は、この特約に従い、保険金（死亡保険金、後遺障害保
険金、重度後遺障害保険金および医療保険金をいいます。以下同様と
します。）を支払います。
①　契約自動車の運行に起因する事故
②　契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または契約自動車の落下。ただし、被保険者が契約自動
車の正規の乗車装置またはその装置のある室内（注）に搭乗中であ
る場合にかぎります。

⑵　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。
（注）室内
　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、次の①から③までのいずれかに該
当する者をいいます。
①　契約自動車の保有者（注１）
②　契約自動車の運転者（注２）
③　①および②以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはその
装置のある室内（注３）に搭乗中の者

⑵　⑴の規定にかかわらず、契約自動車に極めて異常かつ危険な方法で
搭乗中の者は被保険者に含みません。
（注１）保有者
　　　　自動車損害賠償保障法第２条第３項に定める保有者をいいま

す。
（注２）運転者
　　　　自動車損害賠償保障法第２条第４項に定める運転者をいいま

す。
（注３）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意によって、その本人について生じた傷害
②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で契約自動車
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を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本
人について生じた傷害

⑵　傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会
社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注）に対しては、保険金を支払いません。
（注）創傷感染症
　　　丹

たん

毒
どく

、淋
りん

巴
ぱ

腺
せん

炎
えん

、敗
はい

血
けつ

症
しょう

、破
は

傷
しょう

風
ふう

等をいいます。

第５条（保険金を支払わない場合－その２）

⑴　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生
じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑵　当会社は、次の①から⑧までのいずれかの業を営む者（注４）が契
約自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対
しては、保険金を支払いません。
①　自動車修理業
②　駐車場業
③　給油業
④　洗車業
⑤　自動車販売業
⑥　陸送業
⑦　運転代行業
⑧　①から⑦まで以外の、自動車を取り扱う業
（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。
（注４）次の①から⑧までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第６条（死亡保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
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被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円を死亡保険
金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第７条（後遺障害保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、普通保険約款別表Ⅰの定めによる後遺
障害が生じた場合は、次の①から③までに定める金額を後遺障害保険
金として被保険者に支払います。

区　　　　分 後遺障害保険金の額

①　普通保険約款別表Ⅰの表１の第１
級に掲げる後遺障害が生じた場合
（これらのいずれにも該当する場合
を含みます。）

1,800万円

②　普通保険約款別表Ⅰの表１の第２
級に掲げる後遺障害が生じた場合
（これらのいずれにも該当する場合
を含みます。）

1,300万円

③　上記①および②以外の場合 普通保険約款別表Ⅰの表２
に従い決定した後遺障害の
各等級に対応するこの特約
の別表の金額

⑵　⑴の規定にかかわらず、同一事故により、２種以上の後遺障害が生
じた場合で、次の①の額が次の②の額に達しないときは、当会社は、
次の①の額を後遺障害保険金として支払います。
①　それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の
金額の合計額

②　普通保険約款別表Ⅰの表２の注７の③に従い決定した後遺障害の
等級に対応するこの特約の別表の金額

⑶　既に後遺障害のある被保険者が第２条（この特約による支払責任）
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加
重した場合は、次の算式により算出された金額を後遺障害保険金とし
て支払います。

普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重
後の後遺障害に該当する等級に対
応するこの特約の別表の金額

－
既にあった後遺障害に該当
する等級に対応するこの特
約の別表の金額

⑷　この特約において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機
能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第８条（重度後遺障害保険金）

　　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を被
り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれも満
たしている場合は、200万円を重度後遺障害保険金として被保険者に支
払います。
①　普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第１級もし
くは第２級である後遺障害または同表第３級⑶もしくは⑷に掲げる
後遺障害が生じること。

②　介護を必要とすると認められること。

159



ご
自
身
・
搭
乗
者
な
ど
の
補
償
に
関
わ
る
特
約

第９条（医療保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または
減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、次の①および②の
金額を医療保険金として被保険者に支払います。
①　病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数
１日につき6,000円

②　病院または診療所に入院しない治療日数（注１）に対しては、そ
の治療日数１日につき4,000円

⑵　⑴の治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によっ
て、同条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を
受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法
附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付とし
てされたものとみなされる処置（注２）であるときには、その処置日
数を含みます。

⑶　被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を
固定するために医師の治療により次の①または②に該当するギプスを
常時装着したときは、その日数を⑴の治療日数に含めます。
①　長管骨（注３）骨折および脊柱の骨折によるギプス
②　長管骨（注３）に接続する三大関節部分の骨折で長管骨（注３）
部分を含めたギプス

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、当会社は、被保険者が平常の生
活または平常の業務に従事することができる程度になおった日の翌日
以降の治療日数に対しては、保険金を支払いません。

⑸　⑴の医療保険金の額は、１回の事故につき、被保険者１名ごとに
100万円を限度とします。

⑹　被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険
金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複
して医療保険金を支払いません。
（注１）病院または診療所に入院しない治療日数
　　　　病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をい

い、医師による往診日数を含みます。
（注２）医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたもの

とみなされる処置
　　　　医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の

適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置
を含みます。

（注３）長管骨
　　　　上

じょう

腕
わん

骨
こつ

、橈
とう

骨
こつ

、尺
しゃっ

骨
こつ

、大
だい

腿
たい

骨
こつ

、脛
けい

骨
こつ

および腓
ひ

骨
こつ

をいいます。

第10条（支払保険金の競合）

　　当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同
一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険
金があるときは、1,500万円から既に支払った後遺障害保険金および重
度後遺障害保険金の額を差し引いた残額がある場合にかぎり、その残額
を支払います。

第11条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第２条（この特約による支
払責任）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
①　被保険者が第２条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障
害または疾病の影響
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②　被保険者が第２条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
係なく発生した傷害または疾病の影響

⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第２条（こ
の特約による支払責任）の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方
法で支払います。

第12条（当会社の責任限度額等）

⑴　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保
険金の額は、第６条（死亡保険金）および第10条（支払保険金の競合）
の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。

⑵　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき後遺障
害保険金の額は、第７条（後遺障害保険金）および前条の規定による
額とし、かつ、1,800万円を限度とします。

⑶　当会社は、⑴に定める死亡保険金のほか、１回の事故につき、被保
険者１名に対し第９条（医療保険金）および前条の規定による医療保
険金を支払います。

⑷　当会社は、⑵に定める後遺障害保険金のほか、１回の事故につき、
被保険者１名に対し第８条（重度後遺障害保険金）および前条の規定
による重度後遺障害保険金ならびに第９条（医療保険金）および前条
の規定による医療保険金を支払います。

第13条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。

区　　分 保険金請求権発生の時

① 　死亡保険金 被保険者が死亡した時

② 　後遺障害保険
金および重度後
遺障害保険金

被保険者に後遺障害が生じた時

③ 　医療保険金 次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者が平常の生活もしくは平常の業
務に従事することができる程度になおった
時
イ．事故の発生の日からその日を含めて160
日を経過した時

⑵　被保険者（注１）が保険金の支払を請求する場合は、⑴に定める保
険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面
で承認した猶予期間内に、保険証券に添えて次の①から④までの書類
または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通
事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は、その
提出を省略することができます。
①　保険金の請求書
②　損害の額または傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書（注２）
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

⑶　被保険者（注１）が⑵の書類に故意に事実と異なることを記載し、
またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当
会社は、保険金を支払いません。

⑷　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規
定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類
をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被
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保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請
求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の戸籍上
の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑸　⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。
（注１）被保険者
　　　　代理人を含みます。
（注２）交通事故証明書
　　　　人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突

もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合にかぎり提出す
るものとします。

第14条（重複契約の取扱い）

⑴　第２条（この特約による支払責任）と支払責任の発生要件を同じく
する他の保険契約または共済契約（以下「他の自損事故傷害保険等」
といいます。）がある場合は、当会社は、同条⑴の重度後遺障害保険
金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金（死亡保険金および後
遺障害保険金をいいます。）とに区分して、それぞれ各別に次の算式
により支払保険金の額を決定します。ただし、他の自損事故傷害保険
等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われる
場合は、次の②の額が他の自損事故傷害保険等によって支払われる保
険金または共済金の額の合計額を超えるときにかぎり、その超過額に
対してのみ保険金を支払います。

① 　それぞれの保険契約
または共済契約につい
て、他の保険契約また
は共済契約がないもの
として算出した支払う
べき保険金または共済
金のうち最も高い額

×

② 　他の自損事故傷害保険等がない
ものとして算出した当会社の支払
うベき保険金の額

 
③ 　それぞれの保険契約または共済
契約について、他の保険契約また
は共済契約がないものとして算出
した支払うべき保険金または共済
金の額の合計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、当会社は、他の自損事故傷害保険等に優先して、
被保険者が被った傷害に対して保険金を支払います。

第15条（代　位）

　　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定
相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。

第16条（時　効）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかに該当する時の翌日から
起算して２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①　第13条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第13条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書

 4 - 10

162



類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第17条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

＜別表＞ 後 遺 障 害 等 級 表

等　　級 保険金支払額 等　　級 保険金支払額

第１級 1,500万円 第８級 470万円

第２級 1,295万円 第９級 365万円

第３級 1,110万円 第10級 280万円

第４級   960万円 第11級 210万円

第５級   825万円 第12級 145万円

第６級   700万円 第13級  95万円

第７級   585万円 第14級  50万円

ご自身の自動車の補償に関わる特約

5-1  車両価額協定特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、次の①または②のいずれかの条件を満たしている場合に適用されま
す。
①　契約自動車の用途および車種が自家用８車種であること。ただし、
契約自動車がレンタカー（注）である場合を除きます。

②　契約自動車の用途および車種が①に定める用途および車種以外で
あり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。

（注）レンタカー
　　　不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車（１年

以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。）
をいいます。

第２条（協定保険価額）

⑴　当会社と保険契約者または被保険者（普通保険約款車両条項の被保
険者をいいます。以下同様とします。）は、保険契約締結の時におけ
る契約自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月
または初度検査年月の自動車の市場販売価格相当額を契約自動車の価
額として協定し、その価額（以下「協定保険価額」といいます。）を
保険金額として定めるものとします。

⑵　この特約において、「市場販売価格相当額」とは当会社が別に定め
る「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。

第３条（協定保険価額の変更）

⑴　保険契約締結の後、契約自動車の改造または付属品の装着もしくは
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取りはずしによって契約自動車の価額が著しく増加または減少した場
合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその
旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。この場
合、当会社と保険契約者または被保険者は、保険証券記載の協定保険
価額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記
載の協定保険価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた
額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。

⑵　普通保険約款一般条項第６条（契約自動車の入替）⑴の①または②
のいずれかの場合において、保険契約者が書面により契約自動車の入
替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、同条⑴の①
または②に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を前条の規
定により定め、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。

⑶　当会社は、⑴および⑵の場合には、普通保険約款一般条項（付帯さ
れた他の特約を含みます。）の規定に従い、保険料を返還し、または
追加保険料を請求できます。

⑷　当会社は、⑶の追加保険料を、普通保険約款一般条項第11条（保険
料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の③の追加保険料とみなします。この場合において、保険契約者が
その追加保険料の支払を怠ったときの取扱いについては、普通保険約
款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。

第４条（損害額の決定）

　　当会社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第５
条（損害額の決定）の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとお
りとします。

区　　分 損　害　の　額

①　契約自動車の
損傷を修理する
ことができない
場合

協定保険価額

②　上記①以外の
場合

次の算式により算出された額。ただし、実際に
修理しなかった場合は、同条項第６条（修理費）
に定める修理費は協定保険価額を限度としま
す。

ア ．同条項第
６条に定め
る修理費

－
イ ．修理に伴って生
じた残存物がある
場合は、その価額

第５条（支払保険金の計算）

⑴　前条の損害の額について、１回の事故につき当会社の支払う保険金
の額は、普通保険約款車両条項第８条（支払保険金の計算）⑴の規定
にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。ただし、保
険証券記載の保険金額を限度とします。

区　　分 保険金の額

①　全損の場合 協定保険価額

②　上記①以外の
場合

次の算式により算出された額

前条②の額 － 保険証券記載の免責金額

⑵　この特約において、全損とは契約自動車の損傷を修理することがで
きない場合、または普通保険約款車両条項第６条（修理費）の修理費
が協定保険価額以上となる場合をいいます。

 4 - 10
 5 - 1
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⑶　⑴の免責金額は、当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順に
よって定めるものとします。

⑷　前条の損害の額および普通保険約款車両条項第７条（費用）①から
⑥までの費用のうち、被保険者のために第三者から既に回収されたも
の（以下この⑷において、「回収金」といいます。）がある場合におい
て、回収金の額が被保険者の自己負担額（注）を超過するときは、当
会社は⑴、同条項第８条（支払保険金の計算）⑵および同条⑶に定め
る保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
（注）自己負担額
　　　損害額および普通保険約款車両条項第７条（費用）①から⑥ま

での費用のうち実際に発生した額の合計額から⑴、同条項第８条
（支払保険金の計算）⑵および同条⑶に定める保険金の合計額を
差し引いた額をいいます。

第６条（協定保険価額が適正でない場合）

⑴　契約自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者、被保険者
またはこれらの者の代理人が、故意または重大な過失によって当会社
が契約自動車の価額を評価するために照会した事項について、知って
いる事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第
２条（協定保険価額）または第３条（協定保険価額の変更）の規定に
従って定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、
当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知
をもって、この保険契約を解除することができます。

⑵　⑴の規定は次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用し
ません。
①　⑴の告げなかった「事実」または告げた「事実と異なること」が
なくなった場合

②　当会社が保険契約締結の際、⑴の告げなかった「事実」もしくは
告げた「事実と異なること」を知っていた場合、または過失によっ
てこれを知らなかった場合

③　保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、契約自動車
の価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を
申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の
申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結
時に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結
していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。

④　当会社が保険契約締結の後、⑴の告げなかった「事実」または告
げた「事実と異なること」を知った時からその日を含めて保険契約
を解除しないで30日を経過した場合

⑶　⑴の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、そ
の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた
ときは、その返還を請求することができます。

第７条（臨時費用保険金）

⑴　当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、当会社は、
保険証券記載の保険金額の10％に相当する額を臨時費用保険金として
被保険者に支払います。ただし、20万円を限度とします。

⑵　当会社は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用保険金と第５条（支
払保険金の計算）に定める保険金の合計額が保険証券記載の保険金額
を超える場合であっても、臨時費用保険金を支払います。

⑶　臨時費用保険金に関して、他の保険契約等（注）がある場合は、当
会社は、次の算式により臨時費用保険金の額を決定します。ただし、
他の保険契約等（注）により優先して臨時費用保険金または共済金が
支払われる場合には、当会社は、②の額が他の保険契約等（注）によ
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り支払われる臨時費用保険金または共済金の合計額を超過するときに
かぎり、その超過額に対してのみ臨時費用保険金を支払います。

① 　それぞれの保険契約
または共済契約につい
て、他の保険契約また
は共済契約がないもの
として算出した支払う
べき臨時費用保険金ま
たは共済金のうち最も
高い額

×

② 　他の保険契約等（注）がないも
のとして算出した当会社の支払う
べき臨時費用保険金の額

 
③ 　それぞれの保険契約または共済
契約について、他の保険契約また
は共済契約がないものとして算出
した支払うべき臨時費用保険金ま
たは共済金の額の合計額

⑷　⑶の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑶の②の額を保険金の額として、他の保険契約
等（注）に優先して保険金を支払います。

⑸　当会社に対する臨時費用保険金の請求権は、事故発生の時から発生
し、これを行使することができるものとします。
（注）他の保険契約等
　　　⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済

契約をいいます。

5-2  車両価額協定不適用特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が自家用８車種であり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（車両価額協定特約の不適用）

　　当会社は、この特約により、車両価額協定特約（付帯された他の特約
を含みます。）の規定は適用しません。

5-3  車両新価特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に車両価額協定特約の適用があり、かつ、
保険期間の末日が、契約自動車の初度登録（注）年月から37か月以内で
ある場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適
用されます。
（注）初度登録
　　　契約自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車で

ある場合は、初度検査とします。

第２条（新車価格相当額）

　　当会社と保険契約者または被保険者（普通保険約款車両条項の被保険
者をいいます。以下同様とします。）は、次の①および②のとおり新車
価格相当額を定めるものとします。

区　　分 新車価格相当額

① 　保険契約締結の時における
契約自動車と同一の用途・車
種・車名・型式・仕様の自動
車がある場合

当会社が別に定める「自動車保険車
両標準価格表」等に記載されたその
自動車の新車の市場販売価格相当額

 5 - 1  〜
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② 　上記①以外の場合 当会社が別に定める「自動車保険車
両標準価格表」等に記載された初度
登録（注）後１年未満の契約自動車
と同等クラスの自動車の価格

（注）初度登録
　　　契約自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車であ

る場合は、初度検査とします。

第３条（新車価格相当額の変更）

⑴　普通保険約款一般条項第６条（契約自動車の入替）⑴の①または②
のいずれかの場合に、保険契約者が書面により契約自動車の入替の承
認の請求を行い、当会社がこれを承認するときにおいて、保険期間の
末日が、同条⑴の①または②に定める新規取得自動車または所有自動
車（以下この条において、「新規取得自動車等」といいます。）の初度
登録（注）年月から37か月以内にあるときは、前条の規定により保険
証券記載の新車価格相当額を新規取得自動車等の新車価格相当額に変
更するものとします。

⑵　⑴の場合において、保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録
（注）年月から37か月を超えるときは、当会社は、新規取得自動車等
に対しては、この特約を適用しません。

⑶　当会社は、⑴および⑵の場合には、普通保険約款一般条項（付帯さ
れた他の特約を含みます。）の規定に従い、保険料を返還し、または
追加保険料を請求できます。

⑷　当会社は、⑶の追加保険料を、普通保険約款一般条項第11条（保険
料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の③の追加保険料とみなします。この場合において、保険契約者が
その追加保険料の支払を怠ったときの取扱いについては、普通保険約
款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
（注）初度登録
　　　契約自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車で

ある場合は、初度検査とします。

第４条（新車価格相当額が適正でない場合）

⑴　保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、故意または重
大な過失によって、知っている事実を告げずまたは事実と異なること
を告げ、その結果として第２条（新車価格相当額）に規定する新車価
格相当額と異なった新車価格相当額が定められた場合には、当会社は、
保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、
この保険契約を解除することができます。

⑵　⑴の規定は次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用し
ません。
①　⑴の告げなかった「事実」または告げた「事実と異なること」が
なくなった場合

②　当会社が保険契約締結の際、⑴の告げなかった「事実」または告
げた「事実と異なること」を知っていた場合、または過失によって
これを知らなかった場合

③　保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、契約自動車
の新車価格相当額を定めるために必要な事項について、書面をもっ
て訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、
訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、保険契
約締結時に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約
を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとしま
す。

④　当会社が保険契約締結の後、⑴の告げなかった「事実」または告
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げた「事実と異なること」を知った時からその日を含めて保険契約
を解除しないで30日を経過した場合

⑶　⑴の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、そ
の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた
ときは、その返還を請求することができます。

第５条（支払保険金の計算）

⑴　当会社は、この特約により、次の①および②の条件をすべて満たし
ている場合には、車両価額協定特約第５条（支払保険金の計算）⑴の
規定にかかわらず、１回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、
次条の規定により取得した自動車の価格とします。ただし、保険証券
記載の新車価格相当額を限度とします。
①　当会社が保険金を支払うべき損害が次のア．またはイ．のいずれ
かとなる場合であること。
ア．全損（注１）となる場合
イ．上記ア．以外で修理費（注２）が新車価格相当額の50％に相当
する額以上となる場合（契約自動車の内外装・外板部品以外の部
分に著しい損傷が生じている場合にかぎります。）

②　次条に定める再取得義務が履行されること。
⑵　⑴の規定において、再取得した自動車の価格が協定保険価額（注３）
を下回る場合は、当会社は、協定保険価額（注３）を保険金として支
払います。

⑶　当会社は、この特約により、当会社が保険金を支払うべき損害が全
損（注１）の場合であって、かつ、契約自動車を修理したときは、⑴、
⑵および車両価額協定特約第５条（支払保険金の計算）⑴の規定にか
かわらず、同特約第４条（損害額の決定）②に定める額を保険金とし
て支払います。ただし、新車価格相当額を限度とします。

⑷　当会社が保険金を支払うべき損害が契約自動車について盗難によっ
て生じた損害である場合は、⑴から⑶までの規定を適用しません。

⑸　⑴から⑶までの規定に従い当会社が保険金を支払うべき場合は、車
両価額協定特約第５条（支払保険金の計算）⑷中、「⑴」とあるのを「車
両新価特約第５条（支払保険金の計算）」と読み替えて同条⑷の規定
を適用します。
（注１）全損
　　　　車両価額協定特約第５条（支払保険金の計算）⑵に定める全

損をいいます。
（注２）修理費
　　　　普通保険約款車両条項第６条（修理費）に定める修理費をい

います。
（注３）協定保険価額
　　　　車両価額協定特約第２条（協定保険価額）⑴に定める協定保

険価額をいいます。

第６条（再取得義務）

　　被保険者は、前条⑴および同条⑵の規定による保険金を請求する場合
は、自動車を再取得（注）し、その再取得（注）を証明する書類または
証拠（以下この条において「書類等」といいます。）を当会社に提出し
なければなりません。ただし、被保険者がその事故により死亡した場合
等、再取得（注）できない理由があり当会社が認めた場合には、被保険
者に代わって、被保険者の配偶者または被保険者もしくはその配偶者の
同居の親族が自動車を再取得（注）し、書類等を当会社に提出すること
ができます。なお、これらの再取得（注）および書類等の提出に関して
は当会社の認める相当の理由がある場合を除き、事故発生の日の翌日か
ら起算して１年以内に行なうこととします。
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（注）再取得
　　　所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。

第７条（再取得時諸費用保険金）

⑴　第５条（支払保険金の計算）⑴および同条⑵の規定により当会社が
保険金を支払うべき場合は、当会社は、保険証券記載の新車価格相当
額の15％に相当する額を再取得時諸費用保険金として被保険者に支払
います。ただし、50万円を限度とします。

⑵　当会社は、第５条（支払保険金の計算）に定める保険金と⑴の規定
によって支払うべき再取得時諸費用保険金の合計額を支払います。

⑶　再取得時諸費用保険金に関して、他の保険契約等（注）がある場合
は、当会社は、次の算式により再取得時諸費用保険金の額を決定しま
す。ただし、他の保険契約等（注）により優先して再取得時諸費用保
険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、②の額が他の保
険契約等（注）により支払われる再取得時諸費用保険金または共済金
の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ再取得時
諸費用保険金を支払います。

① 　それぞれの保険契約
または共済契約につい
て、他の保険契約また
は共済契約がないもの
として算出した支払う
べき再取得時諸費用保
険金または共済金のう
ち最も高い額

×

② 　他の保険契約等（注）がないも
のとして算出した当会社の支払う
べき再取得時諸費用保険金の額

 
③ 　それぞれの保険契約または共済
契約について、他の保険契約また
は共済契約がないものとして算出
した支払うべき再取得時諸費用保
険金または共済金の額の合計額

⑷　⑶の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑶の②の額を再取得時諸費用保険金の額とし、
他の保険契約等（注）に優先して保険金を支払います。

⑸　当会社に対する再取得時諸費用保険金の請求権は、事故発生の時か
ら発生し、これを行使することができるものとします。

⑹　当会社は、この特約により、第５条（支払保険金の計算）⑴から同
条⑶までの規定により当会社が保険金を支払うべき場合は、車両価額
協定特約第７条（臨時費用保険金）に定める臨時費用保険金を支払い
ません。
（注）他の保険契約等
　　　⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済

契約をいいます。

第８条（保険金の請求）

⑴　被保険者が第５条（支払保険金の計算）⑴および同条⑵に定める保
険金の支払を請求する場合は、普通保険約款一般条項第20条（保険金
の請求）⑵の規定にかかわらず、事故発生の時の翌日から起算して１
年以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に、保険証券に添え
て次の①から⑤までの書類または証拠を当会社に提出しなければなり
ません。ただし、④の交通事故証明書については、提出できない相当
な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
①　保険金の請求書
②　損害の額を証明する書類
③　第６条（再取得義務）の規定に基づく再取得を証明する書類また
は証拠

④　公の機関が発行する交通事故証明書
⑤　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
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⑵　この保険契約に車対車衝突危険限定特約の適用がある場合には、⑴
のただし書の規定にかかわらず、同特約第５条（保険金の請求－交通
事故証明書を提出できない場合）に定める書類および写真を当会社に
提出しなければなりません。

第９条（被害物についての当会社の権利）

⑴　当会社がこの特約による保険金（注）を支払った場合は、普通保険
約款車両条項第10条（被害物についての当会社の権利）⑴の規定にか
かわらず、契約自動車について被保険者が持っているすべての権利を
取得します。

⑵　⑴の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示
してこの特約による保険金（注）を支払ったときは、契約自動車につ
いて被保険者が持っている権利は当会社に移転しません。
（注）この特約による保険金
　　　第５条（支払保険金の計算）⑶の保険金を除きます。

第10条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、車両価額協定特約を準用します。

5-4  車両全損修理時特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に車両価額協定特約の適用があり、かつ、
保険期間の初日（注１）の属する月が、契約自動車の初度登録（注２）
年月から25か月を超えている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨
記載されているときに適用されます。
（注１）保険期間の初日
　　　　保険期間の中途でこの特約を付帯する場合は、異動承認書記

載の異動日とします。
（注２）初度登録
　　　　契約自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車

である場合は、初度検査とします。

第２条（支払保険金の計算）

⑴　契約自動車に生じた損害が車両価額協定特約第５条（支払保険金の
計算）⑵に定める全損の場合で、かつ、実際に修理したときは、当会
社は、この特約により、同条⑴の規定にかかわらず、同特約第４条（損
害額の決定）②に定める損害の額を保険金として支払います。ただし、
保険証券記載の保険金額に50万円を加えた額を限度とします。

⑵　⑴の適用にあたって、車両価額協定特約第４条（損害額の決定）②
の損害の額および普通保険約款車両条項第７条（費用）①から⑥まで
の費用のうち、被保険者のために第三者から既に回収されたもの（以
下「回収金」といいます。）がある場合において、回収金の額が被保
険者の自己負担額（注）を超過するときは、当会社は車両価額協定特
約第５条（支払保険金の計算）⑷の規定にかかわらず、⑴、普通保険
約款車両条項第８条（支払保険金の計算）⑵および同条⑶に定める保
険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。

⑶　当会社は、この特約により保険金を支払うべき場合は、車両価額協
定特約第７条（臨時費用保険金）に定める臨時費用保険金を支払いま
せん。
（注）自己負担額
　　　損害額および普通保険約款車両条項第７条（費用）①から⑥ま

での費用のうち実際に発生した額の合計額から⑴、同条項第８条
（支払保険金の計算）⑵および同条⑶に定める保険金の合計額を
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差し引いた額をいいます。

第３条（被害物についての当会社の権利）

　　当会社がこの特約により保険金を支払った場合は、契約自動車につい
て被保険者が持っている権利は当会社に移転しません。

第４条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

5-5  車対車自己負担なし特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

相手自動車 所有者が契約自動車の所有者と異なる自動車（原動機
付自転車を含みます。）をいいます。

所有者 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいま
す。
①　自動車が所有権留保条項付売買契約により売買さ
れている場合は、その買主
②　自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸
借されている場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、自動車を所有する者

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、車両保険契約における保険証券記載の免責金額が５万円である場合
で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されま
す。

第２条（車両免責金額の取扱い－免責金額５万円の不適用）

　　契約自動車と相手自動車との衝突または接触によって契約自動車に生
じた損害に対して、普通保険約款車両条項またはこれに付帯された他の
特約の規定により差し引かれるべき免責金額が５万円である場合は、当
会社は、この特約により、その免責金額を差し引きません。ただし、契
約自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等（注）ならびに
事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認
された場合にかぎります。
（注）登録番号等
　　　登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。

第３条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合）

　　被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保
険約款一般条項第20条（保険金の請求）⑵のただし書の交通事故証明書
を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の
①から③までの書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
①　契約自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書
類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の
住所および氏名もしくは名称の記載のあるもの

②　契約自動車の損傷部位の写真
③　相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
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5-6  リースカーの車両費用保険特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

リース契約 あらかじめ借受人を定めて有償で自動車を貸渡しする
ことを業としている者との貸借契約をいいます。

第１条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
は、この特約および普通保険約款一般条項に従い、契約自動車に生じ
た次の①または②のいずれかの事由によって、契約自動車の借主（リー
ス契約上の借主をいいます。以下「被保険者」といいます。）が被る
損害に対して保険金を支払います。
①　契約自動車の盗難
②　①以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、
爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の
所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない
事故を除きます。

⑵　⑴の契約自動車には、次の①から③までに規定する物（以下「付属
品」といいます。）を含みます。
①　契約自動車に定着（注１）されている物
②　①以外の物で、車室内でのみ使用することを目的として契約自動
車に固定されているカーナビゲーションシステム（注２）、ETC車
載器（注３）その他これらに準ずる物

③　①および②以外の物で、契約自動車に装備（注４）されている物
⑶　⑵の付属品には、次の①から④までの物を含みません。
①　燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
②　法令により、自動車に定着（注１）、固定または装備（注４）す
ることを禁止されている物

③　通常装飾品とみなされる物
④　付属機械装置（注５）のうち、保険証券に明記されていない物

⑷　当会社と保険契約者または被保険者は、この保険契約を締結する際
に、保険期間を通じてリース契約中途解約費用の額を下回らない額を
保険金額として定めるものとします。
（注１）定着
　　　　ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用し

なければ容易に取りはずせない状態をいいます。
（注２）カーナビゲーションシステム
　　　　自動車用電子式航法装置をいいます。
（注３）ETC車載器
　　　　有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をい

います。
（注４）装備
　　　　自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけ

られている状態または法令に従い契約自動車に備えつけられて
いる状態をいいます。

（注５）付属機械装置
　　　　医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査

証記載の用途が特種用途である自動車に定着、固定または装備
されている精密機械装置をいいます。

第２条（保険金を支払わない場合－その１）

　　当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じ
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た損害に対しては、保険金を支払いません。
①　次のア．からオ．までのいずれかに該当する者の故意
ア．保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これら
の者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関）

イ．リース契約上の貸主（これらの者が法人である場合は、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

ウ．上記ア．およびイ．に定める者の法定代理人
エ．上記ア．およびイ．に定める者の業務に従事中の使用人
オ．上記ア．およびイ．に定める者の父母、配偶者または子。ただ
し、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させ
る目的であった場合にかぎります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きま
す。

⑧　詐欺または横領
（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第３条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する契約自動車の損傷
によって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の
消耗

②　故障（注）
③　契約自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に
生じた損傷

④　付属品のうち第１条（この特約による支払責任）⑵の③に定める
物に生じた損傷。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損傷が生
じた場合または火災による場合を除きます。

⑤　タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損傷。ただし、契約自
動車の他の部分と同時に損傷が生じた場合または火災もしくは盗難
による場合を除きます。

⑥　法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損傷
（注）故障
　　　偶然な外来の事故に直接起因しない契約自動車の電気的故障ま

たは機械的故障をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合－その３）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令により定
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められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、道路交
通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転してい
る場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響によ
り正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している
場合に生じた事故により被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの
者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行
するその他の機関）

②　リース契約上の貸主（これらの者が法人である場合は、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

③　①および②に定める者の法定代理人
④　①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤　①および②に定める者の父母、配偶者または子

第５条（損害額の決定）

⑴　当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次の①および②に定める
とおりとします。

区　　分 損　害　の　額

①　契約自動車の
損傷を修理する
ことができない
場合

リース契約中途解約費用の額

②　上記①以外の
場合

次の算式により算出された額。ただし、実際に
修理しなかった場合は、次条に定める修理費は
リース契約中途解約費用の額を限度とします。

ア ．次条に定
める修理費 －

イ ．修理に伴って生
じた残存物がある
場合は、その価額

⑵　この特約において、リース契約中途解約費用とは、契約自動車の損
傷を原因としてリース契約を中途で解約することによって、被保険者
がリース契約に基づきリース契約上の貸主に対して負担する費用をい
います。ただし、被保険者が事故発生の時までに、リース契約に基づ
き支払うべき費用は除きます。

第６条（修理費）

　　前条の修理費とは、損傷が生じた地および時において、契約自動車を
事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場
合、契約自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、
かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認
めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。

第７条（費　用）

　　次条の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の①から⑥
までの費用（注１）をいいます。

区　　分 費　用　の　内　容

①　損害防止軽
減費用

普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）
①に規定する損害の防止または軽減のために必要ま
たは有益であった費用

②　権利保全行
使費用

同条項第14条⑥に規定する権利の保全または行使に
必要な手続をするために要した費用
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③　応急処置費
用

契約自動車が走行不能（注２）となった地において
契約自動車を自力で走行できる状態に復旧するため
に必要な応急の処置に要する費用

④　運搬費用 契約自動車が走行不能（注２）となった地から、次
のア．またはイ．のいずれかの場所まで契約自動車
をレッカー車等で運搬するために要する費用
ア．損害発生の地、保険証券記載の被保険者の居
住地（保険証券記載の住所をいいます。）また
は契約自動車の所有者の居住地のもよりの修理
工場
イ．上記ア．以外の場所で、当会社の指定する場
所

⑤　引取費用 契約自動車が走行不能（注２）となった場合で、③
または④の費用のほか、契約自動車を引き取るため
に要する費用

⑥　共同海損分
担費用

船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に
対する契約自動車の分担額

（注１）費用
　　　　収入の喪失を含みません。
（注２）走行不能
　　　　自力で走行できない状態、盗難により使用できない状態または

法令により走行が禁じられた状態をいいます。

第８条（支払保険金の計算）

⑴　１回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①および②に
定めるとおりとします。

区　　分 保険金の額

①　全損の場合 リース契約中途解約費用の額

②　上記①以外の
場合

次の算式により算出された額。ただし、契約自
動車の修理が行われないときは、保険金額を限
度とします。

第５条（損害額の決
定）⑴の②の損害額 － 保険証券記載の

免責金額

⑵　⑴の保険金に加え、保険契約者または被保険者が前条に定める費用
を支出した場合は、当会社は、これらの費用の合計額を保険金として
支払います。ただし、前条③から⑤までの費用については、当会社が
保険金を支払うべき場合にかぎるものとし、かつ、１回の事故につき、
前条③から⑤までの費用を合計して15万円または保険金額の10％のい
ずれか高い額を限度とします。

⑶　当会社は、⑵の規定によって支払うべき保険金と⑴の保険金の合計
額が保険金額を超える場合であっても、⑵の保険金を支払います。

⑷　第５条（損害額の決定）の損害の額および前条の費用のうち、被保
険者または契約自動車の所有者のために第三者から既に回収されたも
の（ただし、リース契約中途解約費用の算出にあたり、充当している
ものは除きます。以下この⑷において、「回収金」といいます。）があ
る場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額（注）を超過す
るときは、当会社は⑴から⑶までに定める保険金の合計額からその超
過額を差し引いて保険金を支払います。

⑸　この特約において、全損とは契約自動車の損傷を修理することがで
きない場合、または第６条（修理費）の修理費がリース契約中途解約
費用の額以上となる場合をいいます。
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⑹　⑴の免責金額は、当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順に
よって定めるものとします。
（注）自己負担額
　　　損害額および前条の費用のうち実際に発生した額の合計額から

⑴から⑶までに定める保険金の合計額を差し引いた額をいいま
す。

第９条（現物による支払）

　　当会社は、契約自動車の全部または一部の損傷によって被保険者が被
る損害に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代える
ことができます。

第10条（被害物についての当会社の権利）

⑴　当会社が全損として保険金を支払った場合は、契約自動車について
被保険者または契約自動車の所有者が持っているすべての権利を取得
します。

⑵　契約自動車の一部が盗難にあった場合に、当会社が保険金を支払っ
たときは、当会社は、被保険者または契約自動車の所有者が盗難にあっ
た物について持っている権利を取得します。

⑶　⑴および⑵の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意
思を表示して保険金を支払ったときは、契約自動車について被保険者
または契約自動車の所有者が持っている権利は当会社に移転しませ
ん。

第11条（盗難自動車の返還）

　　当会社が第１条（この特約による支払責任）⑴の①に定める契約自動
車の盗難によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払った日の
翌日から起算して60日以内に契約自動車が発見された場合は、リース契
約上の貸主が既に受け取ったリース契約中途解約費用を被保険者に返還
し、かつ、被保険者が既に受け取った保険金を当会社に払い戻したとき
にかぎり、被保険者はその返還を受けることができます。この場合、発
見されるまでの間に契約自動車に生じた損傷により被った損害に対して
保険金を請求することができます。

第12条（重複契約の取扱い）

　　第１条（この特約による支払責任）の全部または一部に対して支払責
任が同じである他の保険契約または共済契約がある場合において、支払
保険金の額は、次の①から④までに定めるところによります。
①　他の車両費用保険契約等（注１）がある場合において、次のイ．
の額が損害額を超えるときは、当会社は、次の算式により支払保険
金の額を決定します。ただし、他の車両費用保険契約等（注１）に
よってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われる場
合は、当会社は、損害額が他の車両費用保険契約等（注１）によっ
て支払われる保険金または共済金の額の合計額を超えるときにかぎ
り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

損害額 ×

ア ．他の車両費用保険契約等（注１）がないものとし
て算出した当会社の支払うべき保険金の額

 
イ ．それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき保険金または共済金の額の合計額

②　①の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の
適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額と
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します。
③　①および②の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、
当会社がこれを承認した場合は、①のア．の額を支払保険金の額と
し、他の車両費用保険契約等（注１）に優先して保険金を支払いま
す。

④　他の車両保険契約等（注２）がある場合は、当会社は、損害額が
他の車両保険契約等（注２）によって契約自動車の所有者に支払わ
れる保険金または共済金の額の合計額を超えるときにかぎり、その
超過額に対してのみ保険金を支払います。

（注１）他の車両費用保険契約等
　　　　契約自動車に生じた事故により、被保険者が被る損害に対し

て、保険金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。
（注２）他の車両保険契約等
　　　　契約自動車に生じた損害に対して、契約自動車の所有者に保

険金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。

第13条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款および付帯された他の特約中「普通保険
約款車両条項」、「車両条項」および「車両保険契約」とあるのを「リー
スカーの車両費用保険特約」に読み替えるものとします。

5-7  車両費用保険の修理費優先支払特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約にリースカーの車両費用保険特約の適用が
あり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適
用されます。

第２条（この特約による支払保険金の計算）

⑴　当会社は、この特約により、次の①および②に定める条件をいずれ
も満たしている場合は、リースカーの車両費用保険特約第８条（支払
保険金の計算）の規定にかかわらず、１回の事故につき当会社の支払
う保険金の額は、同特約第５条（損害額の決定）⑴の②に定める損害
の額（以下「損害の額」といいます。）から保険証券記載の免責金額
を差し引いた額とします。ただし、20万円（以下「限度額」といいま
す。）を限度とします。
①　同特約第６条（修理費）に定める修理費が同特約第５条⑵に定め
るリース契約中途解約費用（以下「リース契約中途解約費用」とい
います。）の額以上となり、当会社が同特約第８条⑸に定める全損
と認定した場合で、かつ、実際に修理を行ったこと。

②　リース契約中途解約費用の額が、限度額以下であったこと。
⑵　⑴の保険金に加え、保険契約者または被保険者（リースカーの車両
費用保険特約第１条（この特約による支払責任）⑴の被保険者をいい
ます。以下同様とします。）が同特約第７条（費用）に定める費用（以
下「費用」といいます。）を支出した場合は、当会社は、これらの費
用の合計額を保険金として支払います。

⑶　当会社は、⑵の規定により支払うべき保険金と⑴の保険金の合計額
が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても、⑵の保険金を支
払います。

⑷　損害の額および費用のうち、被保険者または契約自動車の所有者の
ために第三者から既に回収されたもの（ただし、リース契約中途解約
費用の算出にあたり、充当しているものは除きます。以下この⑷にお
いて、「回収金」といいます。）がある場合において、回収金の額が被
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保険者の自己負担額（注）を超過するときは、当会社は⑴から⑶まで
に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払い
ます。

⑸　⑴の免責金額は、当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順に
よって定めるものとします。

⑹　⑴から⑸までの規定にかかわらず、被保険者の請求があった場合は、
リースカーの車両費用保険特約第８条（支払保険金の計算）の規定に
従い保険金を支払います。
（注）自己負担額
　　　損害額および費用のうち、実際に発生した額の合計額から⑴か

ら⑶までに定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。

第３条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

5-8  地震・噴火・津波車両損害特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第２条（保険金を
支払わない場合－その１）③および⑥の規定にかかわらず、契約自動車
について次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた損害
に対しても、保険金を支払います。
①　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②　①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に
基づいて生じた事故

5-9  車対車衝突危険限定特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

相手自動車 その所有者が契約自動車の所有者と異なる自動車（原
動機付自転車を含みます。）をいいます。

所有者 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいま
す。
①　自動車が所有権留保条項付売買契約により売買
されている場合は、その買主
②　自動車が１年以上を期間とする貸借契約により
貸借されている場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、自動車を所有する者

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社の
支払責任）⑴の規定にかかわらず、契約自動車と相手自動車との衝突ま
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たは接触によって契約自動車に生じた損害に対してのみ、同条項および
普通保険約款一般条項（付帯された他の特約を含みます。以下同様とし
ます。）に従い、保険金を支払います。ただし、契約自動車と衝突また
は接触した相手自動車の登録番号等（注）ならびに事故発生時の運転者
または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合にかぎり
ます。
（注）登録番号等
　　　登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。

第３条（保険金を支払わない場合）

　　当会社は、この特約においては、普通保険約款車両条項および一般条
項の規定による場合のほか、契約自動車が盗難にあった時から発見され
るまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

第４条（費　用）

　　当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款車両条項第７条
（費用）の規定にかかわらず、同条⑥に規定する費用は、同条項第８条（支
払保険金の計算）に定める費用に含めません。

第５条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合）

　　被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保
険約款一般条項第20条（保険金の請求）⑵のただし書の交通事故証明書
を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の
①から③までの書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
①　契約自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書
類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の
住所および氏名の記載のあるもの

②　契約自動車の損傷部位の写真
③　相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料

第６条（車両危険限定特約（A）が適用されている場合の特則）

　　この保険契約に車両危険限定特約（A）が適用されている場合には、
同特約によって保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、この特
約を適用しません。

5-10  車両危険限定特約（A）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社の
支払責任）⑴の規定にかかわらず、契約自動車に生じた次の①から⑧ま
でのいずれかに該当する損害にかぎり、普通保険約款車両条項および一
般条項（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を支払います。
①　契約自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発に
よって契約自動車が被爆した場合の損害

②　盗難によって生じた損害
③　騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって
生じた損害

④　台風、たつ巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤　落書、いたずら等の契約自動車に対する直接の人為的行為（注）
によって生じた損害。ただし、契約自動車の運行によって生じた損
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害でないことおよび契約自動車と他の自動車（原動機付自転車を含
みます。）との衝突または接触によって生じた損害でないことが明
らかであるものにかぎります。

⑥　窓ガラス破損の損害。ただし、そのガラス代金にかぎります。
⑦　飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、
その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。

⑧　①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、
契約自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または
契約自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。

（注）人為的行為
　　　普通保険約款車両条項の被保険者による行為を除きます。

5-11  車両危険限定特約（B）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社
の支払責任）⑴の規定にかかわらず、契約自動車に生じた次の①から
⑧までのいずれかに該当する損害にかぎり、普通保険約款車両条項お
よび一般条項（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を
支払います。
①　契約自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発に
よって契約自動車が被爆した場合の損害

②　盗難によって生じた損害
③　騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって
生じた損害

④　台風、たつ巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤　落書、いたずら等の契約自動車に対する直接の人為的行為（注）
によって生じた損害。ただし、契約自動車の運行によって生じた損
害でないことおよび契約自動車と他の自動車（原動機付自転車を含
みます。）との衝突または接触によって生じた損害でないことが明
らかであるものにかぎります。

⑥　窓ガラス破損の損害。ただし、そのガラス代金にかぎります。
⑦　飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、
その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。

⑧　①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、
次のア．またはイ．のいずれかの損害に対しては、普通保険約款車
両条項第５条（損害額の決定）による損害の額が同条項に定める保
険価額の60％に相当する額以上となる場合にかぎり、保険金を支払
います。
ア．契約自動車と他物との衝突または接触によって生じた損害
イ．契約自動車の転覆または墜落によって生じた損害

⑵　契約自動車について車両価額協定特約の適用がある場合は、当会社
は、⑴の⑧のただし書の規定にかかわらず、契約自動車と他物との衝
突もしくは接触によって生じた損害または契約自動車の転覆もしくは
墜落によって生じた損害に対しては、次の①または②のいずれかに該
当するときにかぎり、保険金を支払います。
①　契約自動車の損傷を修理することができないとき。
②　同特約第４条（損害額の決定）②に定める損害の額が、保険証券
記載の保険金額の50％以上となるとき。

（注）人為的行為
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　　　普通保険約款車両条項の被保険者による行為を除きます。

5-12  車両臨時費用対象外特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に車両価額協定特約の適用があり、かつ、
保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（臨時費用保険金の取扱い）

　　当会社は、この特約により、車両価額協定特約第７条（臨時費用保険
金）の規定により支払われる臨時費用保険金を支払いません。

第３条（再取得時諸費用保険金の取扱い）

　　この保険契約に、車両新価特約が適用されている場合には、当会社は、
この特約により、同特約第７条（再取得時諸費用保険金）の規定により
支払われる再取得時諸費用保険金を支払いません。

5-13  契約自動車の盗難事故対象外特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項または車両積載動
産特約の適用があり、かつ、次の①または②のいずれかの条件を満たし
ている場合に適用されます。
①　契約自動車の用途および車種が二輪自動車または原動機付自転車
であること。

②　契約自動車の用途および車種が①に定める用途および車種以外で
あり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、当会社の支払うべき損害が契約自動車
の盗難によって生じた損害（注）である場合には、保険金を支払いま
せん。

⑵　この保険契約に普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合には、
契約自動車の盗難に起因して他人の生命もしくは身体を害することま
たは他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することにより、同条項第
３条（被保険者－対人・対物賠償共通）に定める被保険者が、法律上
の損害賠償責任を負担したことによって被る損害に対しては、当会社
は、⑴の規定を適用しません。
（注）盗難によって生じた損害
　　　発見されるまでの間に生じた損害を含みます。

5-14  車両保険の適用範囲に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、契約自動車が次の①から⑤までのいずれかの自動車である場合に適
用されます。
①　精密機械を装着した特種用途自動車
②　工作用自動車
③　農耕作業の用に供する自動車
④　消防自動車
⑤　タンク車、ふん尿車等ホースを付属する自動車

第２条（単独損害の補償対象外）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社
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の支払責任）の規定にかかわらず、次の物については、契約自動車の
他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって
損害が生じた場合にかぎり、同条項および普通保険約款一般条項（付
帯された他の特約を含みます。）の規定に従い、保険金を支払います。

区　　分 この規定の対象となる物

①　契約自動車が精密機
械を装着した特種用途
自動車である場合

保険証券に明記された付属機械装置

②　契約自動車が工作用
自動車である場合

次のア．またはイ．に該当する物
ア．キャタピラ、排土板（カッティン
グエッジおよびエンドビットを含み
ます。）、バケット（つめ、ツース、
ポイントおよびサイドカッタを含み
ます。）、フォーク、ローラ等作業に
おいて常時接地する部分品
イ．リーダ（ステーおよびフロントブ
ラケットを含みます。）、ドロップハ
ンマ、ディーゼルハンマ、アースオー
ガ（モータを含みます。）、バイブロ
ハンマ（チャックを含みます。）そ
の他これらに類似の機能を有する物
であって、契約自動車に装着されて
いる部分品および機械装置または使
用の目的により交換装着する部分品
および機械装置

③　契約自動車が農耕作
業の用に供する自動車
である場合

鋤、ロータリー、サイドロータリー、タ
イヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目
的により交換装着する部分品（部分品の
付帯部品を含みます。）

⑵　当会社は、付属機械装置（注）に生じた損害と契約自動車の他の部
分に生じた損害に対しては、それぞれ各別に普通保険約款車両条項第
５条（損害額の決定）から第８条（支払保険金の計算）までの規定を
適用し、損害に対して保険金を支払います。ただし、付属機械装置（注）
の損害に対しては、免責金額を差し引きません。
（注）付属機械装置
　　　⑴の①の付属機械装置をいいます。

第３条（付属品の補償対象外）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社の
支払責任）の規定にかかわらず、次に定める物については、契約自動車
に含めません。

区　　分 対象外となる物

①　契約自動車が工作用
自動車である場合

契約自動車から取りはずして用いるコー
ド、ワイヤ、ホース、チェイン、ドリル等
の積載付属品

②　契約自動車が消防自
動車である場合

契約自動車から取りはずして用いる吸水
管、ホース、梯子、斧、トビ、管槍、塵除、
塵除用籠、分解手入用道具等の積載付属品
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③　契約自動車がタンク
車、ふん尿車等ホース
を付属する自動車であ
る場合

契約自動車に付属するホース

5-15  ブーム対象外特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（ブーム部分の補償対象外）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社
の支払責任）の規定にかかわらず、契約自動車のブーム部分について
は、契約自動車に含めません。

⑵　⑴のブーム部分とは、次の①および②の物をいいます。
①　ブーム（ジブを含みます。以下同様とします。）ならびに伸縮シ
リンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブームと機能上一
体をなしている部分品およびブームの機能上必要である部分品

②　①に定めるものに定着または装備されている次のア．からオ．ま
での物
ア．使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
イ．安全装置および警報装置
ウ．作動油および油脂類
エ．配線、配管およびホース類
オ．上記ア．からエ．まで以外で、定着または装備されている物

5-16  事故時代車費用特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第１条（当会社
の支払責任）⑴の①または②のいずれかの事由によって契約自動車に
損害が生じたことに伴い、被保険者（契約自動車の所有者をいいます。
以下同様とします。）が契約自動車の代替交通手段として、レンタカー
（注）を代車として利用する費用（以下「代車費用」といいます。以
下同様とします。）を負担したことによって被った損害に対して、こ
の特約に従い、次条に定める金額を代車費用保険金として被保険者に
支払います。ただし、普通保険約款車両条項第２条（保険金を支払わ
ない場合－その１）、同条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）
もしくは同条項第４条（保険金を支払わない場合－その３）、普通保
険約款一般条項または付帯された他の特約の規定により、契約自動車
に生じた損害に対して保険金が支払われない場合を除きます。

⑵　契約自動車が盗難にあった場合は、保険契約者または被保険者が盗
難の事実を警察官に届け出たときにかぎり、⑴の規定を適用します。

⑶　⑴の所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいい
ます。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主
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②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
⑷　⑴の規定にかかわらず、被保険者が正当な理由によりレンタカー
（注）以外の自動車を代車として利用した場合には、被保険者が負担
した費用のうち、その代車の取得代金、点検・整備料等を勘案した実
費相当額として当会社が認めた費用を代車費用とします。ただし、そ
の代車の利用について被保険者が事前に当会社に通知し、当会社が承
認した場合にかぎります。

⑸　⑴の規定にかかわらず、契約自動車が自力で走行できる場合で、被
保険者がその損傷を修理しないときは、当会社は、代車費用保険金を
支払いません。
（注）レンタカー
　　　道路運送法第80条第１項に基づき業として有償で貸し渡すこと

の許可を受けた自家用自動車をいいます。

第３条（支払保険金の計算）

　　１回の事故につき当会社の支払う代車費用保険金の額は、次の算式に
より算出された額とします。

前条に定める代車費用の１日あた
りの額。ただし、保険証券記載の
支払限度日額を限度とします。

×
実際に代車を使用した日
数。ただし、次条に定める
期間を限度とします。

第４条（代車費用保険金の支払対象期間）

⑴　前条の場合において、代車費用保険金の対象となる費用は、事故日
から次の①から③までのいずれか早い日までの期間に被保険者が利用
した代車にかかる費用にかぎります。
①　事故日からその日を含めて保険証券記載の日数後の日
②　契約自動車の代替自動車を新たに取得した日
③　契約自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者または契約自
動車の自動車検査証（以下「車検証」といいます。）の使用者欄に
記載された者のいずれかの手元に戻った日。ただし、保険契約者、
被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事
由によりこれらの者の手元に契約自動車の戻るのが遅延した場合
は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日とします。

⑵　⑴の規定にかかわらず、事故日の翌日以降に修理工場等に入庫した
場合であって、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知し、
当会社が承認したときは、修理工場等に入庫した日を事故日とみなし
て⑴の規定を適用します。

⑶　契約自動車が盗難にあった場合は、盗難の事実を警察官に届け出た
日を事故日とみなして⑴および⑵の規定を適用します。この場合にお
いて、契約自動車が発見されて、修理の必要がないときは、⑴の③中
「修理完了後」とあるのを、「発見された後」と読み替えるものとしま
す。

第５条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注）がある場合において、次の②の額が損害額を
超えるときは、当会社は、次の算式により代車費用保険金の額を決定
します。ただし、被保険者が被った損害に対して他の保険契約等（注）
により優先して保険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、
損害額が他の保険契約等（注）によって支払われる保険金または共済
金の額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ代
車費用保険金を支払います。

 5 - 14  〜
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損害額 ×

① 　他の保険契約等（注）がないものとして算出した
当会社の支払うべき代車費用保険金の額

 
② 　それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき代車費用保険金または共済金の額の合
計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑴の①の額を支払保険金の額とし、他の保険契
約等（注）に優先して保険金を支払います。
（注）他の保険契約等
　　　第２条（この特約による支払責任）と支払責任の発生要件を同

じくする他の保険契約または共済契約をいいます。

第６条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

5-17  宿泊・移動費用特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たし、かつ、
保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
①　この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されていること。
②　契約自動車の用途および車種が自家用８車種であること。
③　保険証券にノンフリート契約である旨記載されていること。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、次の①および②に定める条件をいずれ
も満たしている場合には、被保険者が⑵に定める宿泊・移動費用を負
担することによって被る損害に対し、宿泊・移動費用保険金を支払い
ます。
①　普通保険約款車両条項および一般条項（付帯された他の特約を含
みます。）の規定により保険金支払対象となる事故が発生している
こと。

②　契約自動車が走行不能（注）となった場合で、走行不能（注）と
なった地から普通保険約款車両条項第７条（費用）④のア．または
イ．に定める場所までレッカー車等で運搬されたこと。

⑵　この特約において、宿泊・移動費用とは、次の①および②の費用を
いいます。

区　　分 費　用　の　内　容

① 　宿泊費用 被保険者が臨時に宿泊せざるを得ない場合に、走
行不能（注）となった地のもよりのホテル等有償
の宿泊施設に宿泊するときに要する１泊分の客室
料（飲食費用を含みません。）

② 　移動費用 被保険者が走行不能（注）となった地から、出発
地、居住地および当面の目的地に合理的な経路お
よび方法で移動するために要する費用。ただし、
ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもし
くはファーストクラス等の利用により、通常の交
通費を超過した場合はその超過した額を含みませ
ん。
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⑶　⑵の②の移動先が複数となる場合には、当会社は、移動の目的およ
び経路等について当会社が合理的であると認めたときにかぎり、それ
らの移動先まで移動するために要する費用を移動費用として取り扱い
ます。

⑷　当会社は、被保険者が⑵の①の宿泊費用を負担することによって被
る損害に対し、宿泊費用保険金を支払います。ただし、１回の事故に
つき、被保険者１名に対し１万円を限度とします。

⑸　当会社は、被保険者が⑵の②の移動費用を負担することによって被
る損害に対し、移動費用保険金を支払います。ただし、１回の事故に
つき、被保険者１名に対し２万円を限度とします。
（注）走行不能
　　　自力で走行できない状態をいいます。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、次の①から③までのいずれかに該
当する者をいいます。
①　契約自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内（注１）
に搭乗中の者（注２）

②　契約自動車の所有者
③　記名被保険者

⑵　⑴の所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいい
ます。以下同様とします。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
（注１）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注２）搭乗中の者
　　　　一時的に契約自動車から離れている者を含み、契約自動車の

使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動
車に搭乗していた者および極めて異常かつ危険な方法で搭乗中
の者を除きます。

第４条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、被保険者（被保険者が法人である場合は、その理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって、そ
の被保険者に生じた損害に対しては、宿泊・移動費用保険金を支払い
ません。

⑵　被保険者（被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関）が次の①から③までのいずれか
の状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害により、その被
保険者が宿泊・移動費用を負担することによって被る損害に対しては、
宿泊・移動費用保険金を支払いません。
①　法令に定められた運転資格を持たない状態
②　道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
③　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態

第５条（重複契約の取扱い）

⑴　宿泊・移動費用保険金に関して、他の保険契約等（注）がある場合
において、次の②の額が損害額を超えるときは、当会社は、宿泊費用
および移動費用のそれぞれ各別に、次の算式により保険金の額を決定

 5 - 16
 5 - 17
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します。ただし、被保険者が被った損害に対して他の保険契約等（注）
により優先して保険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、
損害額が他の保険契約等（注）によって支払われる保険金または共済
金の額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保
険金を支払います。

損害額 ×

① 　他の保険契約等（注）がないものとして算出した
当会社の支払うべき保険金の額

 
② 　それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき保険金または共済金の額の合計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑴の①の額を支払保険金の額とし、他の保険契
約等（注）に優先して保険金を支払います。
（注）他の保険契約等
　　　第２条（この特約による支払責任）と支払責任の発生要件を同

じくする他の保険契約または共済契約をいいます。

第６条（保険金の請求）

　　当会社に対する保険金請求権は、被保険者が宿泊・移動費用を負担し
た時から発生し、これを行使することができるものとします。

第７条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

5-18  休車費用特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項の適用があり、か
つ、契約自動車の用途および車種が、営業用軽四輪貨物車、営業用小型
貨物車、営業用普通貨物車（最大積載量２トン以下）、営業用普通貨物
車（最大積載量２トン超）または営業用三輪自動車である場合で、保険
証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。

第２条（この特約による支払責任－休車費用保険金）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項および一般条項
（付帯された他の特約を含みます。以下同様とします。）に従い保険金
を支払う場合は、次条に定める金額を休車費用保険金として被保険者
（契約自動車の所有者をいいます。以下同様とします。）に支払います。
⑵　⑴の規定にかかわらず、当会社が、普通保険約款車両条項に従い保
険金を支払う場合であっても、記名被保険者が契約自動車の損傷を修
理せず、かつ、契約自動車の代替として自動車を新たに取得しないと
きは、休車費用保険金を支払いません。

⑶　⑴の所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいい
ます。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
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第３条（支払保険金の計算）

⑴　１回の事故につき当会社の支払う休車費用保険金の額は、⑵に定め
る支払対象日数に保険証券記載の支払日額を乗じた額とします。

⑵　⑴の「支払対象日数」は、次の①または②のいずれかに定める日数
とします。ただし、45日を限度とします。
①　当会社が普通保険約款車両条項および一般条項に従い、全損とし
て保険金を支払う場合は、次のア．またはイ．のいずれかの日数
ア．記名被保険者が契約自動車の代替として自動車を新たに取得し
た場合は、事故日からその日を含めて契約自動車の代替として自
動車を新たに取得した日までの日数

イ．記名被保険者が契約自動車の代替として自動車を新たに取得し
ない場合で、かつ、契約自動車の損傷を修理（注１）したときは
修理費（普通保険約款車両条項第６条（修理費）の修理費をいい
ます。以下同様とします。）にもとづく、別表に定める支払対象
日数

②　①以外の場合は、次のア．またはイ．のいずれかの日数
ア．記名被保険者が契約自動車の損傷を修理（注１）した場合は、
修理費にもとづく、別表に定める支払対象日数

イ．記名被保険者が契約自動車の損傷を修理（注１）をしない場合
で、かつ、契約自動車の代替として自動車を新たに取得したとき
は、事故日からその日を含めて契約自動車の代替として自動車を
新たに取得した日までの日数または契約自動車の損傷を修理（注
１）するための修理費にもとづく、別表に定める支払対象日数の
いずれか短い日数

⑶　当会社は、⑴および⑵の規定によって支払うべき休車費用保険金と
普通保険約款車両条項第８条（支払保険金の計算）⑴または車両価額
協定特約第５条（支払保険金の計算）に定める保険金の合計額が保険
証券記載の保険金額を超える場合であっても、休車費用保険金を支払
います。

⑷　他の保険契約等（注２）がある場合は、当会社は、次の算式により
休車費用保険金の額を決定します。ただし、他の保険契約等（注２）
により優先して休車費用保険金または共済金が支払われる場合には、
当会社は、次の②の額が他の保険契約等（注２）により支払われる休
車費用保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり、そ
の超過額に対してのみ休車費用保険金を支払います。

① 　それぞれの保険契約
または共済契約につい
て、他の保険契約また
は共済契約がないもの
として算出した支払う
べき休車費用保険金ま
たは共済金のうち最も
高い額

×

② 　他の保険契約等（注２）がない
ものとして算出した当会社の支払
うべき休車費用保険金の額 

 
③ 　それぞれの保険契約または共済
契約について、他の保険契約また
は共済契約がないものとして算出
した支払うべき休車費用保険金ま
たは共済金の額の合計額

⑸　⑷の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、当会社は、他の保険契約等（注２）に優先して
休車費用保険金を支払います。
（注１）修理
　　　　契約自動車を事故発生直前の状態に復旧するための修理をい

います。
（注２）他の保険契約等
　　　　前条と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または
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共済契約をいいます。

第４条（保険金の請求）

　　当会社に対する休車費用保険金の請求権は、普通保険約款一般条項第
20条（保険金の請求）⑴の③の規定にかかわらず、前条の規定によって
当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し、これを行使
することができるものとします。

第５条（代　位）

　　普通保険約款一般条項第23条（代位）の規定にかかわらず、当会社が
この特約に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者が休車費用
について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しませ
ん。

第６条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
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＜別　表＞

修理工賃額（注） 支払対象
日　　数 修理工賃額（注） 支払対象

日　　数

～76,000円以下 ０日 912,000円超～　950,000円以下 23日

76,000円超～　114,000円以下 １日 950,000円超～　988,000円以下 24日

114,000円超～　152,000円以下 ２日 988,000円超～1,026,000円以下 25日

152,000円超～　190,000円以下 ３日 1,026,000円超～1,064,000円以下 26日

190,000円超～　228,000円以下 ４日 1,064,000円超～1,102,000円以下 27日

228,000円超～　266,000円以下 ５日 1,102,000円超～1,140,000円以下 28日

266,000円超～　304,000円以下 ６日 1,140,000円超～1,178,000円以下 29日

304,000円超～　342,000円以下 ７日 1,178,000円超～1,216,000円以下 30日

342,000円超～　380,000円以下 ８日 1,216,000円超～1,254,000円以下 31日

380,000円超～　418,000円以下 ９日 1,254,000円超～1,292,000円以下 32日

418,000円超～　456,000円以下 10日 1,292,000円超～1,330,000円以下 33日

456,000円超～　494,000円以下 11日 1,330,000円超～1,368,000円以下 34日

494,000円超～　532,000円以下 12日 1,368,000円超～1,406,000円以下 35日

532,000円超～　570,000円以下 13日 1,406,000円超～1,444,000円以下 36日

570,000円超～　608,000円以下 14日 1,444,000円超～1,482,000円以下 37日

608,000円超～　646,000円以下 15日 1,482,000円超～1,520,000円以下 38日

646,000円超～　684,000円以下 16日 1,520,000円超～1,558,000円以下 39日

684,000円超～　722,000円以下 17日 1,558,000円超～1,596,000円以下 40日

722,000円超～　760,000円以下 18日 1,596,000円超～1,634,000円以下 41日

760,000円超～　798,000円以下 19日 1,634,000円超～1,672,000円以下 42日

798,000円超～　836,000円以下 20日 1,672,000円超～1,710,000円以下 43日

836,000円超～　874,000円以下 21日 1,710,000円超～1,748,000円以下 44日

874,000円超～　912,000円以下 22日 1,748,000円超 45日

（注）修理工賃額
　　　普通保険約款車両条項第６条（修理費）の修理費のうち契約自動車

の復旧のために使用される部品にかかる費用を除いた金額をいいま
す。

その他の補償などに関わる特約

6-1  等級プロテクト特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしており、
かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
①　契約自動車の用途および車種が自家用８車種であること。
②　記名被保険者が個人であること。
③　保険証券にノンフリート契約である旨記載されていること。
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第２条（ノンフリート等級のすえおき）

⑴　当会社は、この特約により、保険期間中最初に発生した保険事故（注
１）にかぎり、当会社と締結される次契約に適用するノンフリート等
級を決定するうえで等級すえおき事故として取り扱います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、保険事故（注１）が当会社の定める等級す
えおき事故（注２）またはノーカウント事故（注３）の場合は、保険
期間中最初に発生した保険事故（注１）とはしません。
（注１）保険事故
　　　　この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約に従

い保険金を支払う事故をいいます。
（注２）等級すえおき事故
　　　　本特約により、等級すえおき事故とみなした場合を除きます。
（注３）等級すえおき事故（注２）またはノーカウント事故
　　　　これらの事故の組み合わせによる場合も含みます。

6-2  他車運転特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款賠償責任条項の適用があり、
かつ、契約自動車の用途および車種が、自家用８車種である場合で、次
の①または②のいずれかの条件を満たしているときに適用されます。
①　記名被保険者が個人であること。
②　記名被保険者が法人であり、かつ、個人被保険者（保険証券記載
の個人被保険者をいいます。以下同様とします。）が指定されてい
ること。

第２条（他の自動車の定義）

⑴　この特約において、他の自動車とは、その用途および車種が自家用
８車種であり、かつ、次の①または②のいずれかに該当するものをい
います。
①　記名被保険者が個人である場合は、次のア．およびイ．に定める
条件をいずれも満たす自動車
ア．記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
偶者の同居の親族が所有する自動車（注１）以外の自動車

イ．記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外の自動車

②　記名被保険者が法人である場合は、次のア．およびイ．に定める
条件をいずれも満たす自動車
ア．記名被保険者、個人被保険者、その配偶者または個人被保険者
もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車（注１）以外
の自動車

イ．記名被保険者、個人被保険者、その配偶者または個人被保険者
もしくはその配偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外
の自動車

⑵　⑴の適用において、次条⑴の⑤および第５条（この特約による支払
責任－自損傷害）⑤に定める者が自ら運転者として運転中（注２）の
他の自動車については、契約自動車が整備、修理、点検等のために整
備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として
記名被保険者が臨時に借用して使用する自動車（契約自動車の所有者
または記名被保険者の使用人が所有する自動車（注１）を除きます。）
にかぎります。
（注１）所有する自動車
　　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま

191



そ
の
他
の
補
償
な
ど
に
関
わ
る
特
約

す。
（注２）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。

第３条（この特約による支払責任－賠償責任）

⑴　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が自ら運転者
として運転中（注）の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動
車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項（付帯された
他の特約を含みます。）を適用します。ただし、この場合における被
保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者にかぎります。
①　記名被保険者（記名被保険者が法人である場合は個人被保険者と
します。以下同様とします。）

②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　記名被保険者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人

⑵　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当
会社の支払責任－対人賠償）⑵の規定にかかわらず、他の自動車につ
いて生じた１回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責保険
等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等に
よって支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して
のみ保険金を支払います。
（注）運転中
　　　駐車または停車中を除きます。

第４条（車両損害についての特則）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項第11条（保険金を支払わない
場合－その３　対物賠償）の規定にかかわらず、次の①および②に定
める条件をいずれも満たす場合は、他の自動車について被保険者（注
１）が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
て、保険金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責任は、
他の自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任にかぎります。
①　この特約を適用する保険契約に普通保険約款車両条項が適用され
ていること。

②　被保険者（注１）が自ら運転者として運転中（注２）の他の自動
車を契約自動車とみなして普通保険約款車両条項および一般条項
（付帯された他の特約を含みます。）を適用した場合に当会社が保険
金を支払うべき損害がその運転中（注２）の他の自動車に生じてい
ること。

⑵　⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者（注１）が次の①から
③までのいずれかの状態で他の自動車を運転している場合にその運転
中（注２）の他の自動車に生じた損害に対して被保険者（注１）が法
律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保
険金を支払いません。
①　法令に定められた運転資格を持たない状態
②　道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
③　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態

（注１）被保険者
　　　　前条⑴のただし書に定める被保険者をいいます。
（注２）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。

第５条（この特約による支払責任－自損傷害）

　　この保険契約に自損事故傷害特約が適用されている場合には、当会社
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は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が自ら運転者として運転
中（注１）の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契
約の条件に従い、自損事故傷害特約（付帯された他の特約を含みます。）
を適用します。ただし、この場合における被保険者は、他の自動車の正
規の乗車装置またはその装置のある室内（注２）に搭乗中（注３）の次
の①から⑤までのいずれかに該当する者にかぎります。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　記名被保険者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人
（注１）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。
（注２）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注３）搭乗中
　　　　極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第６条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注１）が、他の自動車に適用されている場合は、
当会社は、普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）および
自損事故傷害特約第14条（重複契約の取扱い）の規定にかかわらず、
損害の額または当会社の支払うべき保険金の額が他の自動車に適用さ
れている他の保険契約等（注１）によって支払われる保険金または共
済金の額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ
保険金を支払います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等（注１）がある場合で、被
保険者（第３条（この特約による支払責任－賠償責任）⑴のただし書
または前条ただし書の被保険者をいいます。以下同様とします。）か
らの請求があり、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、他の保
険契約等（注１）に優先して損害または傷害に対して保険金を支払い
ます。

⑶　⑴および⑵の規定は、前３条の支払責任（注２）ごとに適用するも
のとします。
（注１）他の保険契約等
　　　　前３条の規定により当会社が保険金を支払うべき損害または

傷害の全部または一部に対して保険金または共済金を支払う他
の保険契約または共済契約をいいます。

（注２）前３条の支払責任
　　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）および前条に

おいて、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用－対人・対物
賠償共通）⑵に定める臨時費用ならびに自損事故傷害特約第２
条（この特約による支払責任）⑴に定める重度後遺障害保険金
および医療保険金は、これらを個別の支払責任とみなします。

第７条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項、一般条項および自損事故傷
害特約の規定による場合のほか、次の①から⑥までのいずれかに該当
するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対
しては、保険金を支払いません。
①　被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使
用者の所有する自動車（注１）を運転しているとき。

②　被保険者が役員（注２）となっている法人の所有する自動車（注
１）を運転しているとき。
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③　自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行
等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転している
とき。

④　被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。

⑤　被保険者が競技、曲技（注３）もしくは試験のために他の自動車
を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うこと
を目的とする場所において他の自動車を運転（注４）しているとき。

⑥　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）⑴の④または第５
条（この特約による支払責任－自損傷害）④に掲げる者が、自ら所
有する自動車（注１）または主として使用する自動車を、自ら運転
者として運転しているとき。

⑵　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）、第４条（車両損害
についての特則）または第５条（この特約による支払責任－自損傷害）
の規定により当会社が保険金を支払うべき損害または傷害の全部また
は一部に対して、この保険契約に適用されている他の特約等の規定に
より保険金支払対象となる場合には、当会社は、その損害または傷害
に対しては、この特約の規定による保険金を支払いません。

⑶　⑵の規定は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）、第４
条（車両損害についての特則）および第５条（この特約による支払責
任－自損傷害）の支払責任ごとに適用するものとします。
（注１）所有する自動車
　　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。

（注２）役員
　　　　理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい

います。
（注３）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注４）競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において

他の自動車を運転
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための他の自動車の

運転を除きます。

第８条（契約自動車の譲渡または返還の場合）

　　この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款一般条項第５条
（契約自動車の譲渡）⑵の規定は適用しません。

第９条（読み替え規定）

　　記名被保険者が法人である場合、この特約の適用にあたっては、普通
保険約款および付帯された他の特約中、「記名被保険者」とあるのは「個
人被保険者」と読み替えるものとします。

6-3  他車運転特約（二輪・原付）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が、二輪自動車または原動
機付自転車であり、かつ、次の①または②のいずれかの条件を満たして
いる場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適
用されます。
①　記名被保険者が個人であること。
②　記名被保険者が法人であり、かつ、個人被保険者（保険証券記載
の個人被保険者をいいます。以下同様とします。）が指定されてい
ること。
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第２条（他の自動車の定義）

⑴　この特約において、他の自動車とは、その用途および車種が二輪自
動車または原動機付自転車であり、かつ、次の①または②のいずれか
に該当するものをいいます。
①　記名被保険者が個人である場合は、次のア．およびイ．に定める
条件をいずれも満たす自動車
ア．記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
偶者の同居の親族が所有する自動車（注１）以外の自動車

イ．記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外の自動車

②　記名被保険者が法人である場合は、次のア．およびイ．に定める
条件をいずれも満たす自動車
ア．記名被保険者、個人被保険者、その配偶者または個人被保険者
もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車（注１）以外
の自動車

イ．記名被保険者、個人被保険者、その配偶者または個人被保険者
もしくはその配偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外
の自動車

⑵　⑴の適用において、次条⑴の⑤および第４条（この特約による支払
責任－自損傷害）⑤に定める者が自ら運転者として運転中（注２）の
他の自動車については、契約自動車が整備、修理、点検等のために整
備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として
記名被保険者が臨時に借用して使用する自動車（契約自動車の所有者
または記名被保険者の使用人が所有する自動車（注１）を除きます。）
にかぎります。
（注１）所有する自動車
　　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。

（注２）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。

第３条（この特約による支払責任－賠償責任）

⑴　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が自ら運転者
として運転中（注）の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動
車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項（付帯された
他の特約を含みます。）を適用します。ただし、この場合における被
保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者にかぎります。
①　記名被保険者（記名被保険者が法人である場合は個人被保険者と
します。以下同様とします。）

②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　記名被保険者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人

⑵　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当
会社の支払責任－対人賠償）⑵の規定にかかわらず、他の自動車につ
いて生じた１回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責保険
等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等に
よって支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対して
のみ保険金を支払います。
（注）運転中
　　　駐車または停車中を除きます。
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第４条（この特約による支払責任－自損傷害）

　　この保険契約に自損事故傷害特約が適用されている場合には、当会社
は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が自ら運転者として運転
中（注１）の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契
約の条件に従い、自損事故傷害特約（付帯された他の特約を含みます。）
を適用します。ただし、この場合における被保険者は、他の自動車の正
規の乗車装置（注２）に搭乗中（注３）の次の①から⑤までのいずれか
に該当する者にかぎります。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　記名被保険者の業務（家事を除きます。）に従事中の使用人
（注１）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。
（注２）正規の乗車装置
　　　　乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく

安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基
準」に定める乗車装置をいいます。

（注３）搭乗中
　　　　極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第５条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注１）が、他の自動車に適用されている場合は、
当会社は、普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）および
自損事故傷害特約第14条（重複契約の取扱い）の規定にかかわらず、
損害の額または当会社の支払うべき保険金の額が他の自動車に適用さ
れている他の保険契約等（注１）によって支払われる保険金または共
済金の額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ
保険金を支払います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等（注１）がある場合で、被
保険者（第３条（この特約による支払責任－賠償責任）⑴のただし書
または前条ただし書の被保険者をいいます。以下同様とします。）か
らの請求があり、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、他の保
険契約等（注１）に優先して損害または傷害に対して保険金を支払い
ます。

⑶　⑴および⑵の規定は、前２条の支払責任（注２）ごとに適用するも
のとします。
（注１）他の保険契約等
　　　　前２条の規定により当会社が保険金を支払うべき損害または

傷害の全部または一部に対して保険金または共済金を支払う他
の保険契約または共済契約をいいます。

（注２）前２条の支払責任
　　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）および前条に

おいて、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用－対人・対物
賠償共通）⑵に定める臨時費用ならびに自損事故傷害特約第２
条（この特約による支払責任）⑴に定める重度後遺障害保険金
および医療保険金は、これらを個別の支払責任とみなします。

第６条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項、一般条項および自損事故傷
害特約の規定による場合のほか、次の①から⑥までのいずれかに該当
するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対
しては、保険金を支払いません。
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①　被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使
用者の所有する自動車（注１）を運転しているとき。

②　被保険者が役員（注２）となっている法人の所有する自動車（注
１）を運転しているとき。

③　自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行
等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転している
とき。

④　被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。

⑤　被保険者が競技、曲技（注３）もしくは試験のために他の自動車
を運転しているとき、または、競技、曲技もしくは試験を行うこと
を目的とする場所において他の自動車を運転（注４）しているとき。

⑥　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）⑴の④または第４
条（この特約による支払責任－自損傷害）④に掲げる者が、自ら所
有する自動車（注１）または主として使用する自動車を、自ら運転
者として運転しているとき。

⑵　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）、第４条（この特約
による支払責任－自損傷害）または第８条（人身傷害補償条項の適用
に関する特則）の規定により当会社が保険金を支払うべき損害または
傷害の全部または一部に対して、この保険契約に適用されているファ
ミリーバイク特約（人身）、ファミリーバイク特約（自損）等の他の
特約の規定により保険金支払対象となる場合には、当会社は、その損
害または傷害に対しては、この特約の規定による保険金を支払いませ
ん。

⑶　⑵の規定は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）、第４
条（この特約による支払責任－自損傷害）の支払責任および第８条（人
身傷害補償条項の適用に関する特則）の特則ごとに適用するものとし
ます。
（注１）所有する自動車
　　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。

（注２）役員
　　　　理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい

います。
（注３）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注４）競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において

他の自動車を運転
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための他の自動車の

運転を除きます。

第７条（契約自動車の譲渡または返還の場合）

　　この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款一般条項第５条
（契約自動車の譲渡）⑵の規定は適用しません。

第８条（人身傷害補償条項の適用に関する特則）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害補償条項第１条（当
会社の支払責任）⑴の②のア．の規定は適用しません。

第９条（読み替え規定）

　　記名被保険者が法人である場合、この特約の適用にあたっては、普通
保険約款および付帯された他の特約中、「記名被保険者」とあるのは「個
人被保険者」と読み替えるものとします。
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6-4  臨時代替自動車特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

役員 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に普通保険約款賠償責任条項、人身傷害補
償条項または車両条項（普通保険約款賠償責任条項および人身傷害補償
条項のいずれも適用がない場合は、搭乗者傷害特約（部位・症状別定額
払）、搭乗者傷害特約（日額払）または搭乗者傷害特約（医療保険金なし）
（以下「搭乗者傷害特約」といいます。）があわせて適用されているとき
にかぎります。）の適用があり、かつ、次の①または②のいずれかに該
当するときに適用されます。
①　記名被保険者が法人であること。
②　記名被保険者が個人であり、かつ、契約自動車の用途および車種
が、自家用８車種、二輪自動車または原動機付自転車以外であるこ
と。

第２条（定　義）

⑴　この特約において、臨時代替自動車とは、契約自動車が整備、修理、
点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その
代替自動車として記名被保険者が臨時に借用して使用する自動車をい
います。ただし、契約自動車の所有者、記名被保険者または記名被保
険者の役員もしくは使用人が所有する自動車（注）を除きます。

⑵　⑴の規定は、契約自動車１台ごとに適用します。
⑶　この特約において、被代替自動車とは、契約自動車のうち、整備、
修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない自動
車をいいます。

⑷　この特約において、所有者とは、次の①から③までのいずれかに該
当する者をいいます。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
（注）所有する自動車
　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年

以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。

第３条（この特約による支払責任－賠償責任）

⑴　当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動
車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項（付帯された
他の特約を含みます。）を適用します。ただし、この場合における被
保険者は、記名被保険者ならびに記名被保険者の役員および使用人に
かぎります。

⑵　当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当
会社の支払責任－対人賠償）⑵の規定にかかわらず、臨時代替自動車
について生じた１回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責
保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険
等によって支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対
してのみ保険金を支払います。

 6 - 3
 6 - 4
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第４条（車両損害についての特則）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項第11条（保険金を支払わない
場合－その３　対物賠償）の規定にかかわらず、次の①および②に定
める条件をいずれも満たす場合は、臨時代替自動車について被保険者
（注１）が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、保険金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責
任は、その臨時代替自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に
かぎります。
①　この特約を適用する保険契約に普通保険約款車両条項が適用され
ていること。

②　被保険者（注１）が自ら運転者として運転中（注２）の臨時代替
自動車を被代替自動車とみなして普通保険約款車両条項および一般
条項（付帯された他の特約を含みます。）を適用した場合に当会社
が保険金を支払うべき損害がその臨時代替自動車に生じているこ
と。

⑵　⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者（注１）が次の①から
③までのいずれかの状態で臨時代替自動車を運転している場合にその
臨時代替自動車に生じた損害に対して被保険者（注１）が法律上の損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支
払いません。
①　法令に定められた運転資格を持たない状態
②　道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
③　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態

（注１）被保険者
　　　　前条⑴のただし書に定める被保険者をいいます。
（注２）運転中
　　　　駐車または停車中を除きます。

第５条（この特約による支払責任－人身傷害）

　　当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車
の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害補償条項（付帯された
他の特約を含みます。）を適用します。

第６条（この特約による支払責任－無保険車傷害）

　　この保険契約に無保険車傷害特約が適用されている場合には、当会社
は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契
約の条件に従い、無保険車傷害特約（付帯された他の特約を含みます。）
を適用します。

第７条（この特約による支払責任－自損傷害）

　　この保険契約に自損事故傷害特約が適用されている場合には、当会社
は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契
約の条件に従い、自損事故傷害特約（付帯された他の特約を含みます。）
を適用します。

第８条（この特約による支払責任－搭乗者傷害）

　　この保険契約に搭乗者傷害特約が適用されている場合には、当会社は、
臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の
条件に従い、搭乗者傷害特約（付帯された他の特約を含みます。）を適
用します。

第９条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注１）が臨時代替自動車に適用されている場合は、
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当会社は、普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）、無保
険車傷害特約第14条（重複契約の取扱い）および自損事故傷害特約第
14条（重複契約の取扱い）の規定にかかわらず、損害の額または当会
社の支払うべき保険金の額が臨時代替自動車に適用されている他の保
険契約等（注１）によって支払われる保険金または共済金の額の合計
額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払い
ます。

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者（注２）または保険金請求権者（注
３）からの請求があり、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、
他の保険契約等（注１）に優先して損害または傷害に対して保険金を
支払います。

⑶　⑴および⑵の規定は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）
から第７条（この特約による支払責任－自損傷害）までの支払責任（第
３条および第７条において、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用
－対人・対物賠償共通）⑵に定める臨時費用ならびに自損事故傷害特
約第２条（この特約による支払責任）⑴に定める重度後遺障害保険金
および医療保険金は、これらを個別の支払責任とみなします。以下同
様とします。）ごとに適用するものとします。
（注１）他の保険契約等
　　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）から第７条（こ

の特約による支払責任－自損傷害）までの規定により当会社が
保険金を支払うべき損害または傷害の全部または一部に対して
保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をい
います。

（注２）被保険者
　　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）⑴のただし書、

普通保険約款人身傷害補償条項第２条（被保険者）、無保険車
傷害特約第３条（被保険者）または自損事故傷害特約第３条（被
保険者）に定める被保険者をいいます。

（注３）保険金請求権者
　　　　普通保険約款人身傷害補償条項または無保険車傷害特約に定

める保険金請求権者をいいます。

第10条（他の特約等との関係）

⑴　他の特約等（注）の規定により保険金の支払対象となる場合には、
当会社は、その損害または傷害に対しては、この特約の規定による保
険金を優先して支払い、他の特約等（注）の規定による保険金を支払
いません。

⑵　⑴の規定は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）から第
８条（この特約による支払責任－搭乗者傷害）までの支払責任ごとに
適用するものとします。
（注）他の特約等
　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）から第８条（こ

の特約による支払責任－搭乗者傷害）までの規定により、当会社
が保険金を支払うべき損害または傷害の全部または一部に対し
て、この保険契約に適用されている他の特約等をいいます。

第11条（保険責任の始期および終期）

⑴　臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は、臨時代替自動車が記名
被保険者の直接の管理下に入った時に始まり、その管理下を離れた時
に終わります。

⑵　⑴の規定にかかわらず、保険期間の始期において既に記名被保険者
の管理下に入っている臨時代替自動車については、その始期をもって
当会社の保険責任は始まり、また記名被保険者が臨時代替自動車を管
理中であっても、保険期間の終期をもって当会社の保険責任は終わり
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ます。

6-5  ファミリーバイク特約（人身）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしており、
かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
①　この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項の適用があるこ
と。

②　契約自動車の用途および車種が、自家用８車種または二輪自動車
であること。

③　記名被保険者が個人であること。

第２条（被保険者）

　　この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第３条（被保険者－
対人・対物賠償共通）⑴または人身傷害補償条項第２条（被保険者）の
規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する者を被保険
者とします。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第３条（この特約による支払責任－賠償責任）

⑴　当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を
契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保
険約款賠償責任条項（付帯された他の特約を含みます。）を適用します。
この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金
額が５万円を超えるときには、その免責金額を５万円とみなします。

⑵　⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、
この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当会社の支払責
任－対人賠償）⑵の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について
生じた１回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責保険等に
よって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によっ
て支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ
保険金を支払います。

⑶　⑵の借用原動機付自転車とは、前条に規定する被保険者のいずれか
に該当する者が所有する原動機付自転車（注）以外のものをいいます。
ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が主として
使用する原動機付自転車を除きます。
（注）所有する原動機付自転車
　　　所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、お

よび１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自
転車を含みます。

第４条（この特約による支払責任－人身傷害）

　　当会社は、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中（注）の原動機付自転
車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通
保険約款人身傷害補償条項（付帯された他の特約を含みます。）を適用
します。
（注）搭乗中
　　　極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
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第５条（重複契約等の取扱い）

⑴　前２条の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または
一部に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契
約（以下「他の保険契約等」といいます。）がその原動機付自転車に
適用されている場合は、当会社は、普通保険約款一般条項第18条（重
複契約の取扱い）の規定にかかわらず、損害の額が、他の保険契約等
によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するとき
にかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等がある場合で、被保険者ま
たは保険金請求権者（注１）からの請求があり、かつ、当会社が承認
したときは、当会社は、他の保険契約等に優先して損害に対して保険
金を支払います。

⑶　前２条の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または
一部に対して、この保険契約に適用されている他の特約等（以下「他
の特約等」といいます。）の規定により保険金支払対象となる場合には、
当会社は、その損害に対しては、この特約の規定による保険金を優先
して支払い、他の特約等の規定による保険金を支払いません。

⑷　⑴から⑶までの規定は、前２条の支払責任（注２）ごとに適用する
ものとします。
（注１）保険金請求権者
　　　　普通保険約款人身傷害補償条項に定める保険金請求権者をい

います。
（注２）支払責任
　　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）において、普

通保険約款賠償責任条項第12条（費用－対人・対物賠償共通）
⑵に定める臨時費用は、これを個別の支払責任とみなします。

第６条（保険金を支払わない場合－その１　賠償責任・人身傷害共通）

　　当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款賠償責任条項、
人身傷害補償条項および一般条項の規定による場合のほか、次の①また
は②のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を
支払いません。
①　被保険者が競技、曲技（注１）または試験のために原動機付自転
車に搭乗中の事故

②　被保険者が競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所に
おいて原動機付自転車に搭乗中（注２）の事故

（注１）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注２）競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において原

動機付自転車に搭乗中
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転

車に搭乗している場合を除きます。

第７条（保険金を支払わない場合－その２　賠償責任）

　　当会社は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）の適用にあ
たっては、普通保険約款賠償責任条項および一般条項の規定による場合
のほか、次の①から④までのいずれかに該当する事故により生じた損害
に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者の所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険
者の業務（家事を除きます。以下同様とします。）のために、被保
険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人
が第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場
合を除きます。

②　被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（注）を、その使用
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者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただ
し、その使用者が第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する
場合を除きます。

③　第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付
自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等
原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理す
る原動機付自転車について生じた事故

④　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有す
る者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じ
た事故

（注）所有する原動機付自転車
　　　所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、お

よび１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自
転車を含みます。

第８条（契約自動車の譲渡または返還の場合）

　　この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款一般条項第５条
（契約自動車の譲渡）⑵の規定は適用しません。

第９条（運転者限定特約等の不適用）

　　この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約、運転者年齢
条件特約および他車運転特約の規定は適用しません。

6-6  ファミリーバイク特約（自損）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が、自家用８車種または二
輪自動車であり、かつ、記名被保険者が個人である場合で、保険証券に
この特約を適用する旨記載されているときに適用されます。

第２条（被保険者）

　　この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第３条（被保険者－
対人・対物賠償共通）⑴の規定にかかわらず、次の①から④までのいず
れかに該当する者を被保険者とします。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第３条（この特約による支払責任－賠償責任）

⑴　当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を
契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保
険約款賠償責任条項（付帯された他の特約を含みます。）を適用します。
この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金
額が５万円を超えるときには、その免責金額を５万円とみなします。

⑵　⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、
この特約により、普通保険約款賠償責任条項第１条（当会社の支払責
任－対人賠償）⑵の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について
生じた１回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責保険等に
よって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によっ
て支払われる金額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ
保険金を支払います。

⑶　この特約において、借用原動機付自転車とは、前条に規定する被保
険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車（注）以外の
ものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当
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する者が主として使用する原動機付自転車を除きます。
（注）所有する原動機付自転車
　　　所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、お

よび１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自
転車を含みます。

第４条（この特約による支払責任－自損傷害）

⑴　当会社は、被保険者が原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中
（注）に次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の
事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）
を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動
車損害賠償保障法第３条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合
は、この特約に従い、自損事故傷害保険金（死亡保険金、後遺障害保
険金、重度後遺障害保険金および医療保険金をいいます。以下同様と
します。）を支払います。
①　原動機付自転車の運行に起因する事故
②　原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝
突、火災、爆発または原動機付自転車の落下

⑵　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。

⑶　当会社は、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、
⑴の規定を適用しません。
①　⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車であること。
②　この保険契約に、普通保険約款人身傷害補償条項および他車運転
特約（二輪・原付）があわせて適用されており、かつ、同特約第８
条（人身傷害補償条項の適用に関する特則）の規定により普通保険
約款人身傷害補償条項の保険金が支払われること。

（注）搭乗中
　　　極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第５条（重複契約等の取扱い）

⑴　自損事故傷害保険金に関しては、前条の規定により当会社が自損事
故傷害保険金を支払うべき傷害の全部または一部に対して保険金また
は共済金を支払う他の保険契約または共済契約がある場合は、当会社
は、普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）⑷中、「賠償
責任条項第12条（費用－対人・対物賠償共通）⑵の臨時費用」および
「臨時費用」とあるのを、「自損事故傷害保険金」と読み替えて同条⑷
および同条⑸の規定を適用します。

⑵　⑴および普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）の規定
にかかわらず、前２条の規定により当会社が保険金または自損事故傷
害保険金を支払うべき損害または傷害の全部または一部に対して保険
金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約（以下「他の保
険契約等」といいます。）が、その原動機付自転車に適用されている
場合は、当会社は、損害の額または当会社の支払うべき自損事故傷害
保険金の額が、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済
金の額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保
険金または自損事故傷害保険金を支払います。

⑶　⑵の規定にかかわらず、他の保険契約等がある場合で、被保険者か
らの請求があり、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、他の保
険契約等に優先して損害または傷害に対して保険金または自損事故傷
害保険金を支払います。

⑷　前２条の規定により当会社が保険金または自損事故傷害保険金を支
払うべき損害または傷害の全部または一部に対して、この保険契約に
適用されている他の特約等（以下「他の特約等」といいます。）の規
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定により保険金支払対象となる場合には、当会社は、その損害または
傷害に対しては、この特約の規定による保険金または自損事故傷害保
険金を優先して支払い、他の特約等の規定による保険金を支払いませ
ん。

⑸　⑴から⑷までの規定は、前２条の支払責任（注）ごとに適用するも
のとします。
（注）前２条の支払責任
　　　第３条（この特約による支払責任－賠償責任）および前条にお

いて、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用－対人・対物賠償
共通）⑵に定める臨時費用ならびに前条⑴に定める重度後遺障害
保険金および医療保険金は、これらを個別の支払責任とみなしま
す。

第６条（保険金を支払わない場合－その１　賠償責任・自損傷害共通）

　　当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款賠償責任条項お
よび一般条項の規定による場合のほか、次の①または②のいずれかに該
当する事故により生じた損害または傷害に対しては、保険金または自損
事故傷害保険金を支払いません。
①　被保険者が競技、曲技（注１）または試験のために原動機付自転
車に搭乗中の事故

②　被保険者が競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所に
おいて原動機付自転車に搭乗中（注２）の事故

（注１）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注２）競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において原

動機付自転車に搭乗中
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転

車に搭乗している場合を除きます。

第７条（保険金を支払わない場合－その２　賠償責任）

　　当会社は、第３条（この特約による支払責任－賠償責任）の適用にお
いては、普通保険約款賠償責任条項および一般条項の規定による場合の
ほか、次の①から④までのいずれかに該当する事故により生じた損害に
対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険
者の業務（家事を除きます。以下この条において、同様とします。）
のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただ
し、その使用人が第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれ
かに該当する場合を除きます。

②　被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（注）を、その使用
者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただ
し、その使用者が第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する
場合を除きます。

③　第２条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付
自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等
原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理す
る原動機付自転車について生じた事故

④　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有す
る者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じ
た事故

（注）所有する原動機付自転車
　　　所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、お

よび１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自
転車を含みます。
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第８条（保険金を支払わない場合－その３　自損傷害）

⑴　当会社は、第４条（この特約による支払責任－自損傷害）の適用に
おいては、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
自損事故傷害保険金を支払いません。
①　被保険者の故意によって、その本人について生じた傷害
②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で原動機付自
転車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有す
る者の承諾を得ないで原動機付自転車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本
人について生じた傷害

⑵　傷害が自損事故傷害保険金を受け取るべき者の故意によって生じた
場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、自損事故
傷害保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注）に対しては、自損事故傷害保険金を支払い
ません。
（注）創傷感染症
　　　丹

たん

毒
どく

、淋
りん

巴
ぱ

腺
せん

炎
えん

、敗
はい

血
けつ

症
しょう

、破
は

傷
しょう

風
ふう

等をいいます。

第９条（保険金を支払わない場合－その４　自損傷害）

⑴　当会社は、第４条（この特約による支払責任－自損傷害）の適用に
おいては、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じ
た傷害に対しては、自損事故傷害保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑵　当会社は、次の①から⑧までのいずれかの業を営む者（注４）が原
動機付自転車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害
に対しては、自損事故傷害保険金を支払いません。
①　自動車修理業
②　駐車場業
③　給油業
④　洗車業
⑤　自動車販売業
⑥　陸送業
⑦　運転代行業
⑧　①から⑦まで以外の、自動車を取り扱う業
（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
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　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。
（注４）次の①から⑧までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は

その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。

第10条（死亡保険金－自損傷害）

⑴　当会社は、被保険者が第４条（この特約による支払責任－自損傷害）
の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円を
死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第11条（後遺障害保険金－自損傷害）

⑴　当会社は、被保険者が第４条（この特約による支払責任－自損傷害）
の傷害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表Ⅰの定めに
よる後遺障害が生じた場合は、次の①から③までに定める金額を後遺
障害保険金として被保険者に支払います。

区　　　　　　分 後遺障害保険金の額

①　普通保険約款別表Ⅰの表１の第１
級に掲げる後遺障害が生じた場合
（これらのいずれにも該当する場合
を含みます。）

1,800万円

②　普通保険約款別表Ⅰの表１の第２
級に掲げる後遺障害が生じた場合
（これらのいずれにも該当する場合
を含みます。）

1,300万円

③　上記①および②以外の場合 普通保険約款別表Ⅰの表２
に従い決定した後遺障害の
各等級に対応するこの特約
の別表の金額

⑵　⑴の規定にかかわらず、同一事故により、２種以上の後遺障害が生
じた場合で、次の①の額が次の②の額に達しないときは、当会社は、
次の①の額を後遺障害保険金として支払います。
①　それぞれの後遺障害に該当する等級に対応するこの特約の別表の
金額の合計額

②　普通保険約款別表Ⅰの表２の注７の③に従い決定した後遺障害の
等級に対応するこの特約の別表の金額

⑶　既に後遺障害のある被保険者が第４条（この特約による支払責任－
自損傷害）の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害
の程度を加重した場合は、次の算式により算出された金額を後遺障害
保険金として支払います。

普通保険約款別表Ⅰに掲げる加重
後の後遺障害に該当する等級に対
応するこの特約の別表の金額

－
既にあった後遺障害に該当
する等級に対応するこの特
約の別表の金額

⑷　この特約において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機
能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。
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第12条（重度後遺障害保険金－自損傷害）

　　当会社は、被保険者が第４条（この特約による支払責任－自損傷害）
の傷害を被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件を
いずれも満たしている場合は、200万円を重度後遺障害保険金として被
保険者に支払います。
①　普通保険約款別表Ⅰに従い決定した後遺障害の等級が第１級もし
くは第２級である後遺障害または同表第３級⑶もしくは⑷に掲げる
後遺障害が生じること。

②　介護を必要とすると認められること。

第13条（医療保険金－自損傷害）

⑴　当会社は、被保険者が第４条（この特約による支払責任－自損傷害）
の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅
失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、次の①お
よび②の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
①　病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数
１日につき6,000円

②　病院または診療所に入院しない治療日数（注１）に対しては、そ
の治療日数１日につき4,000円

⑵　⑴の治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によっ
て、同条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を
受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法
附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付とし
てされたものとみなされる処置（注２）であるときには、その処置日
数を含みます。

⑶　被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を
固定するために医師の治療により次の①または②に該当するギプスを
常時装着したときは、その日数を⑴の治療日数に含めます。
①　長管骨（注３）骨折および脊柱の骨折によるギプス
②　長管骨（注３）に接続する三大関節部分の骨折で長管骨（注３）
部分を含めたギプス

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、当会社は、被保険者が平常の生
活または平常の業務に従事することができる程度になおった日の翌日
以降の治療日数に対しては、保険金を支払いません。

⑸　⑴の医療保険金の額は、１回の事故につき、被保険者１名ごとに
100万円を限度とします。

⑹　被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険
金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複
して医療保険金を支払いません。
（注１）入院しない治療日数
　　　　病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をい

い、医師による往診日数を含みます。
（注２）医療の給付としてされたものとみなされる処置
　　　　医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の

適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置
を含みます。

（注３）長管骨
　　　　上

じょう

腕
わん

骨
こつ

、橈
とう

骨
こつ

、尺
しゃっ

骨
こつ

、大
だい

腿
たい

骨
こつ

、脛
けい

骨
こつ

および腓
ひ

骨
こつ

をいいます。

第14条（支払保険金の競合－自損傷害）

　　当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同
一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金または重度後遺障害保険
金があるときは、1,500万円から既に支払った後遺障害保険金および重
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度後遺障害保険金の額を差し引いた残額がある場合にかぎり、その残額
を支払います。

第15条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等－自損傷害）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第４条（この特約による支
払責任－自損傷害）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影
響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
①　被保険者が第４条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障
害または疾病の影響

②　被保険者が第４条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
係なく発生した傷害または疾病の影響

⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第４条（こ
の特約による支払責任－自損傷害）の傷害が重大となった場合も、⑴
と同様の方法で支払います。

第16条（当会社の責任限度額等－自損傷害）

⑴　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保
険金の額は、第10条（死亡保険金－自損傷害）および第14条（支払保
険金の競合－自損傷害）の規定による額とし、かつ、1,500万円を限
度とします。

⑵　１回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき後遺障
害保険金の額は、第11条（後遺障害保険金－自損傷害）および前条の
規定による額とし、かつ、1,800万円を限度とします。

⑶　当会社は、⑴に定める死亡保険金のほか、１回の事故につき、被保
険者１名に対し第13条（医療保険金－自損傷害）および前条の規定に
よる医療保険金を支払います。

⑷　当会社は、⑵に定める後遺障害保険金のほか、１回の事故につき、
被保険者１名に対し第12条（重度後遺障害保険金－自損傷害）および
前条の規定による重度後遺障害保険金ならびに第13条（医療保険金－
自損傷害）および前条の規定による医療保険金を支払います。

第17条（保険金の請求－自損傷害）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、こ
れを行使することができるものとします。

区　　分 保険金請求権発生の時

①　死亡保険金 被保険者が死亡した時

②　後遺障害保険
金および重度後
遺障害保険金

被保険者に後遺障害が生じた時

③　医療保険金 次のア．またはイ．のいずれか早い時
ア．被保険者が平常の生活もしくは平常の業
務に従事することができる程度になおった
時
イ．事故の発生の日からその日を含めて160
日を経過した時

⑵　被保険者（注１）が自損事故傷害保険金の支払を請求する場合は、
⑴に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または
当会社が書面で承認した猶予期間内に、保険証券に添えて次の①から
④までの書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただ
し、③の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある
場合は、その提出を省略することができます。
①　保険金の請求書
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②　損害の額または傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書（注２）
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

⑶　被保険者（注１）が⑵の書類に故意に事実と異なることを記載し、
またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当
会社は、自損事故傷害保険金を支払いません。

⑷　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規
定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類
をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被
保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請
求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の戸籍上
の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑸　⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。
（注１）被保険者
　　　　代理人を含みます。
（注２）交通事故証明書
　　　　人の死傷を伴う事故または原動機付自転車と他の自動車との

衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合にかぎりま
す。

第18条（代　位－自損傷害）

　　当会社が自損事故傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者ま
たはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償
請求権は、当会社に移転しません。

第19条（時　効－自損傷害）

　　保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時の翌日から起算して
２年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①　第17条（保険金の請求－自損傷害）⑵に定める手続が行われなかっ
た場合には、同条⑴に定める時

②　第17条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第20条（契約自動車の譲渡または返還の場合）

　　この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款一般条項第５条
（契約自動車の譲渡）⑵の規定は適用しません。

第21条（運転者限定特約等の不適用）

　　この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約、運転者年齢
条件特約および他車運転特約の規定は適用しません。

第22条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」および
同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」と
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あるのを「この特約」と読み替えるものとします。

＜別　表＞ 後遺障害等級表

等　　級 保険金支払額 等　　級 保険金支払額

第１級 1,500万円 第８級 470万円

第２級 1,295万円 第９級 365万円

第３級 1,110万円 第10級 280万円

第４級   960万円 第11級 210万円

第５級   825万円 第12級 145万円

第６級   700万円 第13級  95万円

第７級   585万円 第14級  50万円

6-7  車両積載動産特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、次の①または②のいずれかの事由によって契約自動車に
損害が生じた場合は、その事由の直接の結果として車両積載動産に生
じた損害に対して、この特約に従い、被保険者（車両積載動産の所有
者をいいます。以下同様とします。）に保険金を支払います。ただし、
車両積載動産が盗難されたことによる損害については、①の事由の直
接の結果として生じた損害である場合にかぎります。
①　契約自動車の盗難（注）
②　①以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、
爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の
所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない
事故を除きます。

⑵　当会社は、⑴のほか、火災または爆発によって車両積載動産に生じ
た損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。

⑶　当会社は、この特約が被保険者の委任を受けないで付帯される場合
があることをあらかじめ承認します。この場合保険契約者はその旨を
当会社に告げることを要しません。
（注）契約自動車の盗難
　　　契約自動車の一部分のみの盗難を除きます。

第３条（車両積載動産の範囲）

⑴　この特約において、車両積載動産とは、契約自動車の車室内、荷室
内、荷台もしくはトランクに収容、またはキャリア（注１）に固定さ
れた動産をいいます。

⑵　⑴の車両積載動産には次の①から⑨までに該当する物を含みませ
ん。
①　自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）なら
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びに自動車に定着、固定または装備されている物であって、通常、
自動車の付属品とみなされる物、自動車の燃料およびコンテナー

②　法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止され
ている物

③　付属機械装置（注２）
④　テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録
媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるも
の

⑤　通貨、手形その他の有価証券、印紙、切手
⑥　稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、
帳簿、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物

⑦　動物
⑧　法令の規定、公序良俗に違反する動産
⑨　その他保険証券記載の物
（注１）キャリア
　　　　自動車の屋根またはトランク上に設置された小型、少量の荷

物を積載・運搬するための装置をいいます。
（注２）付属機械装置
　　　　医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査

証記載の用途が特種用途である自動車に定着、固定または装備
されている精密機械装置をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生
じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　次のア．からオ．までのいずれかに該当する者の故意
ア．保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これら
の者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関）

イ．契約自動車の所有者、所有権留保条項付売買契約に基づく契約
自動車の買主、または１年以上を期間とする貸借契約に基づく契
約自動車の借主（これらの者が法人である場合は、その理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関）

ウ．上記ア．およびイ．に定める者の法定代理人
エ．上記ア．およびイ．に定める者の業務に従事中の使用人
オ．上記ア．およびイ．に定める者の父母、配偶者または子。ただ
し、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させ
る目的であった場合にかぎります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きま
す。

⑧　紛失
⑨　詐欺または横領
⑩　預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みま
す。）、クレジットカード、ローンカードその他これらに準ずる物の
盗難
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⑪　法令で定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限
の違反

⑫　車両積載動産の積載方法が車両積載動産を安全に積載するのに適
していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれら
の者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、
知らなかったことについて重大な過失がなかった場合を除きます。

⑵　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、
保険金を支払いません。
①　車両積載動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然
の消耗

②　故障損害（注４）
③　車両積載動産の機能に支障をきたさないすり傷、掻き傷もしくは
塗料のはがれ等の外観上の損傷または汚損（落書を含みます。）

④　楽器の音色または音質の変化
⑤　風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混
入により生じた損害

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。
（注４）故障損害
　　　　偶然な外来の事故に直接起因しない車両積載動産の電気的損

害または機械的損害をいいます。

第５条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令により定
められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、道路交
通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転してい
る場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響によ
り正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している
場合に車両積載動産について生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの
者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行
するその他の機関）

②　契約自動車の所有者、所有権留保条項付売買契約に基づく契約自
動車の買主または１年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動
車の借主（これらの者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関）

③　①および②に定める者の法定代理人
④　①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤　①および②に定める者の父母、配偶者または子

第６条（個別適用）

　　前２条の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第７条（損害額の決定）

⑴　当会社が保険金を支払うべき損害の額は、その損害が生じた地およ
び時における損害を生じた車両積載動産の価額（以下「保険価額」と
いいます。）によって定めます。

⑵　車両積載動産の損傷を修理することができる場合は、次の算式によ
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り算出された額を損害の額とします。

次条に定める修理費

＋ 第９条（費用）に定める費用

－
修理に際し部分品を交換したために損害を生じた車両積
載動産全体として価額の増加を生じた場合は、その増加
額

－ 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額

⑶　第９条（費用）に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負
担した場合は、その費用を損害の額とします。

⑷　損害を生じた車両積載動産が一組または一対のものからなる場合に
おいて、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた車
両積載動産全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。

第８条（修理費）

　　前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた
車両積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をい
います。この場合、損害を生じた車両積載動産の復旧に際して、当会社
が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費
が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補
修による修理費とします。

第９条（費　用）

　　第７条（損害額の決定）の費用とは、保険契約者または被保険者が支
出した次の①から④までの費用（注）をいいます。

区　　分 費　用　の　内　容

①　損害防止軽
減費用

普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）
①に規定する損害の防止または軽減のために必要ま
たは有益であった費用

②　権利保全行
使費用

同条項第14条⑥に規定する権利の保全または行使に
必要な手続をするために要した費用

③　盗難引取費
用

盗難にあった車両積載動産を引き取るために必要で
あった費用

④　共同海損分
担費用

船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に
対する車両積載動産の分担額

（注）費用
　　　収入の喪失を含みません。

第10条（支払保険金の計算）

⑴　１回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算
出された額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険
価額を超える場合は、保険価額を限度とします。

損害額（注１） － 回収金（注２）の額

⑵　被保険者が２名以上いる場合は、⑴に記載した当会社の支払う保険
金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被保険者別の
当会社の支払う保険金の額を決定します。
①　各被保険者別の損害額（注１）。ただし、回収金（注２）を差し
引いた残額とします。

②　上記①の合計額
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（注１）損害額
　　　　第７条（損害額の決定）に定める損害額をいいます。
（注２）回収金
　　　　損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために

既に回収されたものをいいます。

第11条（現物による支払）

　　当会社は、車両積載動産の損害の全部または一部に対して、修理また
は代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。

第12条（被害物についての当会社の権利）

⑴　当会社が損害を生じた車両積載動産に対して全損（注）として保険
金を支払った場合は、損害を生じた車両積載動産について被保険者が
持っているすべての権利を取得します。ただし、保険金額が損害を生
じた車両積載動産の保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金
額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。

⑵　⑴の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示
して保険金を支払ったときは、損害を生じた車両積載動産について被
保険者が持っている権利は当会社に移転しません。
（注）全損
　　　第７条（損害額の決定）⑴による損害額または第８条（修理費）

の修理費が、損害を生じた車両積載動産の保険価額以上となる場
合をいいます。

第13条（盗難事故における保険金請求の特例）

　　被保険者が車両積載動産の盗難事故による保険金の支払を請求する場
合は、普通保険約款一般条項第20条（保険金の請求）⑵に定める書類に
加え、警察署の盗難届出証明書を当会社に提出しなければなりません。

第14条（盗難車両積載動産の返還）

　　当会社が車両積載動産の盗難によって生じた損害に対して保険金を支
払った日の翌日から起算して60日以内に車両積載動産が発見された場合
は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返
還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に車両積載
動産に生じた損害に対して保険金を請求することができます。

第15条（盗難の際の調査）

⑴　車両積載動産について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関
する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家
族、使用人または監守人に対し必要な説明または証明を求めることが
できます。

⑵　保険契約者または被保険者は、当会社が⑴の調査をし、または説明
もしくは証明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。

⑶　保険契約者または被保険者が⑴の説明または証明に不正の表示をし
た場合もしくは知っている事実を告げない場合または正当な理由なく
⑵の協力を拒んだ場合は、当会社は、保険金を支払いません。

第16条（盗難車両積載動産発見後の通知義務）

　　保険契約者または被保険者は、盗難にあった車両積載動産を発見した
場合または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければな
りません。

第17条（保険金支払い前に盗難車両積載動産が回収された場合の措置）

　　盗難にあった車両積載動産について、当会社が損害に対して保険金を
支払う前にその車両積載動産が回収された場合は、その回収物について
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盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その車両積載動
産に破損または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。

第18条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）中「契
約自動車」を「車両積載動産」に、同条項第９条（保険契約の無効）中
「車両保険契約」ならびに同条項第18条（重複契約の取扱い）および同
条項第20条（保険金の請求）中「車両条項」を「車両積載動産特約」に、
同条項第23条（代位）中「車両損害」を「車両積載動産損害」にそれぞ
れ読み替えるものとします。

6-8  弁護士費用特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

賠償義務者 被保険者に対し、被害事故に関する法律上の損害賠償
責任を負担する者をいいます。

弁護士費用等 損害賠償に関する争訟について、弁護士、司法書士、
行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁をおこ
なう機関（申立人の申立に基づき和解のためのあっせ
んまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運
営する機関をいいます。）に対して支出した弁護士報
酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、
和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保
全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
をいいます。ただし、当会社の同意を得て支出した費
用にかぎり、法律相談に必要な費用を除きます。

法律相談 法律上の損害賠償請求に関する次の①から③までの行
為をいいます。
①　弁護士が行う、弁護士法第３条の「その他一般の
法律事務」に基づく法律相談
②　司法書士が行う、司法書士法第３条第１項第５号
および同項第７号に規定する相談
③　行政書士が行う、行政書士法第１条の３第３号に
規定する相談

保険金請求権者 被害を被った被保険者（被保険者が死亡した場合は、
その法定相続人とします。）をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、この特約により、日本国内において発生した偶然な事故
により、次の①から③までのいずれかに該当する被害が生じたこと（以
下「被害事故」といいます。）によって、保険金請求権者が賠償義務
者に対し被害事故にかかわる法律上の損害賠償請求を行う場合に、保
険金請求権者が弁護士費用等を負担することによって被る損害に対し
て、弁護士費用保険金を支払います。
①　賠償義務者が自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とし
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ます。）を所有、使用または管理することに起因する事故により、
次のア．またはイ．のいずれかに該当すること。
ア．被保険者の生命または身体が害されること。
イ．被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損、また
は汚損されること。

②　①のほか、被保険者が自動車に搭乗中に、次のア．またはイ．の
いずれかに該当すること。
ア．被保険者の生命または身体が害されること。
イ．被保険者が所有、使用または管理する財物（被保険者が搭乗中
の自動車に積載中の財物にかぎります。）が滅失、破損、または
汚損されること。

③　①および②のほか、契約自動車または契約自動車以外の被保険者
が所有する自動車（注１）が滅失、破損、または汚損されること。

⑵　当会社は、この特約により、保険金請求権者が被害事故にかかわる
法律相談を行う場合は、それによって支出した費用（注２）を負担す
ることによって被る損害に対して、法律相談費用保険金を支払います。

⑶　⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、被保険者または被保険
者の使用者の業務に使用される財物（注３）について生じた被害事故
に対しては、保険金を支払いません。

⑷　当会社は⑴および⑵に規定する費用のうち普通保険約款賠償責任条
項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険
金を支払いません。

⑸　この特約において、当会社は、同一の原因から生じた一連の被害は、
一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生
したものとみなします。

⑹　当会社は、被害事故が保険期間中に生じた場合にかぎり、保険金を
支払います。
（注１）所有する自動車
　　　　所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。

（注２）支出した費用
　　　　当会社の同意を得て支出した費用にかぎります。
（注３）業務に使用される財物
　　　　契約自動車を除き、契約自動車以外の自動車を含みます。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において被保険者とは、次の①から⑥までのいずれかに該
当する者をいいます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　①から④まで以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはそ
の装置のある室内（注１）に搭乗中の者

⑥　①から⑤まで以外の者で、契約自動車の所有者。ただし、契約自
動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に
かぎります。

⑵　⑴の⑥の契約自動車の所有者とは、次の①から③までのいずれかに
該当する者をいいます。
①　契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　契約自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
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⑶　⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗
中の者は被保険者に含みません。

⑷　⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までのいずれかの業を営む者
（注２）が業務として自動車を受託している場合は、これらの者は被
保険者に含みません。
①　自動車修理業
②　駐車場業
③　給油業
④　洗車業
⑤　自動車販売業
⑥　陸送業
⑦　運転代行業
⑧　①から⑦まで以外の、自動車を取り扱う業
（注１）室内
　　　　隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除き

ます。
（注２）次の①から⑧までのいずれかの業を営む者
　　　　これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はそ

の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含
みます。

第４条（個別適用）

　　この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第５条（保険金を支払わない場合－その１）

　　当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって被害
事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　台風、洪水または高潮
④　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第６条（保険金を支払わない場合－その２）

　　当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する被害事故が発生し
た場合は、保険金を支払いません。
①　被保険者の故意によって発生した被害事故
②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で自動車を運
転している場合に発生した被害事故
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
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な運転ができないおそれがある状態
③　被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承
諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した
被害事故

⑤　被保険者が契約自動車以外の自動車に競技、曲技（注１）もしく
は試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験を行うこ
とを目的とする場所において搭乗中（注２）に発生した被害事故

⑥　第３条（被保険者）⑴の⑤に規定する被保険者が所有、使用また
は管理する財物のうち、契約自動車の車室内、荷室内、荷台もしく
はトランク内に収容されていない財物またはキャリア（注３）に固
定されていない財物について生じた被害事故

⑦　被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、
腐しょく、さびその他自然の消耗

⑧　被保険者が所有、使用または管理する財物の故障（注４）
（注１）競技、曲技
　　　　競技または曲技のための練習を含みます。
（注２）競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において

搭乗中
　　　　救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している

場合を除きます。
（注３）キャリア
　　　　自動車の屋根またはトランク上に設置された小型・少量の荷

物を積載・運搬するための装置をいいます。
（注４）故障
　　　　偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的

損害をいいます。

第７条（保険金を支払わない場合－その３）

⑴　当会社は、次の①または②のいずれかに該当する者が賠償義務者で
ある場合は、これらの者に対する損害賠償請求またはこれにかかわる
法律相談を保険金請求権者が行うことにより生じた費用に対しては、
保険金を支払いません。
①　第３条（被保険者）⑴の①から④までに規定する被保険者および
同条⑴の⑥に規定する被保険者

②　被保険者の父母、配偶者または子
⑵　当会社は、保険金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求または
これにかかわる法律相談を行う場合は、それにより生じた費用に対し
ては保険金を支払いません。

第８条（支払保険金の限度）

⑴　当会社が支払うべき弁護士費用保険金の額は、１回の被害事故につ
き、被保険者１名あたり300万円を限度とします。

⑵　当会社が支払うべき法律相談費用保険金の額は、１回の被害事故に
つき、被保険者１名あたり10万円を限度とします。

第９条（保険金請求権者の協力）

⑴　保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、被害事故に関する訴訟の
進捗状況等の必要な情報を当会社に提供しなければなりません。

⑵　保険金請求権者が、正当な事由がなくて⑴の規定に違反した場合は、
当会社は、その損害に対して保険金を支払いません。この場合におい
て、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することがで
きます。
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第10条（保険金の請求）

　　当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が弁護士費用等およ
び法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができる
ものとします。

第11条（保険金の削減）

⑴　保険金請求権者が弁護士費用保険金の支払を受けようとする場合に
おいて、被害事故にかかわる損害賠償請求と被害事故以外にかかわる
損害賠償請求を同時に行うときは、次の算式により算出された額を支
払います。

損害の額 ×
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額
 
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額およ
び被害事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の
額の合計額

⑵　保険金請求権者が法律相談費用保険金の支払を受けようとする場合
において、被害事故にかかわる法律相談と被害事故以外にかかわる法
律相談を同時に行うときは、次の算式により算出された額を支払いま
す。ただし、保険金請求権者が行った同一事故にかかわる法律相談が
１回である場合は、この規定は適用しません。

損害の額 ×
被害事故にかかわる法律相談に要した時間
 
被害事故にかかわる法律相談に要した時間および被
害事故以外にかかわる法律相談に要した時間の合計
時間

第12条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注）がある場合、次の②の額が損害の額を超える
ときは、当会社は、次の算式により支払保険金の額を決定します。た
だし、被保険者が被った損害に対して他の保険契約等（注）により優
先して保険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、損害額
が他の保険契約等（注）によって支払われる保険金または共済金の額
の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を
支払います。

損害額 ×

① 　他の保険契約等（注）がないものとして算出した
当会社の支払うべき保険金の額

 
② 　それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき保険金または共済金の額の合計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、被保険者の請求があり、かつ、当会社がこ
れを承認した場合は、⑴の①の額を支払保険金の額とし、他の保険契
約等（注）に優先して保険金を支払います。

⑶　⑴および⑵の規定は、第２条（この特約による支払責任）⑴の弁護
士費用等と同条⑵の法律相談費用とに区分して、それぞれ各別に適用
します。
（注）他の保険契約等
　　　第２条（この特約による支払責任）と支払責任の発生要件を同

じくする他の保険契約または共済契約をいいます。
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第13条（代位等）

⑴　保険金請求権者が他人に第２条（この特約による支払責任）の費用
の請求をすることができる場合には、当会社は、その損害に対して支
払った保険金の額の限度内で、かつ、保険金請求権者の権利を害さな
い範囲内で、保険金請求権者がその者に対して有する権利を取得しま
す。

⑵　保険金請求権者が第２条（この特約による支払責任）の費用の返還
または支払を受けた場合には、当会社に遅滞なく通知することとし、
当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度内で、かつ、
保険金請求権者の権利を害さない範囲内で、保険金請求権者に対して、
支払った保険金の返還を求めることができます。

第14条（運転者限定特約等の不適用）

　　この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約および運転者
年齢条件特約の規定は適用しません。

第15条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

6-9  個人賠償責任特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

住宅 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地
内の動産および不動産を含みます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、被保険者が日本国内において発生した次の①または②のい
ずれかに該当する事故（以下「個人賠償事故」といいます。）により、
他人の生命もしくは身体を害しまたはその財物を滅失、破損もしくは汚
損した場合において、法律上の損害賠償責任を負担することによって被
る損害（以下「損害」といいます。）に対して、この特約に従い、保険
金を支払います。
①　住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②　被保険者の日常生活（注）に起因する偶然な事故
（注）日常生活
　　　住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。

第３条（被保険者の範囲）

　　この特約において、被保険者とは次の①から④までのいずれかに該当
する者をいいます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第４条（当会社による援助）

　　被保険者が個人賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合に
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は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定
するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被
保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力ま
たは援助を行います。

第５条（当会社による解決）

⑴　次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社
が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用によ
り、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調
停もしくは訴訟の手続（弁護士の選任を含みます。）を行います。
①　被保険者が個人賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
②　当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の
支払の請求を受けた場合

⑵　⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について
当会社に協力しなければなりません。

⑶　当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、⑴の規
定は適用しません。
①　１回の個人賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠
償責任の総額がこの特約の保険金額を明らかに超える場合（注）ま
たは免責金額を明らかに下回る場合

②　損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない
場合

③　正当な理由がなくて被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
（注）保険金額を明らかに超える場合
　　　保険証券に免責金額の記載がある場合はその額との合計額を明

らかに超える場合をいいます。

第６条（損害賠償請求権者の直接請求権）

⑴　個人賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が
発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支
払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の
支払を請求することができます。

⑵　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠
償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、１
回の個人賠償事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支
払うべき保険金の額（同一事故につき既に支払った保険金または損害
賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額）を限度とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が
確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

②　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面に
よる合意が成立した場合

③　損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しな
いことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④　法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、
次のア．またはイ．のいずれかに該当する事由があった場合
ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

⑶　前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額
をいいます。

被保険者が損害賠償請求権者に対
して負担する法律上の損害賠償責
任の額

－
被保険者が損害賠償請求権
者に対して既に支払った損
害賠償金の額

 6 - 8
 6 - 9
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⑷　損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と
競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害
賠償額を支払います。

⑸　⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害
賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保
険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものと
みなします。

⑹　１回の個人賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償
責任の総額（同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害
賠償額がある場合は、その全額を含みます。）がこの特約の保険金額
を超えると認められる時（注）以後、損害賠償請求権者は⑴の規定に
よる請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわ
らず損害賠償額を支払いません。

⑺　次の①から③までのいずれかに該当する場合は、⑹の規定にかかわ
らず、１回の個人賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害
賠償責任の総額（同一事故につき既に当会社が支払った保険金または
損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。）が保険金額を超え
ると認められる時（注）以後も、損害賠償請求権者は⑴の規定による
請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請
求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の個人賠償
事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険
金の額（同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある
場合は、その全額を差し引いた額）を限度とします。
①　⑵の④に規定する事実があった場合
②　損害賠償請求権者が被保険者に対して、個人賠償事故にかかわる
損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその
法定相続人とも折衝することができないと認められる場合

③　当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権
者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合

（注）保険金額を超えると認められる時
　　　保険証券に免責金額の記載がある場合はその額との合計額を超

えると認められる時をいいます。

第７条（保険金を支払わない場合）

　　当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①か
ら⑯までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損
害に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者または保険契約者（保険契約者が法人である場合は、そ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意
によって生じた賠償責任

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）によって生じた賠償責任

③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用または
これらの特性に起因する事故によって生じた賠償責任

④　③以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた賠償責任
⑤　地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた賠償責
任

⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故によって生じた賠償責任

⑦　被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損または汚
損について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担す
る賠償責任

⑧　被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑨　被保険者の使用人（被保険者が家事使用人として使用する者を除
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きます。）が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害（障害に
起因する死亡を含みます。）によって生じた賠償責任

⑩　排水または排気（煙を含みます。）によって生じた賠償責任
⑪　被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合
において、その約定によって加重された賠償責任

⑫　被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑬　もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産（注４）
の所有、使用または管理に起因する賠償責任

⑭　被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑮　被保険者のまたは被保険者の指図による暴行・殴打に起因する賠
償責任

⑯　航空機、船舶・車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きま
す。）または銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用または管理に
起因する賠償責任

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。
（注４）不動産
　　　　住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合

は、その部分を含みます。

第８条（損害の範囲および支払保険金の計算）

⑴　当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①および②のとおり
とします。
①　被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金（注）
②　被保険者が支出した次のア．からオ．までの費用

区　　分 費　用　の　内　容

ア．権利保全行
使費用

次条③に規定する権利の保全または行使に必要
な手続をするために要した費用

イ．損害防止軽
減費用

次条④に規定する損害の防止または軽減のため
に支出した必要または有益であった費用

ウ．緊急措置費
用

保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生し
た場合において、損害の防止または軽減のため
に必要または有益と認められる手段を講じた後
に賠償責任がないことが判明したときは、その
手段を講じたことによって要した費用のうち、
応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急
措置のために要した費用、およびあらかじめ当
会社の書面による同意を得て支出した費用

エ．示談交渉費
用

個人賠償事故に関して被保険者の行う折衝また
は示談について被保険者が当会社の同意を得て
支出した費用および第５条（当会社による解決）
⑵の規定により被保険者が当会社に協力するた
めに要した費用

 6 - 9
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オ．争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当
会社の書面による同意を得て支出した訴訟費
用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要
した費用またはその権利の保全もしくは行使に
必要な手続きをするために要した費用

⑵　当会社の責任は、１回の個人賠償事故ごとについて定めます。
⑶　１回の個人賠償事故につき、当会社が支払う保険金の額は、次の算
式により算出された額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を
限度とします。

⑴の①の損害賠償金（注）

＋ ⑴の②のア．からウ．までの費用

－ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額

⑷　当会社は、⑶に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
①　⑴の②のエ．およびオ．の費用
②　第５条（当会社による解決）⑴の規定に基づく訴訟または被保険
者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損
害金

（注）損害賠償金
　　　損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合

は、その価額を控除します。

第９条（事故発生時の義務等）

　　保険契約者または被保険者が事故または損害が発生したことを知った
場合に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契
約者または被保険者が正当な理由がなくてそれぞれの義務に違反した場
合の取扱いについては、次の①から⑤までに定めるとおりとします。

義　務 義務の内容 義務違反の場合の取扱い

①　事 故 発
生・内容通
知義務

個人賠償事故発生の日時、場所、
被害者の住所氏名、事故の状況
およびこれらの事項の証人とな
る者がある場合はその住所氏名
を、また損害賠償の請求を受け
たときはその内容を、遅滞なく
書面で当会社に通知すること。

保険金を支払いませ
ん。

②　訴訟通知
義務

損害賠償責任に関する訴訟を提
起する場合または提起された場
合は、ただちに書面により当会
社に通知すること。

③　権利保全
行使義務

他人から損害の賠償を受けるこ
とができる場合においては、そ
の権利の保全または行使につい
て必要な手続をすること。

防止軽減することが
できたと認められる
損害額を控除して、
支払保険金の額を決
定します。④　損害防止

軽減義務
損害を防止軽減するために必要
な一切の手段を講ずること。
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⑤　賠償責任
承認前確認
義務

損害賠償責任の全部または一部
を承認しようとする場合は、あ
らかじめ当会社の承認を得るこ
と。ただし、被害者に対する応
急手当または護送は、損害賠償
責任の承認とはみなしません。

当会社が損害賠償責
任がないと認めた部
分を控除して、支払
保険金の額を決定し
ます。

第10条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

　　第２条（この特約による支払責任）の損害に対して保険金を支払うべ
き他の保険契約があり、かつ、それぞれの保険契約について、他の保険
契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額の合計額が損害の
額を超過する場合は、当会社は、この特約により当会社の支払うべき保
険金の額の前記合計額に対する割合によって保険金を支払います。

第11条（保険金の請求）

⑴　被保険者（注）が、この特約によって保険金の支払を受けようとす
る場合は、損害が確定した日から30日以内または当会社が書面で承認
した猶予期間内に、保険金請求書、保険証券および次の①から④まで
の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①　当会社の定める事故状況報告書
②　示談書その他これに代わるべき書類
③　損害を証明する書類
④　保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証
明書。ただし、保険金の請求を第三者に委任する場合にかぎります。

⑵　当会社は、⑴の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑶　被保険者（注）が⑴および⑵の書類に故意に事実と異なることを表
示しもしくは事実を隠した場合、またはその書類もしくは証拠を偽造
しもしくは変造した場合、または⑵の義務に違反した場合は、当会社
は保険金を支払いません。

⑷　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑴の規
定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、次の①から③までのいずれかに該当する者のいずれかがその事情
を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得た
うえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請
求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の戸籍上
の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑸　⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。
（注）被保険者
　　　代理人を含みます。

第12条（損害賠償額の請求および支払）

⑴　損害賠償請求権者（注）が第６条（損害賠償請求権者の直接請求権）
の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①および②の
書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
①　損害賠償額の請求書
②　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

⑵　⑴の請求は、被害者ごとに損害賠償請求権者全員から委任を受けた
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代表者を経由して行なうものとします。
⑶　損害賠償請求権者（注）が⑴の書類に故意に事実と異なることを記
載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合に
は、当会社は、損害賠償額を支払いません。

⑷　当会社は、第６条（損害賠償請求権者の直接請求権）⑵または同条
⑺の①から③までのいずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者
（注）が⑴の手続をした日からその日を含めて30日以内に損害賠償額
を支払います。ただし、当会社がこの期間内に必要な調査を終えるこ
とができない場合は、これを終えた後、遅滞なく損害賠償額を支払い
ます。

⑸　損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、
かつ、⑴の規定により損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権
者の代理人がいないときは、次の①から③に該当する者がその事情を
示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たう
えで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することが
できます。
①　損害賠償請求権者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額
を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居また
は生計を共にする３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の戸
籍上の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑹　⑸の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求
に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額
の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
（注）損害賠償請求権者
　　　代理人を含みます。

第13条（損害賠償額請求権の行使期限）

　　第６条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、次
の①または②のいずれかに該当する場合には、これを行使することはで
きません。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が
確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立
した時の翌日から起算して２年を経過した場合

②　損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効に
よって消滅した場合

第14条（仮払金および供託金の貸付け等）

⑴　第４条（当会社による援助）および第５条（当会社による解決）⑴
の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合
には、当会社は、１回の個人賠償事故につき、保険証券記載の保険金
額（同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第６条（損害
賠償請求権者の直接請求権）の損害賠償額がある場合は、その全額を
差し引いた額）の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被
保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上
訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託
し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。

⑵　⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会
社のために供託金（利息を含みます。以下同様とします。）の取戻請
求権の上に質権を設定するものとします。

⑶　⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間において
は、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金を既に支払っ
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た保険金とみなして適用します。
①　第６条（損害賠償請求権者の直接請求権）⑵のただし書
②　第６条⑺のただし書
③　第８条（損害の範囲および支払保険金の計算）⑶のただし書

⑷　⑴の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金
の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金（利息を含みま
す。）が保険金として支払われたものとみなします。

⑸　第11条（保険金の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発
生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われた
ものとみなします。

第15条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」とある
のを「この特約」と読み替えるものとします。

6-10  受託貨物賠償責任特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

受託貨物 記名被保険者が運送することを引き受けた貨物自体を
いいます。

荷主 受託貨物の所有者をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に対物賠償保険契約の適用があり、かつ、
契約自動車の用途および車種が、営業用軽四輪貨物車、営業用小型貨物
車、営業用普通貨物車（最大積載量２トン以下）、営業用普通貨物車（最
大積載量２トン超）または営業用三輪自動車である場合で、保険証券に
この特約を適用する旨記載されているときに適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項第11条（保険金を支払わない
場合－その３　対物賠償）の規定にかかわらず、この特約により、受
託貨物に、契約自動車積載中の火災もしくは爆発または受託貨物積載
中の契約自動車の衝突、接触、墜落もしくは転覆によって生じた損傷
について、記名被保険者が⑵の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金を支払います。

⑵　普通保険約款賠償責任条項第２条（当会社の支払責任－対物賠償）
の規定にかかわらず、記名被保険者が負担する損害賠償責任とは次の
①および②の損害賠償責任をいいます。
①　荷主に対する記名被保険者の法律上および運送・寄託契約上の損
害賠償責任

②　記名被保険者が下請運送人の場合には、記名被保険者の元請運送
人に対する法律上および運送・寄託契約上の損害賠償責任または記
名被保険者の荷主に対する法律上の損害賠償責任

⑶　相次運送において損害発生の場所が不明の場合には、⑵に規定され
た損害賠償責任のうち記名被保険者の分担する割合についてのみ保険
金を支払います。

⑷　⑵および⑶に規定された損害賠償責任の額は次の①または②に従っ
て得られた額を基礎とし、かつ、その額を超えない額とします。
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①　仕切状・納品書がある受託貨物については、その状面価額（注）
②　①に定める書類がない受託貨物については荷受人への引渡日また
は引渡しのあるべかりし日の受託貨物の到着地における正品価額

（注）状面価額
　　　運送賃および諸掛りが含まれていない場合にはこれらを加算し

た額をいいます。

第３条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款賠償
責任条項および一般条項の規定による場合のほか、記名被保険者が次
の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対し
ては、保険金を支払いません。
①　保険契約者、記名被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれ
らの者の代理人（これらの者が法人である場合は、その理事、取締
役または法人の業務を執行するその他の機関）もしくは使用人の故
意

②　受託貨物の自然の消耗またはその性質もしくは欠陥によって生じ
た自然発火または自然爆発、むれ、かび、腐敗、変質、変色、さび、
蒸発、昇華その他類似の事由

③　荷造りの不完全
④　輸送方法または輸送に従事する者が出発（注１）の当時、受託貨
物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約
者、記名被保険者またはこれらの者の代理人（これらの者が法人で
ある場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関）もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知ら
なかったことについて重大な過失がなかった場合を除きます。

⑤　運送の遅延
⑥　検疫または公権力による処分
⑦　盗難または紛失
⑧　法令で定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限
の違反

⑨　契約自動車の不完全被覆
⑩　受託貨物が荷受人に引き渡された日から30日を経過した後に発見
された受託貨物の滅失、破損または汚損

⑵　当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する受託貨物に生じ
た損傷について記名被保険者が損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　通貨、手形その他の有価証券、印紙、切手
②　預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みま
す。）、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他
これらに準ずる物

③　貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
④　稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、
帳簿、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物

⑤　自動車（ブルドーザー・パワーショベル等土木建設用自動車、二
輪自動車、原動機付自転車、三輪自動車、農耕作業用自動車を含み
ます。）

⑥　動物
⑦　コンテナー自体
⑧　船舶（ヨット・モーターボートを含みます。）
⑨　テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録
媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるも
の

⑩　法令の規定、公序良俗に違反する貨物
⑶　当会社は、契約自動車の運転者が次の①から③までのいずれかの状
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態で契約自動車を運転している間に生じた受託貨物の損傷について、
記名被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
ては、保険金を支払いません。
①　法令に定められた運転資格を持たない状態
②　道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
③　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態

⑷　⑴の⑧、⑴の⑨および⑶の規定は、保険契約者、記名被保険者また
はこれらの者の代理人（これらの者が法人である場合は、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関）もしくは使用人が
いずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な
過失がなかったときは、適用しません。

⑸　当会社は、違約金、遅延賠償金および受託貨物の使用不能に起因す
る損害賠償金（注２）等の間接損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
（注１）出発
　　　　中間地からの出発および積込港ならびに寄航港からの発航を

含みます。
（注２）受託貨物の使用不能に起因する損害賠償金
　　　　得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。

第４条（支払保険金の計算）

⑴　普通保険約款賠償責任条項第14条（支払保険金の計算－対物賠償）
⑴の規定にかかわらず、１回の事故につき、当会社が支払うべき保険
金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険証券
記載のこの特約の保険金額をもって限度とします。

第２条（この特約による支払責任）⑵に定める損害賠償の額

＋ 同条項第12条（費用－対人・対物賠償共通）⑴の①から③ま
での費用

－
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を
支払ったことにより代位取得するものがある場合は、そ
の価額

－ 免責金額として７万円

⑵　保険事故によって損傷を被った受託貨物がさらに他の保険事故に
よって損傷を被った場合において、それぞれの損傷に対する保険金の
額の決定が困難であるときは、これら損傷はすべてこれら保険事故の
うちの最後のものによって生じたものとみなします。

第５条（個々の受託貨物に係る保険責任の始期と終期）

⑴　当会社の、個々の受託貨物に係る保険責任は、普通保険約款一般条
項第１条（保険責任の始期および終期）の規定に反しないかぎり、受
託貨物が運送のために契約自動車に積み込まれた時（積み込み中は除
きます。）に始まり、契約自動車による通常の運送過程（注）を経て、
荷受人もしくは他の運送人に引き渡す目的をもって、契約自動車から
の荷卸し作業が始まった時に終わります。

⑵　⑴の規定は、貨物１個ごとにこれを適用します。
（注）通常の運送過程
　　　慣習的に行われる輸送待ち、仕分、配送、積替、荷造りなどの

ために、契約自動車に積載されたままの仮置中を含みます。

第６条（当会社による解決等の不適用）

⑴　当会社は、この特約により、次の①から③までの規定を適用しませ
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ん。
①　普通保険約款賠償責任条項第７条（当会社による解決－対物賠償）
②　同条項第８条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）
③　同条項第15条（仮払金および供託金の貸付け等－対人・対物賠償
共通）

⑵　⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、記名被保険
者に代わって自己の費用で荷主または元受運送人による損害賠償請求
の解決に当たることができます。この場合、記名被保険者は、当会社
のすべての要求に協力しなければなりません。

⑶　記名被保険者が正当な理由がないのに⑵の要求に協力しない場合
は、当会社は、保険金を支払いません。

第７条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を適用します。

6-11  安全運転教育費用特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

安全運転教育 運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識
を深めさせるための教育であって、道路交通法第99条
に定める指定自動車教習所等の機関が行うものをいい
ます。

安全運転教育費
用

運転者の安全運転教育にかかる費用であって、安全運
転教育を行う機関に支払う費用をいい、交通費等付随
して生じる費用を含みません。

運転者 事故発生の時に契約自動車を運転していた者をいいま
す。

対人事故 普通保険約款賠償責任条項第１条（当会社の支払責任
－対人賠償）に定める対人事故をいいます。

対物事故 普通保険約款賠償責任条項第２条（当会社の支払責任
－対物賠償）に定める対物事故をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、契約自動車の用途および車種が自家用８車種であり、か
つ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されま
す。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、この特約により、次の①および②の条件をいずれも満たし
た場合に、普通保険約款賠償責任条項第12条（費用－対人・対物賠償共
通）に定める費用のほか、記名被保険者が負担した安全運転教育費用を
損害の一部とみなして、同条項および普通保険約款一般条項（付帯され
た他の特約を含みます。）を適用します。
①　対人事故または対物事故の発生により、普通保険約款賠償責任条
項の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すべきであると認めら
れること。

②　記名被保険者が、事故の再発防止のため、該当の事故発生の日の
翌日から起算して１年以内に、運転者に安全運転教育を受けさせる
こと。
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第３条（保険金の支払額）

⑴　当会社は、普通保険約款賠償責任条項第13条（支払保険金の計算－
対人賠償）および同条項第14条（支払保険金の計算－対物賠償）に定
める保険金のほか、安全運転教育費用を支払います。ただし、１回の
事故につき、１回の安全運転教育費用のみを対象とし、かつ、２万円
を限度とします。

⑵　⑴において、対人事故および対物事故が同時に発生した場合には、
それらの事故は１回の事故とします。

第４条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第18条（重複契約の取扱い）⑷
の規定中「賠償責任条項第12条（費用－対人・対物賠償共通）⑵の臨時
費用」および「臨時費用」ならびに同条項第20条（保険金の請求）⑶の
規定中「賠償責任条項第12条（費用－対人・対物賠償共通）⑵の臨時費
用」とあるのを「安全運転教育費用」と読み替えるものとします。

6-12  搭乗中の犯罪被害傷害特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、被保険者が、記名被保険者の業務（家事を除きます。以
下同様とします。）のために契約自動車に搭乗している間または記名
被保険者の業務の一環として一時的に契約自動車から離れている間
に、人の生命または身体を害することを意図した行為（以下「犯罪加
害行為」といいます。）を受けたこと（以下「事故」といいます。）に
より身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金（死亡保険
金および医療保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。

⑵　⑴の事故は、契約自動車を契約自動車の保管場所（注）以外におい
て使用中に発生し、かつ、保険契約者または被保険者がその事実を警
察官に届け出た場合にかぎります。

⑶　⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものを含みません。
（注）保管場所
　　　自動車の保管場所の確保等に関する法律第３条に定める車庫、

空地その他自動車を通常保管するための場所をいいます。

第３条（被保険者）

⑴　この特約において、被保険者とは、次の①から③までのいずれかに
該当する者をいいます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の使用人
③　記名被保険者が法人である場合はその理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関

⑵　⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に
搭乗中の者は被保険者に含みません。

第４条（個別適用）

　　この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
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第５条（保険金を支払わない場合－その１）

⑴　当会社は、被保険者に対する法令または正当な業務による行為に
よって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑵　当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為
を行った場合には、保険金を支払いません。
①　事故を教唆または幇助する行為
②　事故を容認する行為
③　過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等事故を誘発する行為
④　事故に関連する著しく不正な行為

⑶　当会社は、保険金を受け取るべき者が⑵の①から④までのいずれか
に該当する行為を行った場合には、その者の受け取るべき金額につい
ては、保険金を支払いません。

⑷　当会社は、犯罪加害行為を実行した者が、次の①から④までのいず
れかに該当する場合には、保険金を支払いません。
①　被保険者の配偶者
②　被保険者の直系血族
③　被保険者の３親等以内の親族
④　被保険者の同居の親族

⑸　当会社は、被保険者が一時的に契約自動車から離れている間に他の
自動車（注）に搭乗した場合は、他の自動車（注）に搭乗した時から
契約自動車に搭乗するまでの間に被保険者に生じた傷害に対しては保
険金を支払いません。
（注）他の自動車
　　　契約自動車以外の自動車（原動機付自転車を含みます。）をい

います。

第６条（保険金を支払わない場合－その２）

⑴　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、
保険金を支払いません。
①　被保険者の故意または極めて重大な過失（注１）によって生じた
傷害

②　被保険者が次のア．からウ．までのいずれかの状態で契約自動車
を運転している場合に生じた傷害
ア．法令に定められた運転資格を持たない状態
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常
な運転ができないおそれがある状態

③　被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで契約自動車を使用中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷
害

⑵　傷害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失（注
１）によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額に
ついては、保険金を支払いません。

⑶　当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に
起因する創傷感染症（注２）に対しては、保険金を支払いません。
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）創傷感染症
　　　　丹

たん

毒
どく

、淋
りん

巴
ぱ

腺
せん

炎
えん

、敗
はい

血
けつ

症
しょう

、破
は

傷
しょう

風
ふう

等をいいます。
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第７条（保険金を支払わない場合－その３）

　　当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注１）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注２）もしくは核燃料物質（注２）によって汚染さ
れた物（注３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

（注１）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注２）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注３）核燃料物質（注２）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第８条（死亡保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡した場合は、被保険者１名につき1,000万円を死亡保
険金として被保険者の法定相続人に支払います。

⑵　⑴の被保険者の法定相続人が２名以上である場合は、当会社は、法
定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払
います。

第９条（医療保険金）

⑴　当会社は、被保険者が第２条（この特約による支払責任）の傷害を
被り、その直接の結果として、医師の治療を要した場合は、１回の事
故につき、被保険者１名につき、10万円を医療保険金として被保険者
に支払います。ただし、医師の治療のために病院または診療所に入院
または通院した治療日数の合計が５日以上となった場合（注）にかぎ
ります。

⑵　被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、⑴に定める
治療日数の合計が５日以上となる前に、さらに医療保険金の支払を受
けられる傷害を被った場合、当会社は、それぞれの傷害について他の
傷害がないものとして⑴の規定を適用します。ただし、当会社は、重
複して医療保険金を支払いません。
（注）入院または通院した治療日数の合計が５日以上となった場合
　　　５日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含

めて180日以内の場合にかぎります。なお、治療日数には医師に
よる往診を含みます。

第10条（既に存在していた身体の障害または疾病の影響等）

⑴　次の①または②のいずれかの影響により第２条（この特約による支
払責任）の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する治療日数に基づいて前条の規定を適用します。
①　被保険者が第２条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障
害または疾病の影響

②　被保険者が第２条の傷害を被った後にその原因となった事故と関
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係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵　正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第２条（こ
の特約による支払責任）の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方
法で支払います。

第11条（保険金の請求）

⑴　当会社に対する保険金請求権は、次の①または②に定める時から、
それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
①　死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②　医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180
日以内の治療日数が５日となった時

⑵　被保険者（代理人を含みます。⑶において同様とします。）が保険
金の支払を請求する場合は、⑴に定める保険金請求権発生の時の翌日
から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に、
保険証券に添えて次の①から④までの書類または証拠を当会社に提出
しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書については、提
出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができ
ます。
①　保険金の請求書
②　傷害の程度を証明する書類
③　公の機関が発行する交通事故証明書
④　その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

⑶　被保険者が⑵の書類に故意に事実と異なることを記載し、またはそ
の書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、
保険金を支払いません。

⑷　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規
定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類
をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被
保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請
求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定す
る者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の戸籍上
の配偶者または②以外の３親等内の親族

⑸　⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。

第12条（代　位）

　　当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定
相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。

第13条（時　効）

　　保険金請求権は、次の時の翌日から起算して２年を経過した場合は、
時効によって消滅します。
①　第11条（保険金の請求）⑵に定める手続が行われなかった場合に
は、同条⑴に定める時

②　第11条⑵に定める手続が行われた場合には、当会社が同条⑵の書
類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時
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第14条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」ならび
に同条項第17条（当会社の指定する医師による診断）⑴中「人身傷害」
とあるのを「この特約」と読み替えるものとします。

6-13  積載中の売上金盗難特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

⑴　当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する者が、記名被保
険者の業務（家事を除きます。以下同様とします。）のために契約自
動車に搭乗している間または記名被保険者の業務の一環として一時的
に契約自動車から離れている間に、契約自動車に積載されまたはこれ
らの者が所持する売上金等が盗難にあったこと（以下「事故」といい
ます。）によって生じた損害（売上金等の損害にかぎります。以下同
様とします。）に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払
います。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の使用人
③　記名被保険者が法人である場合はその理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関

⑵　⑴の事故は、契約自動車を契約自動車の保管場所（注）以外におい
て使用中に発生し、かつ、保険契約者または被保険者がその事実を警
察官に届け出たものにかぎります。

⑶　⑴の積載とは、契約自動車の車室内、荷室内、荷台またはトランク
に収容された状態をいいます。
（注）保管場所
　　　自動車の保管場所の確保等に関する法律第３条に定める車庫、

空地その他自動車を通常保管するための場所をいいます。

第３条（被保険者）

　　この特約において被保険者とは、記名被保険者をいいます。

第４条（売上金等）

　　この特約において売上金等とは、記名被保険者の業務にかかわる通貨
および小切手をいいます。ただし、記名被保険者の使用人の通貨および
小切手を含みません。

第５条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生
じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　次のア．からエ．までのいずれかに該当する者の故意または極め
て重大な過失（注１）
ア．保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合はそ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

イ．上記ア．に定める者の法定代理人
ウ．上記ア．に定める者の業務に従事中の使用人
エ．上記ア．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険
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者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。
②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注２）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染さ
れた物（注４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きま
す。

⑧　紛失、詐欺または横領
⑵　当会社は、第２条（この特約による支払責任）⑴の①から③までの
いずれかに該当する者が一時的に契約自動車から離れている間に他の
自動車（注５）に搭乗した場合は、他の自動車（注５）に搭乗した時
から契約自動車に搭乗するまでの間に、その本人が所持する売上金等
に生じた損害に対しては保険金を支払いません。

⑶　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する者が法令により
定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、道
路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転
している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運
転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合はその
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

②　①に掲げる者の法定代理人
③　①に掲げる者の業務に従事中の使用人
④　①に掲げる者の父母、配偶者または子
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注３）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注４）核燃料物質（注３）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。
（注５）他の自動車
　　　　契約自動車以外の自動車（原動機付自転車を含みます。）を

いいます。

第６条（損害額の決定）

⑴　当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次の①または②のとおり
とします。
①　通貨については、通貨表示額
②　小切手については、券面金額

⑵　次の①または②に定める費用（注）を保険契約者または被保険者が
負担した場合は、その費用を⑴の額に含めます。
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区　　分 費　用　の　内　容

①　損害防止軽
減費用

一般条項第14条（事故発生時の義務）①に規定する
損害の防止または軽減のために必要または有益で
あった費用

②　権利保全行
使費用

同条項第14条⑥に規定する権利の保全または行使に
必要な手続をするために要した費用

（注）費用
　　　収入の喪失を含みません。

第７条（支払保険金の計算）

　　１回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、前条の損害額から、
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものを差し
引いた額とします。ただし、10万円を限度とします。

第８条（事故の通知）

⑴　保険契約者または被保険者は、盗難にあった売上金等が小切手であ
る場合は、普通保険約款一般条項第14条（事故発生時の義務）①から
⑨までの義務を履行するほか、事故の事実をその小切手の振出人（注）
および支払金融機関へ届け出なければなりません。

⑵　保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて⑴の規定に違反し
た場合は、当会社は、保険金を支払いません。
（注）小切手の振出人
　　　被保険者が振出人である場合を除きます。

第９条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および終期）
⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」とあるのを「こ
の特約」に、同条項第14条（事故発生時の義務）④中「契約自動車」を
「売上金等」に、同条項第９条（保険契約の無効）中「車両保険契約」
ならびに同条項第18条（重複契約の取扱い）および同条項第20条（保険
金の請求）中「車両条項」を「積載中の売上金盗難特約」に、同条項第
23条（代位）中「車両損害」を「売上金等の損害」にそれぞれ読み替え
るものとします。

6-14  個人情報対策費用特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

個人情報 生存する個人に関する情報であって、その情報に含ま
れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含みます。）のうち、被
保険者が管理すべきものをいいます。

積載 契約自動車の車室内、荷室内、荷台またはトランクに
収容された状態をいいます。

本人 事故によって漏えいまたはそのおそれが生じた個人情
報によって識別される特定の個人をいいます。

 6 - 13
 6 - 14
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第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（この特約による支払責任）

　　当会社は、契約自動車に積載中の財物が盗難されたこと（以下「事故」
といいます。）によって、その財物に記録または記載された個人情報の
漏えいまたはそのおそれが生じたことを被保険者が知った場合におい
て、第４条（個人情報対策費用）に規定する個人情報対策費用を負担す
ることによって被る損害に対して、この特約により、被保険者に保険金
を支払います。ただし、被保険者が個人情報の漏えいまたはそのおそれ
が生じたことを、次の①または②のいずれかにより客観的に明らかにし
た場合にかぎります。
①　新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体を通じて
会見、発表、広告等を行うこと。

②　本人に対する謝罪文を作成および送付すること。

第３条（被保険者）

　　この特約において被保険者とは、記名被保険者をいいます。

第４条（個人情報対策費用）

　　この特約において、個人情報対策費用とは、被保険者が負担する次の
①および②の費用をいいます。ただし、当会社が社会通念上妥当と認め
る費用にかぎります。
①　第２条（この特約による支払責任）①および同条②のために要す
る費用

②　本人に対する謝罪のための物品の購入に要する費用

第５条（保険金を支払わない場合）

⑴　当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生
じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　次のア．からエ．までのいずれかに該当する者の故意または極め
て重大な過失（注１）
ア．保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合は、
その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

イ．上記ア．に定める者の法定代理人
ウ．上記ア．に定める者の業務に従事中の使用人
エ．上記ア．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険
者に保険金を取得させる目的であった場合にかぎります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注２）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染さ
れた物（注４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きま
す。

⑧　紛失、詐欺または横領
⑵　当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する者が法令により
定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、道
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路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転
している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運
転している場合に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払い
ません。
①　保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合は、そ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

②　①に定める者の法定代理人
③　①に定める者の業務に従事中の使用人
④　①に定める者の父母、配偶者または子
（注１）極めて重大な過失
　　　　事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等

では説明のできない行為（不作為を含みます。）を伴うものを
いいます。

（注２）暴動
　　　　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注３）核燃料物質
　　　　使用済燃料を含みます。
（注４）核燃料物質（注３）によって汚染された物
　　　　原子核分裂生成物を含みます。

第６条（支払保険金の計算）

⑴　当会社が支払う保険金の額は、被保険者が負担した個人情報対策費
用の合計額とします。ただし、１回の事故につき100万円を限度とし
ます。

⑵　⑴の場合において、個人情報対策費用のうち、第三者が負担すべき
金額で被保険者のために既に回収されたもの（以下「回収金」といい
ます。）があるときは、当会社は、個人情報対策費用から回収金の額
を差し引きます。

第７条（重複契約の取扱い）

⑴　他の保険契約等（注）がある場合において、次の②の額が損害額を
超えるときは、当会社は、次の算式により保険金の額を決定します。
ただし、被保険者が被った損害に対して他の保険契約等（注）により
優先して保険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、損害
額が他の保険契約等（注）によって支払われる保険金または共済金の
額の合計額を超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金
を支払います。

損害額 ×

①　他の保険契約等（注）がないものとして算出した
当会社の支払うべき保険金の額

 
②　それぞれの保険契約または共済契約について、他
の保険契約または共済契約がないものとして算出し
た支払うべき保険金または共済金の額の合計額

⑵　⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等（注）がある場合で、被保
険者からの請求があり、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、
他の保険契約等（注）に優先して損害に対して保険金を支払います。
（注）他の保険契約等
　　　第２条（この特約による支払責任）と全部または一部に対して

支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

 6 - 14
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第８条（保険金の請求）

　　当会社に対する保険金の請求権は、個人情報対策費用を被保険者が負
担した時から発生し、これを行使することができるものとします。

第９条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および
終期）⑵中「賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項」とある
のを「この特約」と読み替えるものとします。

保険料のお支払いに関わる特約

7-1  保険料一括払特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金
融機関等をいいます。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座
振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日
をいいます。

Ⅰ　共通条項

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（保険料の払込方法）

⑴　保険契約者は、保険料を口座振替の方法により払い込むこととしま
す。この場合には、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条
件をいずれも満たさなければなりません。
①　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が
提携金融機関に設定されていること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされているこ
と。

⑵　払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振
替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合に
は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。

⑶　保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預
け入れておかなければなりません。

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定める
ところにより、保険料を口座振替以外の方法により払い込むことがで
きます。

第３条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第10条（解除）⑴の⑤中「次条⑴」
とあるのを「保険料一括払特約Ⅲ追加保険料払込条項第５条（訂正の申
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出等に関する特則）⑴」に読み替えるものとします。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第１条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日までに、
保険料（この保険契約に定められた保険料の総額をいいます。）を一
括して払い込まなければなりません。

⑵　⑴において、保険契約者がこの保険契約の保険料をⅠ共通条項第２
条（保険料の払込方法）⑴に定める口座振替の方法によって払い込む
場合で、かつ、保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠
り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求
が行われなかったことによる場合においては、保険料の払込期日の属
する月の翌月の応当日をその保険料の払込期日とみなしてこの特約の
規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保
険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第２条（保険料不払の場合の免責）

⑴　保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日
に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社はこの保険契
約の保険期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対して
は、保険金を支払いません。

⑵　保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保
険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金請求
権者（注）が、払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の
支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込
期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事
故に対する保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、払込期日以前であり、保険契約者が、保険料を払
込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認した
ときは、当会社は、保険料が払い込まれたものとしてその事故に対し
て保険金を支払います。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が払込期日に保険料の払込みを怠り、
かつ、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、
当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができま
す。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがな
い場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解
除は、この保険契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効
力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお

 6 - 14
 7 - 1
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いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第１条（追加保険料の払込み）

　　保険契約者は、異動承認書記載の払込期日までに、追加保険料（普通
保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・
通知事項等の承認等の場合）に定める追加保険料をいいます。以下同様
とします。）を一括して払い込まなければなりません。

第２条（追加保険料不払の場合の免責）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が払
込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保
険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生
じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動補償特約があわせて適
用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受領したときは、同特約
第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規定する取得日の翌日か
ら起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対しては、
この規定は適用しません。

⑵　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が払込期日の属す
る月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込み
を怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がな
かったものとして、普通保険約款（付帯された他の特約を含みます。）
に従い、保険金を支払います。ただし、この保険契約に運転者年齢条
件特約が適用されている場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転
免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したとき
は、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に
生じた事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しませ
ん。

⑶　保険契約者が⑴および⑵の追加保険料の払込みを怠ったことについ
て故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会
社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（追加保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追
加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金
請求権者（注）が、払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険
金の支払の請求を行うときは、次の①および②に定めるところにより
ます。

区　　分 取　扱　い

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合　

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、その事故に対する保険金を支払います。
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②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、保険契約条件の変更の承認後の条件に従い、
保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、第１条（追加保険料の払込み）に定める払込期日
以前であり、保険契約者が、追加保険料を払込期日に払い込む旨の確
約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、追加
保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払いま
す。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が払込期日に追加保険料の払込みを怠
り、かつ、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場
合は、当会社は、次の①および②に定める保険金の額の返還を請求す
ることができます。

区　　分 保険金の額

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合

既に支払った保険金の全額

②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

次の算式により算出された額

既に支払った
保険金の額 － 前条⑵の保険金の額

（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い
込むべき追加保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除す
ることができます。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を
生じます。ただし、⑵の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日
である場合は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみそ
の効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお
いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

第５条（訂正の申出等に関する特則）

⑴　第１条（追加保険料の払込み）から前条までの規定にかかわらず、
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の承認をする場
合

②　同条項第４条（通知義務）⑴の承認をする場合
③　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の②または④の通知をした場合

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。

 7 - 1
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第６条（返還保険料の取扱い）

⑴　この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれており、
かつ、保険契約の内容に変更が生じ、保険料の返還が生じた場合には、
当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定
口座への振込みによって保険料を返還することができるものとしま
す。

⑵　⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示が
なされている場合には適用しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

7-2  保険料一括払特約（即時払）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（保険料の払込み）

　　保険契約者は、この保険契約の締結と同時に保険料（この保険契約に
定められた保険料の総額をいいます。）を一時に払い込まなければなり
ません。

第３条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の保険料領収前に
生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第４条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、
その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一
時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を支払います。た
だし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、
かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）
⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取
得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害
に対しては、この規定は適用しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
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一覧」（304ページ）をご確認ください。

7-3  保険料分割払特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金
融機関等をいいます。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座
振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日
をいいます。

Ⅰ　共通条項

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（保険料の払込方法）

⑴　保険契約者は、保険料を口座振替の方法により払い込むこととしま
す。この場合には、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条
件をいずれも満たさなければなりません。
①　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が
提携金融機関に設定されていること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされているこ
と。

⑵　払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振
替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合に
は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。

⑶　保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預
け入れておかなければなりません。

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定める
ところにより、保険料を口座振替以外の方法により払い込むことがで
きます。

第３条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第10条（解除）⑴の⑤中「次条⑴」
とあるのを「保険料分割払特約Ⅲ追加保険料払込条項第５条（訂正の申
出等に関する特則）⑴」に読み替えるものとします。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第１条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険料（この保険契約に定められた保険料の総額を
いいます。）を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこ
ととします。

⑵　保険契約者は、次に定める期日までに、保険料を払い込まなければ
なりません。

区　　分 払込期日

第１回保険料 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日

 7 - 1  〜
 7 - 3
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第２回以降の保険料 第１回保険料の払込期日以降に到来する毎月
の払込期日

⑶　⑴および⑵において、保険契約者がこの保険契約の保険料をⅠ共通
条項第２条（保険料の払込方法）⑴に定める口座振替の方法によって
払い込む場合で、かつ、第１回保険料を払い込むべき払込期日までに
その払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対し
て口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第１回
保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第１回保険料の払
込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請
求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合
を除きます。

第２条（保険料不払の場合の免責）

⑴　保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日
に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は次に定める
日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。

第１回保険料の払込み
を怠った場合

この保険契約の保険期間の初日

第２回以降の保険料の
払込みを怠った場合

保険料の払込みを怠った払込期日の翌日

⑵　保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保
険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金請求
権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末ま
でに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約
者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだ
ときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、第１条（保険料の払込み）⑵に定める第１回保険
料の期日（以下「第１回保険料払込期日」といいます。）以前であり、
保険契約者が、第１回保険料を第１回保険料払込期日に払い込む旨の
確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第
１回保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払
います。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が第１回保険料払込期日に第１回保険
料の払込みを怠り、かつ、第１回保険料払込期日の属する月の翌月末
までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の
全額の返還を請求することができます。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－保険料不払の場合）

⑴　当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除する
ことができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向
かってのみその効力を生じます。
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①　当会社が
保険契約を
解除できる
場合

ア．払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
イ．払込期日までに、その払込期日に払い込まれる
べき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払
込期日（以下「次回払込期日」といいます。）ま
でに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の
払込みがない場合

②　解除の効
力が生じる
時

ア．①のア．による解除の場合は、その保険料を払
い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期
間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料
が第１回保険料である場合は、この保険契約の保
険期間の初日。
イ．①のイ．による解除の場合は、次回払込期日ま
たはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早
い日

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお
いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

第５条（解除の効力に関する特則）

⑴　保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込ん
だ場合であっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込
みを免れることを目的として、故意にその払込期日の翌月の払込期日
に払い込まれるべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるときに
は、当会社は前条⑴の②のア．の規定にかかわらず、解除の効力が生
じる時を故意に保険料の払込みを怠った払込期日の前月の払込期日と
します。

⑵　⑴の場合において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払
込期日の翌日以降に発生した事故による損害または傷害に対して、当
会社が既に支払った保険金があるときには、当会社は保険契約者に対
してこの保険金の全額の返還を請求することができます。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第１条（追加保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、次の①または②のいずれかの方法により追加保険料
（普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）に定める追加保険料をいいま
す。以下同様とします。）を払い込むこととします。
①　追加保険料を当会社の定める回数に分割し、毎月、異動承認書記
載の金額を払い込む方法（以下「分割払」といいます。）

②　追加保険料を一括して払い込む方法（以下「一括払」といいます。）
⑵　保険契約者は、次に定める期日までに、追加保険料を払い込まなけ
ればなりません。

区　　分 分割払の場合の期日 一括払の場合の期日

第１回追加保険料 異動承認書記載の払込期
日 同　　左
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第２回以降の追加
保険料

第１回追加保険料の払込
期日以降に到来する毎月
の払込期日

第２条（追加保険料不払の場合の免責）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が払
込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第１回
追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収
前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いま
せん。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動補償特約があわ
せて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受領したときは、
同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規定する取得日の
翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対し
ては、この規定は適用しません。

⑵　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が払込期日の属す
る月の翌月末までにその払込期日に払い込むべき第１回追加保険料の
払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前による損害
または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかった
ものとして、普通保険約款（付帯された他の特約を含みます。）に従い、
保険金を支払います。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が
適用されている場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格
取得に対する自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条
⑴の②に規定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事
故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　当会社は、保険契約者が第２回以降の追加保険料について、その追
加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害
または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑷　保険契約者が⑴から⑶までの追加保険料の払込みを怠ったことにつ
いて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当
会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（追加保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追
加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金
請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月
末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次の①および②
に定めるところによります。

区　　分 取　扱　い

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合　

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、その事故に対する保険金を支払います。

②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、保険契約条件の変更の承認後の条件に従い、
保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、第１条（追加保険料の払込み）⑵に定める第１回
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追加保険料の期日（以下「第１回追加保険料払込期日」といいます。）
以前であり、保険契約者が、第１回追加保険料を第１回追加保険料払
込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認した
ときは、当会社は、第１回追加保険料が払い込まれたものとしてその
事故に対して保険金を支払います。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が第１回追加保険料払込期日に第１回
追加保険料の払込みを怠り、かつ、第１回追加保険料払込期日の属す
る月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、次の①お
よび②に定める保険金の額の返還を請求することができます。

区　　分 保険金の額

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合

既に支払った保険金の全額

②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

次の算式により算出された額

既に支払った
保険金の額 － 前条⑵の保険金の額

（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い
込むべき追加保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除す
ることができます。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を
生じます。ただし、⑵の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日
である場合は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみそ
の効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお
いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

第５条（訂正の申出等に関する特則）

⑴　第１条（追加保険料の払込み）から前条までの規定にかかわらず、
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の承認をする場
合

②　同条項第４条（通知義務）⑴の承認をする場合
③　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の②または④の通知をした場合

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。

第６条（返還保険料の取扱い）

⑴　この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれており、
かつ、保険契約の内容に変更が生じ、保険料の返還が生じた場合には、
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当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に
分割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料
を返還することができるものとします。

⑵　⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示が
なされている場合には適用しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

7-4  保険料分割払特約（大口口座振替）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金
融機関等をいいます。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。

Ⅰ　共通条項

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第10条（解除）⑴の⑤中「次条⑴」
とあるのを「保険料分割払特約（大口口座振替）Ⅲ追加保険料払込条項
第５条（訂正の申出等に関する特則）⑴」に読み替えるものとします。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第１条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険料（この保険契約に定められた保険料の総額を
いいます。）を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこ
ととします。

⑵　保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回保険料を払い込
み、第２回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに
払い込まなければなりません。

第２条（第１回保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑵の第１回保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払い
ません。

第３条（保険料の払込方法）

⑴　保険契約者は、第２回以降の保険料を口座振替の方法により払い込
むこととします。この場合には、保険契約締結の際に、次の①および
②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
①　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が
提携金融機関に設定されていること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされているこ
と。
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⑵　払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振
替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合に
は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。

⑶　保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預
け入れておかなければなりません。

第４条（第２回保険料不払の場合の特則）

　　保険契約者が第２回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込み
を怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替
請求が行われなかったことによる場合においては、第２回保険料の払込
期日の属する月の翌月の応当日をその第２回保険料の払込期日とみなし
てこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかっ
た理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第５条（保険料不払の場合の免責）

⑴　保険契約者が第２回以降の保険料について、払込期日の属する月の
翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った
場合は、当会社はその保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑵　保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第６条（第２回以降保険料領収前事故の特則）

　　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第２
回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保
険金請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌
月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険
契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第７条（解　除－保険料不払の場合）

⑴　当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除する
ことができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向
かってのみその効力を生じます。

①　当会社が
保険契約を
解除できる
場合

ア．払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
イ．払込期日までに、その払込期日に払い込まれる
べき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払
込期日（以下「次回払込期日」といいます。）ま
でに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の
払込みがない場合

②　解除の効
力が生じる
時

ア．①のア．による解除の場合は、その保険料を払
い込むべき払込期日
イ．①のイ．による解除の場合は、次回払込期日

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

 7 - 3
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Ⅲ　追加保険料払込条項

第１条（追加保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、次の①または②のいずれかの方法により追加保険料
（普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）に定める追加保険料をいいま
す。以下同様とします。）を払い込むこととします。
①　追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割して払い込む
方法（以下「分割払」といいます。）

②　追加保険料を一括して払い込む方法（以下「一括払」といいます。）
⑵　当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、分割払のと
きは第１回追加保険料を、一括払の場合は追加保険料の全額（以下「第
１回追加保険料」といいます。）を一時に当会社に払い込まなければ
なりません。

⑶　分割払の場合は、保険契約者は、第２回以降の追加保険料について
は、次の①および②に定める払込期日までに払い込まなければなりま
せん。
①　第２回追加保険料については、異動承認書記載の払込期日
②　第３回以降の追加保険料については、第２回追加保険料の払込期
日以降に到来する毎月の払込期日

第２条（追加保険料不払の場合の免責）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が第
１回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動補償特約が
あわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受領したとき
は、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規定する取得
日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に
対しては、この規定は適用しません。

⑵　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が第１回追加保険
料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じ
た事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認
の請求がなかったものとして、普通保険約款（付帯された他の特約を
含みます。）に従い、保険金を支払います。ただし、この保険契約に
運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当会社が同特約
第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の承認の請求を
受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌日から起算し
て30日以内に生じた事故による損害または傷害に対しては、この規定
は適用しません。

⑶　当会社は、保険契約者が第２回以降の追加保険料について、その追
加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害
または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意お
よび重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払
込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。
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第３条（第２回以降追加保険料領収前事故の特則）

　　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第２
回以降の追加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者また
は保険金請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月
の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、
保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を
払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに払い込まれるべき第
２回以降の追加保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除
することができます。この場合の解除は将来に向かってのみその効力
を生じます。ただし、⑵の解除を通知した日が保険期間の末日以降の
日である場合は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみ
その効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

第５条（訂正の申出等に関する特則）

⑴　第１条（追加保険料の払込み）から前条までの規定にかかわらず、
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の承認をする場
合

②　同条項第４条（通知義務）⑴の承認をする場合
③　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の②または④の通知をした場合

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。

第６条（返還保険料の取扱い）

⑴　保険契約の内容に変更が生じ、保険料の返還が生じた場合には、当
会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分
割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料を
返還することができるものとします。

⑵　⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示が
なされている場合には適用しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

7-5  保険料分割払特約（大口）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

払込期日 当会社所定の期日をいいます。

 7 - 4
 7 - 5
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Ⅰ　共通条項

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第10条（解除）⑴の⑤中「次条⑴」
とあるのを「保険料分割払特約（大口）Ⅲ追加保険料払込条項第５条（訂
正の申出等に関する特則）⑴」に読み替えるものとします。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第１条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険料（この保険契約に定められた保険料の総額を
いいます。）を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこ
ととします。

⑵　保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第１回保険料を払い込
み、第２回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日までに
払い込まなければなりません。

第２条（第１回保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑵の第１回保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払い
ません。

第３条（保険料不払の場合の免責）

⑴　保険契約者が第２回以降の保険料について、払込期日の属する月の
翌月末までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った
場合は、当会社はその保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑵　保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第４条（第２回以降保険料領収前事故の特則）

　　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第２
回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保
険金請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌
月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険
契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込ん
だときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第５条（解　除－保険料不払の場合）

⑴　当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除する
ことができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向
かってのみその効力を生じます。
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①　当会社が
保険契約を
解除できる
場合

ア．払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
イ．払込期日までに、その払込期日に払い込まれる
べき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払
込期日（以下「次回払込期日」といいます。）ま
でに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の
払込みがない場合

②　解除の効
力が生じる
時

ア．①のア．による解除の場合は、その保険料を払
い込むべき払込期日
イ．①のイ．による解除の場合は、次回払込期日

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第１条（追加保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、次の①または②のいずれかの方法により追加保険料
（普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）に定める追加保険料をいいま
す。以下同様とします。）を払い込むこととします。
①　追加保険料を当会社の定める回数および金額に分割して払い込む
方法（以下「分割払」といいます。）

②　追加保険料を一括して払い込む方法（以下「一括払」といいます。）
⑵　当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、分割払のと
きは第１回追加保険料を、一括払の場合は追加保険料の全額（以下「第
１回追加保険料」といいます。）を一時に当会社に払い込まなければ
なりません。

⑶　分割払の場合は、保険契約者は、第２回以降の追加保険料について
は、次の①および②に定める払込期日までに払い込まなければなりま
せん。
①　第２回追加保険料については、異動承認書記載の払込期日
②　第３回以降の追加保険料については、第２回追加保険料の払込期
日以降に到来する毎月の払込期日

第２条（追加保険料不払の場合の免責）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が第
１回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料
領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動補償特約が
あわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受領したとき
は、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規定する取得
日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に
対しては、この規定は適用しません。

⑵　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が第１回追加保険
料の払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料領収前に生じ
た事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認
の請求がなかったものとして、普通保険約款（付帯された他の特約を

 7 - 5
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含みます。）に従い、保険金を支払います。ただし、この保険契約に
運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当会社が同特約
第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の承認の請求を
受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌日から起算し
て30日以内に生じた事故による損害または傷害に対しては、この規定
は適用しません。

⑶　当会社は、保険契約者が第２回以降の追加保険料について、その追
加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害
または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意お
よび重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払
込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（第２回以降追加保険料領収前事故の特則）

　　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第２
回以降の追加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者また
は保険金請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月
の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、
保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を
払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに払い込まれるべき第
２回以降の追加保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除
することができます。この場合の解除は将来に向かってのみその効力
を生じます。ただし、⑵の解除を通知した日が保険期間の末日以降の
日である場合は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみ
その効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

第５条（訂正の申出等に関する特則）

⑴　第１条（追加保険料の払込み）から前条までの規定にかかわらず、
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の承認をする場
合

②　同条項第４条（通知義務）⑴の承認をする場合
③　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の②または④の通知をした場合

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。
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7-6  保険料分割払特約（長期契約）
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金
融機関等をいいます。

払込期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座
振替以外の方法で払い込む場合は、当会社所定の期日
をいいます。

保険年度 初年度については、保険期間の初日から１年間、次年
度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞ
れ１年間をいいます。

Ⅰ　共通条項

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（保険料の払込方法）

⑴　保険契約者は、保険料を口座振替の方法により払い込むこととしま
す。この場合には、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条
件をいずれも満たさなければなりません。
①　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が
提携金融機関に設定されていること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされているこ
と。

⑵　払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振
替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合に
は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。

⑶　保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預
け入れておかなければなりません。

⑷　⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定める
ところにより、保険料を口座振替以外の方法により払い込むことがで
きます。

第３条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合には、普通保険約款一般条項第10条（解除）⑴の⑤中「次条⑴」
とあるのを「保険料分割払特約（長期契約）Ⅲ追加保険料払込条項第６
条（訂正の申出等に関する特則）⑴」に読み替えるものとします。

Ⅱ　契約保険料払込条項

第１条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険料（この保険契約に定められた保険料の総額を
いいます。）を保険証券記載の金額に分割して、保険証券記載の払込
方法（以下「払込方法」といいます。）により、払い込むこととします。

⑵　保険契約者は、次に定める期日までに、保険料を払い込まなければ
なりません。

 7 - 5
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区　　分 払　込　期　日

第１回保険料 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日

第２回
以降の
保険料

払込方法が
月払の場合

第１回保険料の払込期日以降に到来する毎月
の払込期日

払込方法が
年払の場合

第１回保険料の払込期日以降に到来する毎年
の払込期日

⑶　⑴および⑵において、保険契約者がこの保険契約の保険料をⅠ共通
条項第２条（保険料の払込方法）⑴に定める口座振替の方法によって
払い込む場合で、かつ、第１回保険料を払い込むべき払込期日までに
その払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対し
て口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第１回
保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第１回保険料の払
込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請
求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合
を除きます。

第２条（保険料不払の場合の免責）

⑴　保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日
に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は次に定める
日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。

第１回保険料の払込み
を怠った場合

この保険契約の保険期間の初日

第２回以降の保険料の
払込みを怠った場合

保険料の払込みを怠った払込期日の翌日

⑵　保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」
に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第３条（保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保
険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金請求
権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末ま
でに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約
者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだ
ときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、第１条（保険料の払込み）⑵に定める第１回保険
料の期日（以下「第１回保険料払込期日」といいます。）以前であり、
保険契約者が、第１回保険料を第１回保険料払込期日に払い込む旨の
確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第
１回保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払
います。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が第１回保険料払込期日に第１回保険
料の払込みを怠り、かつ、第１回保険料払込期日の属する月の翌月末
までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の
全額の返還を請求することができます。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第４条（解　除－保険料不払の場合）

⑴　当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除する
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ことができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向
かってのみその効力を生じます。

①　当会社が
保険契約を
解除できる
場合

ア．払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
イ．払込期日までに、その払込期日に払い込まれる
べき保険料の払込みがなく、かつ、その次の払込
期日（以下「次回払込期日」といいます。）までに、
次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込み
がない場合

②　解除の効
力が生じる
時

ア．①のア．による解除の場合は、その保険料を払
い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期
間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料
が第１回保険料である場合は、この保険契約の保
険期間の初日。
イ．①のイ．による解除の場合は、次回払込期日ま
たはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早
い日

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお
いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

第５条（解除の効力に関する特則）

⑴　保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込ん
だ場合であっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込
みを免れることを目的として、故意にその払込期日の次の払込期日に
払い込まれるべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるときに
は、当会社は前条⑴の②のア．の規定にかかわらず、解除の効力が生
じる時を故意に保険料の払込みを怠った払込期日の前月の応当日とし
ます。

⑵　⑴の場合において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の応
当日の翌日以降に発生した事故による損害または傷害に対して、当会
社が既に支払った保険金があるときには、当会社は保険契約者に対し
てこの保険金の全額の返還を請求することができます。

Ⅲ　追加保険料払込条項

第１条（保険料の変更－告知・通知事項等の承認等の場合）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款一般条項第11条（保険料
の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の①から④までの規定の適用にあたっては、次の①および②の定め
るところによります。
①　承認した日の属する保険年度末までの保険料については、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求
します。

②　承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料について
は、これを変更します。

⑵　⑴の場合において、この保険契約において定められた保険料の全額
が払い込まれているときは、当会社は、当会社の定めるところに従い、
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保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑶　当会社は、この特約により、普通保険約款一般条項第11条（保険料
の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の⑤の規定の適用にあたっては、次の①および②の定めるところに
よります。
①　承認した日の属する保険年度末までの保険料については、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求
します。

②　承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料について
は、これを変更します。

⑷　⑶の場合において、この保険契約において定められた保険料の全額
が払い込まれているときは、当会社は、当会社の定めるところに従い、
保険料を返還し、または追加保険料を請求します。

第２条（追加保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、次の①または②のいずれかの方法により追加保険料
（前条の追加保険料をいいます。以下同様とします。）を払い込むこと
とします。
①　保険証券記載の払込方法が月払の場合（この保険契約において定
められた保険料の全額が払い込まれている場合を除きます。）は、
追加保険料を当会社の定める回数に分割し、毎月、異動承認書記載
の金額を払い込む方法（以下「分割払」といいます。）

②　①以外の場合は、追加保険料を一括して払い込む方法（以下「一
括払」といいます。）

⑵　保険契約者は、次に定める期日までに、追加保険料を払い込まなけ
ればなりません。

区　　分 分割払の場合の期日 一括払の場合の期日

第１回追加保険料 異動承認書記載の払込期
日 同　　左

第２回以降の追加
保険料

第１回追加保険料の払込
期日以降に到来する毎月
の払込期日

第３条（追加保険料不払の場合の免責）

⑴　第１条（保険料の変更－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①
または同条⑵に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した
場合で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込むべき第１回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社
は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
ては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の
入替自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の
通知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）
⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による
損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑵　第１条（保険料の変更－告知・通知事項等の承認等の場合）⑶の①
または同条⑷に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した
場合で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までにその払込期
日に払い込むべき第１回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社
は、その追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
ては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通
保険約款（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を支払
います。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されてい
る場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する
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自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定
する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害
または傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　当会社は、保険契約者が第２回以降の追加保険料について、その追
加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込
みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害
または傷害に対しては、保険金を支払いません。

⑷　保険契約者が⑴から⑶までの追加保険料の払込みを怠ったことにつ
いて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当
会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々
月の25日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。

第４条（追加保険料領収前事故の特則）

⑴　保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき追
加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金
請求権者（注）が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月
末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、次の①および②
に定めるところによります。

区　　分 取　扱　い

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合　

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、その事故に対する保険金を支払います。

②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

保険契約者が既に到来した払込期日に払い込む
べき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎ
り、保険契約条件の変更の承認後の条件に従い、
保険金を支払います。

⑵　事故発生の日が、第２条（追加保険料の払込み）⑵に定める第１回
追加保険料の期日（以下「第１回追加保険料払込期日」といいます。）
以前であり、保険契約者が、第１回追加保険料を第１回追加保険料払
込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認した
ときは、当会社は、第１回追加保険料が払い込まれたものとしてその
事故に対して保険金を支払います。

⑶　⑵の確約に反して保険契約者が第１回追加保険料払込期日に第１回
追加保険料の払込みを怠り、かつ、第１回追加保険料払込期日の属す
る月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、次の①お
よび②に定める保険金の額の返還を請求することができます。

区　　分 保険金の額

①　追加保険料が
前条⑴の追加保
険料である場合

既に支払った保険金の全額

②　追加保険料が
前条⑵の追加保
険料である場合

次の算式により算出された額

既に支払った
保険金の額 － 前条⑵の保険金の額

（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第５条（解　除－追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い
込むべき追加保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除す
ることができます。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を
生じます。ただし、⑵の解除を通知した日が保険期間の末日以降の日

 7 - 6

262



である場合は、その解除は保険期間の末日から将来に向かってのみそ
の効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

⑷　⑴および⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場合にお
いて、前条⑵の規定により当会社が既に支払った保険金があるときに
は、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求する
ことができます。

第６条（訂正の申出等に関する特則）

⑴　第２条（追加保険料の払込み）から前条までの規定にかかわらず、
当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の承認をする場
合

②　同条項第４条（通知義務）⑴の承認をする場合
③　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の②または④の通知をした場合

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。

第７条（返還保険料の取扱い）

⑴　この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれており、
かつ、保険契約の内容に変更が生じ、保険料の返還が生じた場合には、
当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に
分割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料
を返還することができるものとします。

⑵　⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示が
なされている場合には適用しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

7-7  初回口振特約
［正式名称］初回保険料口座振替特約

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

初回保険料 保険料一括払特約（即時払）第２条（保険料の払込み）
の保険料および保険料分割払特約（大口口座振替）Ⅱ
契約保険料払込条項第１条（保険料の払込み）⑵の第
１回保険料をいいます。

初回保険料払込
期日

保険期間の初日の属する月の提携金融機関ごとに当会
社の定める期日をいいます。

提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金
融機関等をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に保険料一括払特約（即時払）または保険
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料分割払特約（大口口座振替）の適用があり、かつ、この保険契約の締
結が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされている場合で、
保険契約締結の際に、保険契約者が、書面をもってこの特約の適用を申
し出て、当会社がこれを承認したときに適用されます。

第２条（初回保険料の払込方法）

⑴　保険契約者は、初回保険料を口座振替の方法により払い込むことと
します。この場合には、保険契約締結の際に、次の①および②に定め
る条件をいずれも満たさなければなりません。
①　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が
提携金融機関に設定されていること。

②　当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされているこ
と。

⑵　初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座か
らの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行
われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったも
のとみなします。

⑶　保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額
を指定口座に預け入れておかなければなりません。

第３条（保険料の払込み）

　　保険契約者は、この特約により、保険料一括払特約（即時払）第２条
（保険料の払込み）および保険料分割払特約（大口口座振替）Ⅱ契約保
険料払込条項第１条（保険料の払込み）⑵にかかわらず、初回保険料を
初回保険料払込期日までに払い込まなければなりません。

第４条（初回保険料不払の場合の取扱い）

⑴　保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠った場
合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月
の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。

⑵　当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末ま
でに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前に生じた
事故による損害または傷害に対して、保険料一括払特約（即時払）第
３条（保険料領収前の事故）および保険料分割払特約（大口口座振替）
Ⅱ契約保険料払込条項第２条（第１回保険料領収前の事故）の規定は
適用しません。

⑶　保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および
重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回
保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属す
る月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。

第５条（保険料領収前事故の特則）

　　保険契約者が、事故発生の日以前に到来した初回保険料払込期日に払
い込むべき初回保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者ま
たは保険金請求権者（注）が、初回保険料払込期日の属する月の翌月末
までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約
者が初回保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保
険金を支払います。
（注）被保険者または保険金請求権者
　　　これらの者の代理人を含みます。

第６条（解　除－初回保険料不払の場合）

⑴　当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険
料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力

 7 - 6
 7 - 7
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を生じます。
⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

7-8  クレジットカード払特約

第１条（クレジットカードによる保険料支払の承認）

⑴　当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード（以
下「クレジットカード」といいます。）により、保険契約者が、この
保険契約の保険料（異動時の追加保険料を含みます。以下同様としま
す。）を支払うことを承認します。

⑵　⑴にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社（以下「カー
ド会社」といいます。）との間で締結した会員規約等（以下「会員規
約等」といいます。）に基づく会員またはクレジットカードの使用が
認められた者にかぎります。

第２条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時にク
レジットカードによる保険料の支払の申出があった場合は、当会社は、
カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であ
ること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保
険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなしま
す。

⑵　当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定
は適用しません。
①　当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただ
し、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カー
ド会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相
当額の全額を既に支払っている場合を除きます。

②　会員規約等に定める手続が行われない場合

第３条（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い）

⑴　当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場合には、保
険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、
保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に
かかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支
払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとしま
す。

⑵　保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合
において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅
滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。

⑶　保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券
記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約
が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合
の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異
動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、普通保険約款および付
帯された他の特約の規定を適用します。

⑷　⑶の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生
じます。

第４条（保険料の返還の特則）

　　普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社が保険
料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収
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を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契
約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員
規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約
が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払ってい
る場合は、この規定によらず保険料を返還します。

第５条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

7-9  新クレジットカード払特約
［正式名称］クレジットカード払特約（登録方式）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に保険料一括払特約、保険料分割払特約ま
たは保険料分割払特約（長期契約）（以下「保険料払込特約」といいます。）
の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている
場合に適用されます。

第２条（クレジットカードによる保険料支払の承認）

　　当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード（以
下「クレジットカード」といいます。）により、保険契約者が、この保
険契約の保険料（保険料一括払特約に定める「保険料」および「追加保
険料」ならびに保険料分割払特約および保険料分割払特約（長期契約）
に定める「第１回保険料」、「第２回以降の保険料」、「第１回追加保険料」
および「第２回以降の追加保険料」をいいます。以下同様とします。）
を支払うことを承認します。

第３条（保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方
法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりませ
ん。

⑵　当会社は、この特約により、保険料払込特約の適用にあたっては、
クレジットカード発行会社（以下「カード会社」といいます。）へ該
当のクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確
認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を
承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。

⑶　⑵の場合において、クレジットカードの有効性および利用限度額内
であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカー
ドに関する情報を新たに登録しなければなりません。

⑷　当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑵の規定
は適用しません。
①　当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただ
し、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カー
ド会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相
当額を既に支払っている場合を除きます。

②　会員規約等に定める手続が行われない場合

第４条（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い）

⑴　当会社は、前条⑷の①の保険料相当額を領収できない場合には、保
険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、
保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に
かかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支
払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとしま
す。

 7 - 7  〜
 7 - 9

266



⑵　保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合
において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅
滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑵の規定を適用します。

第５条（返還保険料の取扱い）

⑴　この保険契約の内容に変更が生じ、返還保険料が生じた場合には、
当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に
分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返
還することができるものとします。

⑵　⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示が
なされている場合には適用しません。

第６条（保険料払込特約の適用除外）

　　当会社は、この特約により、次の①から③までの規定を適用しません。
①　保険料払込特約Ⅰ共通条項第２条（保険料の払込方法）⑴から⑶
②　保険料一括払特約Ⅱ契約保険料払込条項第１条（保険料の払込み）
⑵ならびに保険料分割払特約および保険料分割払特約（長期契約）
Ⅱ契約保険料払込条項第１条（保険料の払込み）⑶

③　保険料一括払特約および保険料分割払特約Ⅲ追加保険料払込条項
第６条（返還保険料の取扱い）ならびに保険料分割払特約（長期契
約）Ⅲ追加保険料払込条項第７条（返還保険料の取扱い）

第７条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

7-10  初回追加保険料30日猶予特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険契約者または被保険者が、次の①から⑤までの申出
または通知（以下「通知等」といいます。）を、書面または当会社の定
める通信手段により、当会社の所定の連絡先に対して直接行った場合に
適用されます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③の訂正の申出
②　同条項第４条（通知義務）⑴の通知
③　同条項第５条（契約自動車の譲渡）⑴の通知
④　同条項第６条（契約自動車の入替）⑴の通知
⑤　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の⑤の通知

第２条（初回追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤に定める
ところに従い、当会社が追加保険料の請求を行う場合、保険契約者は、
この特約により、契約条件の変更日（注）からその日を含めて30日以
内の当会社の定める期日（以下「初回追加保険料払込期日」といいま
す。）までに、初回追加保険料の全額を当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　⑴に定める期間内に初回追加保険料が払い込まれた場合には、当会
社は、保険契約条件の変更を承認した時に初回追加保険料を領収した
ものとみなします。

⑶　この特約において、初回追加保険料とは、追加保険料を一括して払
い込む場合は追加保険料の全額をいい、追加保険料を分割して払い込
む場合は第１回追加保険料をいいます。
（注）契約条件の変更日
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　　　前条に定める通知等を行った日以後の保険契約者が指定する日
で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。

第３条（初回追加保険料不払の場合の免責）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①または③の定めるとこ
ろに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が初回
追加保険料払込期日までにその初回追加保険料の払込みを怠ったとき
は、当会社は、その初回追加保険料領収前に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約
に契約自動車の入替自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約
自動車の入替の通知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に
対する自動補償）⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に
生じた事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しませ
ん。

⑵　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合で、保険契約者が初回追加保険料
払込期日までにその初回追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社
は、その初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に
対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、
普通保険約款（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を
支払います。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用され
ている場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対
する自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に
規定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による
損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

第４条（解　除－初回追加保険料不払の場合）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤に定める
ところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合で、初回追加保険
料払込期日までにその初回追加保険料が払い込まれなかったときに
は、当会社は保険契約を解除することができます。この場合の解除は
将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、⑵の解除を通知し
た日が保険期間の末日以降の日である場合は、保険期間の末日から将
来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、
既に領収した保険料は返還しません。

団体扱・集団扱に関わる特約

8-1  団体扱分割払特約（一般A）
［正式名称］団体扱保険料分割払特約（一般A）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問
いません。以下「団体」といいます。）に勤務し、毎月その団体か
ら給与の支払を受けていること。

②　次のア．またはイ．のいずれかの契約が締結されていること。
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ア．保険契約者が給与の支払を受けている団体と当会社との間の「保
険料集金に関する契約書（一般A－１）」による保険料集金契約。
ただし、団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関す
る書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受
け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎ
ります。

イ．団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済
組織（以下この条において、「職域労働組合等」といいます。）と
当会社との間の「保険料集金に関する契約書（一般A－２）」に
よる保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が上記ア．のただ
し書に定める団体によって控除された保険料を受領することがで
きる場合にかぎります。

③　保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一
般A－１）」または「保険料集金に関する契約書（一般A－２）」に
よる保険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）を締結した
者（以下「集金者」といいます。）に次のア．またはイ．のことを
委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア．集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与
から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこ
と。

イ．集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除さ
れた保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に
支払うこと。

第２条（保険料の分割払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む
ことを承認します。

第３条（分割保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。

⑵　第２回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金
者を経て払い込まなければなりません。

第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑴の第１回分割保
険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。ただし、第１回分割保険料が集金契約に定めるところによ
り、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
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たは傷害に対しては、この規定は適用しません。
⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、そ
の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となっ
た最初の給与支払日（以下「集金不能日」といいます。）から将来に
向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除された場合
②　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③　保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを
拒んだ場合

④　①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基
づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合

⑵　⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって
保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。

第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日から１か月以内に、未払込分割保険料（保険料から既に払い込まれ
た分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

第９条（未払込分割保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込ま
れなかった場合には、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収す
るまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。

第10条（解　除－特約失効による未払込分割保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）に定
める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この
保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日か
ら将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保
険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かって
のみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
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住所にあてた書面により解除の通知を行います。
⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-2  団体扱分割払特約（一般B）
［正式名称］団体扱保険料分割払特約（一般B）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問
いません。以下「団体」といいます。）に勤務し、毎月その団体か
ら給与の支払を受けていること。

②　次のア．またはイ．のいずれかの者と当会社との間に「保険料集
金に関する契約書（一般B）」による保険料集金契約（以下「集金
契約」といいます。）が締結されていること。
ア．保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ．団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済
組織

③　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に次のア．およびイ．のことを委託し、集金
者がそれを承諾していること。
ア．保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所（以
下「勤務先事業所」といいます。）において、給与支払日に保険
契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。

イ．上記ア．により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。

第２条（保険料の分割払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む
ことを承認します。

第３条（分割保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。

⑵　第２回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金
者を経て払い込まなければなりません。

第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑴の第１回分割保
険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。ただし、第１回分割保険料が集金契約に定めるところによ
り、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
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りません。
⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、そ
の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となっ
た最初の給与支払日（以下「集金不能日」といいます。）から将来に
向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除された場合
②　保険契約者が勤務先事業所において団体から毎月給与の支払を受
けなくなった場合

③　保険契約者またはその代理人が保険料を勤務先事業所において、
給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合

④　①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基
づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合

⑵　⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって
保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。

第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日から１か月以内に、未払込分割保険料（保険料から既に払い込まれ
た分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

第９条（未払込分割保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込ま
れなかった場合には、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収す
るまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。
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第10条（解　除－特約失効による未払込分割保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）に定
める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この
保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日か
ら将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保
険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かって
のみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-3  団体扱分割払特約（一般C）
［正式名称］団体扱保険料分割払特約（一般C）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問
いません。以下「団体」といいます。）に勤務し、毎月その団体か
ら給与の支払を受けていること、または団体を退職した者（以下「退
職者」といいます。）であること。

②　次のア．またはイ．のいずれかの者と当会社との間に「保険料集
金に関する契約書（一般C）」による保険料集金契約（以下「集金
契約」といいます。）が締結されていること。
ア．保険契約者が給与の支払を受けている団体（保険契約者が退職
者である場合には、退職前に給与の支払を受けていた団体としま
す。）

イ．団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済
組織

③　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に次のア．およびイ．のことを委託し、集金
者がそれを承諾していること。
ア．保険契約者が指定する口座（以下「指定口座」といいます。）
から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日（以
下「集金日」といいます。）に集金すること。

イ．上記ア．により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。

第２条（保険料の分割払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む
ことを承認します。

第３条（分割保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。

⑵　第２回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金
者を経て払い込まなければなりません。
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第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑴の第１回分割保
険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。ただし、第１回分割保険料が集金契約に定めるところによ
り、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から④まで（保険契約者が退職者である場合は
次の①、②または④）のいずれかに該当する事実が発生した場合、①
の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料
の集金が不能となった日、または②、③もしくは④の事実のときは、
その事実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将
来に向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除されたこと。
②　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集
金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。ただ
し、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日か
ら起算して１か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

③　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。（退
職後もこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。）

④　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険
料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

 8 - 2
 8 - 3
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⑵　⑴の①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面
をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知しま
す。

第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日等から１か月以内に、未払込分割保険料（保険料から既に払い込ま
れた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

第９条（未払込分割保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込ま
れなかった場合には、集金不能日等から未払込分割保険料の全額を領収
するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を
支払いません。

第10条（解　除－特約失効による未払込分割保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）に定
める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この
保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日等
から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等
が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向
かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-4  団体扱分割払特約
［正式名称］団体扱保険料分割払特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場
合に適用されます。
①　保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体（以
下「団体」といいます。）と当会社との間に「保険料集金に関する
契約」（以下「集金契約」といいます。）が締結されていること。

②　保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、
これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団
体に委託し、団体がそれを承諾していること。

第２条（保険料の分割払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む
ことを承認します。

第３条（分割保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払
い込まなければなりません。
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⑵　第２回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体
を経て払い込まなければなりません。

第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑴の第１回分割保
険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。ただし、第１回分割保険料が集金契約に定めるところによ
り、団体を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団
体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ること
なく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険
料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に
対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、そ
の事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった
最初の給与支払日（以下「集金不能日」といいます。）から将来に向かっ
てその効力を失います。
①　集金契約が解除された場合
②　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、ま
たはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われ
なくなった場合

③　保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
⑵　⑴の①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく書面をもって保
険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知します。

 8 - 3
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第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日から１か月以内に、未払込分割保険料（保険料から既に払い込まれ
た分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりま
せん。

第９条（未払込分割保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込ま
れなかった場合には、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収す
るまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。

第10条（解　除－特約失効による未払込分割保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）に定
める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この
保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日か
ら将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保
険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かって
のみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-5  団体扱分割払特約（口座振替用）
［正式名称］団体扱保険料分割払特約（口座振替用）

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が官公署（以下「団体」といいます。）に勤務してい
ること、または団体を退職した者（以下「退職者」といいます。）
であること。

②　次のア．またはイ．のいずれかの者と当会社との間に、「保険料
集金に関する契約書（口座振替方式）」による保険料集金契約（以
下「集金契約」といいます。）が締結されていること。
ア．保険契約者が給与の支払を受けている団体（保険契約者が退職
者である場合には、退職前に給与の支払を受けていた団体としま
す。）

イ．団体に勤務する者または団体を退職した者の生活の安定または
福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織

③　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に次のア．およびイ．のことを委託し、集金
者がそれを承諾していること。
ア．保険契約者が指定する口座（以下「指定口座」といいます。）
から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日（以
下「集金日」といいます。）に集金すること。

イ．上記ア．により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。
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第２条（保険料の分割払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込む
ことを承認します。

第３条（分割保険料の払込み）

⑴　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社
に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。

⑵　第２回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金
者を経て払い込まなければなりません。

第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑴の第１回分割保
険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。ただし、第１回分割保険料が集金契約に定めるところによ
り、集金者を経て払い込まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から④まで（保険契約者が退職者である場合は
次の①、②または④）のいずれかに該当する事実が発生した場合、①
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の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料
の集金が不能となった日、または②、③もしくは④の事実のときは、
その事実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将
来に向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除されたこと。
②　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集
金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。ただ
し、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日か
ら起算して１か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

③　保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。（退職後も
この特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。）

④　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険
料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

⑵　⑴の①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面
をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知しま
す。

第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日等から１か月以内に、未払込分割保険料（保険料から既に払い込ま
れた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

第９条（未払込分割保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込ま
れなかった場合には、集金不能日等から未払込分割保険料の全額を領収
するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を
支払いません。

第10条（解　除－特約失効による未払込分割保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）に定
める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この
保険契約を解除することができます。この場合の解除は集金不能日等
から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等
が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向
かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-6  団体扱一括払特約
［正式名称］団体扱保険料一括払特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が、官公署、公社、公団、会社等の団体（法人・個人
の別を問いません。以下「団体」といいます。）に勤務し、毎月そ
の団体から給与の支払を受けていること、または団体を退職した者
（以下「退職者」といいます。）であること。
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②　次のア．またはイ．のいずれかの者と当会社との間に「保険料集
金に関する契約書（一括払）」による保険料集金契約（以下「集金
契約」といいます。）が締結されていること。
ア．保険契約者が給与の支払を受けている団体（保険契約者が退職
者である場合には、退職前に給与の支払を受けていた団体としま
す。）

イ．団体に勤務する者または団体を退職した者の生活の安定または
福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織

③　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に次のア．およびイ．のことを委託し、集金
者がそれを承諾していること。
ア．保険契約者から、集金者の指定する所定の期日（以下「集金日」
といいます。）に保険料を集金すること。

イ．上記ア．により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。

第２条（保険料の一括払）

　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定
められた保険料をいいます。以下同様とします。）を一括して払い込む
ことを承認します。

第３条（保険料の払込み）

　　保険契約者は、保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、
または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。

第４条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の保険料領収前に
生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込
まれる場合には、この規定は適用しません。

第５条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
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承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第６条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第７条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から④まで（保険契約者が退職者である場合は
次の①、②または④）のいずれかに該当する事実が発生した場合、①
の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料
の集金が不能となった日、または②、③もしくは④の事実のときは、
その事実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将
来に向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除されたこと。
②　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集
金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。ただ
し、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日か
ら起算して１か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

③　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。（退
職後もこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。）

④　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険
料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

⑵　⑴の①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面
をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知しま
す。

第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日等から１か月以内に、未払込保険料（払い込まれていない保険料を
いいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることなく、一時
に当会社に払い込まなければなりません。

第９条（未払込保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれな
かった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまで
の間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いま
せん。

第10条（解　除－特約失効による未払込保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第８条（特約失効後の未払込保険料の払込み）に定める
期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約
を解除することができます。この場合の解除は集金不能日等から将来
に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等が保険期
間の末日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみ
その効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。
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8-7  団体扱特約の追加保険料払込方法等に
関する特約
［正式名称］団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　この保険契約に、団体扱保険料分割払特約（一般A）、団体扱保
険料分割払特約（一般B）、団体扱保険料分割払特約（一般C）、団
体扱保険料分割払特約、団体扱保険料分割払特約（口座振替用）ま
たは団体扱保険料一括払特約（以下「団体扱特約」といいます。）
のいずれかが締結されていること。

②　団体扱特約第１条（この特約の適用条件）に定める集金者（以下
「集金者」といいます。）と当会社との間に「追加保険料集金に係わ
る覚書」（以下「覚書」といいます。）が締結されていること。

③　保険契約者または被保険者が、普通保険約款一般条項第３条（告
知義務）⑶の③の訂正の申出または同条項第４条（通知義務）⑴、
同条項第５条（契約自動車の譲渡）⑴、同条項第６条（契約自動車
の入替）⑴もしくは同条項第11条（保険料の返還または追加保険料
の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤の通知を書面ま
たは当会社の定める通信手段により、当会社の所定の連絡先に対し
て直接行ったこと。

第２条（追加保険料の払込方法）

⑴　団体扱特約第５条（追加保険料の払込み）⑴および⑶の規定にかか
わらず、普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険
料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤の
規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、
この特約により、団体扱特約第１条（この特約の適用条件）に定める
保険料集金契約および前条に定める覚書の規定により、集金者を経て、
当会社に払い込むことができます。

⑵　団体扱保険料一括払特約第２条（保険料の一括払）に定めるところ
により、保険料を一括して払い込んでいる場合は、⑴の規定により、
集金者を経て、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込むこととし
ます。

⑶　団体扱特約（団体扱保険料一括払特約を除きます。）第２条（保険
料の分割払）に定めるところにより、保険料を分割して払い込んでい
る場合は、⑴の規定により、集金者を経て、追加保険料の全額を一時
にまたは異動承認書記載の回数および金額（以下「分割追加保険料」
といいます。）に分割して当会社に払い込むこととします。

第３条（特約の失効）

　　団体扱特約第７条（特約の失効）の規定により、同特約が効力を失っ
た場合には、この特約も効力を失います。

第４条（特約失効後の未払込追加保険料等の払込み）

　　前条の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は団体
扱保険料分割払特約（一般A）、団体扱保険料分割払特約（一般B）もし
くは団体扱保険料分割払特約に規定する集金不能日、または団体扱保険
料分割払特約（一般C）、団体扱保険料分割払特約（口座振替用）もし
くは団体扱保険料一括払特約に規定する集金不能日等（以下「集金不能
日等」といいます。）から１か月以内に、未払込追加保険料または未払
込分割追加保険料（追加保険料から既に払い込まれた分割追加保険料の
総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
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を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。

第５条（未払込追加保険料等不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込追加保険料または未払込分割
追加保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未
払込追加保険料または未払込分割追加保険料の全額を領収するまでの間
に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第６条（解　除－特約失効による未払込追加保険料等不払の場合）

⑴　当会社は、第４条（特約失効後の未払込追加保険料等の払込み）に
定める期間内に未払込追加保険料または未払込分割追加保険料の全額
が払い込まれなかった場合は、この保険契約を解除することができま
す。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力
を生じます。ただし、集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合
は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

8-8  団体扱特約の追加保険料の分割払に
関する特約
［正式名称］団体扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に、団体扱保険料分割払特約（一般A）、
団体扱保険料分割払特約（一般B）、団体扱保険料分割払特約（一般C）、
団体扱保険料分割払特約または団体扱保険料分割払特約（口座振替用）
（以下「団体扱特約」といいます。）のいずれかが締結されている場合に
適用されます。

第２条（追加保険料の分割払）

　　団体扱特約第５条（追加保険料の払込み）⑴および⑶の規定にかかわ
らず、普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の
請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤の規定に
より、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この特約
により、異動承認書記載の回数および金額（以下「分割追加保険料」と
いいます。）に分割して当会社に払い込むことができます。この場合、
第２回以降の分割追加保険料については、団体扱特約第１条（この特約
の適用条件）に定める保険料集金契約の規定により、集金者を経て払い
込まなければなりません。

第３条（第１回分割追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①または③に定めるとこ
ろに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金
者を経ることなく、第１回分割追加保険料を一時に当会社に払い込ま
なければなりません。

⑵　保険契約者が⑴の第１回分割追加保険料の払込みを怠った場合は、
当会社は、第１回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に
契約自動車の入替自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約自
動車の入替の通知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に対
する自動補償）⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生
じた事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
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⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、第１回分割追加保険料を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑷　保険契約者が⑶の第１回分割追加保険料の払込みを怠った場合は、
当会社は、第１回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったもの
として、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支
払います。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されて
いる場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対す
る自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規
定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損
害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

第４条（特約の失効）

　　団体扱特約第７条（特約の失効）の規定により、同特約が効力を失っ
た場合には、この特約も効力を失います。

第５条（特約失効後の未払込分割追加保険料の払込み）

　　前条の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は団体
扱保険料分割払特約（一般A）、団体扱保険料分割払特約（一般B）もし
くは団体扱保険料分割払特約に規定する集金不能日、または団体扱保険
料分割払特約（一般C）もしくは団体扱保険料分割払特約（口座振替用）
に規定する集金不能日等（以下「集金不能日等」といいます。）から１
か月以内に、未払込分割追加保険料（追加保険料から既に払い込まれた
分割追加保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）
の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなり
ません。

第６条（未払込分割追加保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割追加保険料の全額が払い
込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込分割追加保険料の全
額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。

第７条（解　除－特約失効による未払込分割追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第５条（特約失効後の未払込分割追加保険料の払込み）
に定める期間内に未払込分割追加保険料の全額が払い込まれなかった
場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は
集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、
集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日か
ら将来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

8-9  団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに
関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に、団体扱保険料分割払特約（一般A）、
団体扱保険料分割払特約（一般B）、団体扱保険料分割払特約（一般C）、
団体扱保険料分割払特約、団体扱保険料分割払特約（口座振替用）また
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は団体扱保険料一括払特約（以下「団体扱特約」といいます。）の適用
がある場合に適用されます。

第２条（特約失効後の追加保険料の払込み）

　　団体扱特約第７条（特約の失効）⑴の規定により団体扱特約が効力を
失った場合において、その効力を失った時以後、普通保険約款一般条項
第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承
認等の場合）⑴の①から⑤までの規定により、当会社が追加保険料を請
求したときは、次の①から④までに定めるところによります。
①　普通保険約款一般条項第11条⑴の①から④までに定めるところに
従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

②　保険契約者が①の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替
自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通
知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）
⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

③　普通保険約款一般条項第11条⑴の⑤に定めるところに従い、当会
社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時
に当会社に払い込まなければなりません。

④　保険契約者が③の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険
約款（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を支払い
ます。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されてい
る場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対す
る自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に
規定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

8-10  集団扱特約
［正式名称］集団扱に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　保険契約者が保険証券記載の集団（以下「集団」といいます。）
の構成員（その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を
含みます。以下同様とします。）であること。

②　集団、または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との
間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約（以
下「集金契約」といいます。）が締結されていること。

③　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集
金者」といいます。）に次のア．およびイ．のことを委託し、集金
者がそれを承諾していること。
ア．集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ．上記ア．により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。

第２条（保険料の払込方法）

⑴　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に
定められた保険料をいいます。以下同様とします。）を一括してまた
は保険証券記載の回数および金額（以下「分割保険料」といいます。）
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に分割して払い込むことを承認します。
⑵　保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保
険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定める
ところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

⑶　保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第１回分割保険料
を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定
めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第２回以降の分割
保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなけ
ればなりません。

第３条（保険料領収前の事故）

　　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条⑵の一括払保険料
または⑶の第１回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害
に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第１
回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、この規定は適用しません。

第４条（追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①から④までに定めると
ころに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集
金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑵　保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替自動
補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通知を受
領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）⑵に規
定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害ま
たは傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

⑷　保険契約者が⑶の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款
および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、こ
の保険契約に運転者年齢条件特約が適用されている場合で、かつ、当
会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対する自動補償）⑴の③の
承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規定する免許取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害に対して
は、この規定は適用しません。

第５条（保険料領収証の発行）

　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保
険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約
者に対してはこれを発行しません。

第６条（特約の失効）

⑴　この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し
た場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者に
よる保険料の集金が不能となった日、または②もしくは③の事実のと
きは、その事実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）
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から将来に向かってのみその効力を失います。
①　集金契約が解除されたこと。
②　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集
金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。ただ
し、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日か
ら起算して１か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

③　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険
料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

⑵　⑴の①または③の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面
をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知しま
す。

第７条（特約失効後の未払込保険料等の払込み）

　　前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不
能日等から１か月以内に、未払込保険料または未払込分割保険料（保険
料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
以下同様とします。）の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に
払い込まなければなりません。

第８条（未払込保険料等不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料または未払込分割保険
料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険
料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第９条（解　除－特約失効による未払込保険料等不払の場合）

⑴　当会社は、第７条（特約失効後の未払込保険料等の払込み）に定め
る期間内に未払込保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ない場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解
除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。ただ
し、集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末
日から将来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

解除の場合の保険料の取扱いについては、「解除の場合の保険料の取扱い
一覧」（304ページ）をご確認ください。

8-11  集団扱特約の追加保険料払込方法等に
関する特約
［正式名称］集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている
場合に適用されます。
①　この保険契約に、集団扱に関する特約（以下「集団扱特約」とい
います。）が適用されていること。

②　集団扱特約第１条（この特約の適用条件）に定める集金者（以下
「集金者」といいます。）と当会社との間に「追加保険料集金に係わ
る覚書」（以下「覚書」といいます。）が締結されていること。

③　保険契約者または被保険者が、普通保険約款一般条項第３条（告
知義務）⑶の③の訂正の申出または同条項第４条（通知義務）⑴、
同条項第５条（契約自動車の譲渡）⑴、同条項第６条（契約自動車
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の入替）⑴もしくは同条項第11条（保険料の返還または追加保険料
の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤の通知を書面ま
たは当会社の定める通信手段により、当会社の所定の連絡先に対し
て直接行ったこと。

第２条（追加保険料の払込方法）

⑴　集団扱特約第４条（追加保険料の払込み）⑴および⑶の規定にかか
わらず、普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険
料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤の
規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、
この特約により、集団扱特約第１条（この特約の適用条件）に定める
保険料集金契約および前条に定める覚書の規定により、集金者を経て、
当会社に払い込むことができます。

⑵　集団扱特約第２条（保険料の払込方法）⑴に定めるところにより、
保険料を一括して払い込んでいる場合は、⑴の規定により、集金者を
経て、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込むこととします。

⑶　集団扱特約第２条（保険料の払込方法）⑴に定めるところにより、
保険料を分割して払い込んでいる場合は、⑴の規定により、集金者を
経て、追加保険料の全額を一時にまたは異動承認書記載の回数および
金額（以下「分割追加保険料」といいます。）に分割して当会社に払
い込むこととします。

第３条（特約の失効）

　　集団扱特約第６条（特約の失効）の規定により、同特約が効力を失っ
た場合には、この特約も効力を失います。

第４条（特約失効後の未払込追加保険料等の払込み）

　　前条の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集団
扱特約第６条（特約の失効）に規定する集金不能日等（以下「集金不能
日等」といいます。）から１か月以内に、未払込追加保険料または未払
込分割追加保険料（追加保険料から既に払い込まれた分割追加保険料の
総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者
を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。

第５条（未払込追加保険料等不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込追加保険料または未払込分割
追加保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未
払込追加保険料または未払込分割追加保険料の全額を領収するまでの間
に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第６条（解　除－特約失効による未払込追加保険料等不払いの場合）

⑴　当会社は、第４条（特約失効後の未払込追加保険料等の払込み）に
定める期間内に未払込追加保険料または未払込分割追加保険料の全額
が払い込まれなかった場合は、この保険契約を解除することができま
す。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力
を生じます。ただし、集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合
は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

 8 - 10
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8-12  集団扱特約の追加保険料の分割払に
関する特約
［正式名称］集団扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場
合に適用されます。
①　この保険契約に、集団扱に関する特約（以下「集団扱特約」とい
います。）が締結されていること。

②　集団扱特約第２条（保険料の払込方法）⑴に定めるところにより、
保険料を分割して払い込んでいること。

第２条（追加保険料の分割払）

　　集団扱特約第４条（追加保険料の払込み）⑴および⑶の規定にかかわ
らず、普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の
請求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①、③または⑤の規定に
より、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この特約
により、異動承認書記載の回数および金額（以下「分割追加保険料」と
いいます。）に分割して当会社に払い込むことができます。この場合、
第２回目以降の分割追加保険料については、集団扱特約第１条（この特
約の適用条件）に定める保険料集金契約の規定により、集金者を経て払
い込まなければなりません。

第３条（第１回分割追加保険料の払込み）

⑴　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の①または③に定めるとこ
ろに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金
者を経ることなく、第１回分割追加保険料を一時に当会社に払い込ま
なければなりません。

⑵　保険契約者が⑴の第１回分割追加保険料の払込みを怠った場合は、
当会社は、第１回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に
契約自動車の入替自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約自
動車の入替の通知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に対
する自動補償）⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生
じた事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

⑶　普通保険約款一般条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請
求－告知・通知事項等の承認等の場合）⑴の⑤に定めるところに従い、
当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経るこ
となく、第１回分割追加保険料を一時に当会社に払い込まなければな
りません。

⑷　保険契約者が⑶の第１回分割追加保険料の払込みを怠った場合は、
当会社は、第１回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったもの
として、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支
払います。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されて
いる場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対す
る自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に規
定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損
害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

第４条（特約の失効）

　　集団扱特約第６条（特約の失効）の規定により、同特約が効力を失っ
た場合には、この特約も効力を失います。
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第５条（特約失効後の未払込分割追加保険料の払込み）

　　前条の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集団
扱特約に規定する集金不能日等（以下「集金不能日等」といいます。）
から１か月以内に、未払込分割追加保険料（追加保険料から既に払い込
まれた分割追加保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とし
ます。）の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなけ
ればなりません。

第６条（未払込分割追加保険料不払の場合の免責）

　　当会社は、前条に定める期間内に未払込分割追加保険料の全額が払い
込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込分割追加保険料の全
額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。

第７条（解　除－特約失効による未払込分割追加保険料不払の場合）

⑴　当会社は、第５条（特約失効後の未払込分割追加保険料の払込み）
に定める期間内に未払込分割追加保険料の全額が払い込まれなかった
場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は
集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、
集金不能日等が保険期間の末日以降となる場合は、保険期間の末日か
ら将来に向かってのみその効力を生じます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の
住所にあてた書面により解除の通知を行います。

⑶　⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領
収した保険料は返還しません。

8-13  集団扱特約失効後の追加保険料の払込みに
関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、この保険契約に、集団扱に関する特約の適用がある場合
に適用されます。

第２条（特約失効後の追加保険料の払込み）

　　集団扱に関する特約第６条（特約の失効）⑴の規定により同特約が効
力を失った場合において、その効力を失った時以後、普通保険約款一般
条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等
の承認等の場合）⑴の①から⑤までの規定により、当会社が追加保険料
を請求したときは、次の①から④までに定めるところによります。
①　普通保険約款一般条項第11条⑴の①から④までに定めるところに
従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

②　保険契約者が①の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。ただし、この保険契約に契約自動車の入替
自動補償特約があわせて適用され、当会社が契約自動車の入替の通
知を受領したときは、同特約第２条（入替自動車に対する自動補償）
⑵に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

③　普通保険約款一般条項第11条⑴の⑤に定めるところに従い、当会
社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時
に当会社に払い込まなければなりません。

④　保険契約者が③の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
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保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険
約款（付帯された他の特約を含みます。）に従い、保険金を支払い
ます。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約が適用されてい
る場合で、かつ、当会社が同特約第３条（運転免許資格取得に対す
る自動補償）⑴の③の承認の請求を受領したときは、同条⑴の②に
規定する免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。

お手続きに関わる特約

9-1  契約自動車の入替自動補償特約

第１条（この特約の適用条件）

⑴　この特約は、記名被保険者が個人である場合、または保険証券にノ
ンフリート契約である旨記載されている場合に適用されます。

⑵　この特約において、入替自動車とは、普通保険約款一般条項第６条
（契約自動車の入替）⑴の①に定める新規取得自動車のうち契約自動
車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として同条⑴の①のア．
からエ．までのいずれかに該当する者が新たに取得（所有権留保条項
付売買契約に基づく購入を含みます。）し、または１年以上を期間と
する貸借契約により借り入れた自動車をいいます。

第２条（入替自動車に対する自動補償）

⑴　当会社は、この特約により、普通保険約款一般条項第６条（契約自
動車の入替）⑶の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件を
いずれも満たす場合にかぎり、取得日以後入替の承認をするまでの間
は、入替自動車を契約自動車とみなして、普通保険約款（付帯された
他の特約を含みます。）を適用します。ただし、同条⑴の①に定める
自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された契約自動車
について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。
①　同条項第６条⑴の①に定める自動車の新規取得において、契約自
動車が廃車、譲渡または返還されたこと。

②　入替自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者
が当会社の指定する方法により契約自動車の入替の通知を行い、当
会社がこれを受領したこと。

⑵　この特約において、取得日とは実際に入替自動車を取得した日で
あって、保険契約者または入替自動車の所有者が、当会社に対して入
替自動車を取得した日が確認できる資料を提出し、当会社が妥当であ
ると認めた日をいいます。なお、入替自動車を実際に取得した日が確
認できない場合は、入替自動車の自動車検査証（注）に入替自動車の
所有者の氏名が記載された日または登録識別情報制度により所有者と
して登録された日とします。

⑶　この特約において、所有者とは次の①から③までのいずれかに該当
する者をいいます。
①　入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　入替自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されてい
る場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、入替自動車を所有する者
（注）自動車検査証
　　　自動車届出済証および標識交付証明書を含みます。
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第３条（車両保険の特則）

　　取得日から、当会社が前条の契約自動車の入替の承認をした時までの
期間の入替自動車についての普通保険約款車両条項、車両価額協定特約
および車両新価特約の適用においては、前条の規定にかかわらず、次の
①から③までの定めるところによります。
①　車両新価特約は適用しません。
②　車両価額協定特約第３条（協定保険価額の変更）⑵の規定は適用
しません。

③　取得日における入替自動車の価額（注）を普通保険約款車両条項
の保険金額ならびに車両価額協定特約の保険金額および協定保険価
額とみなします。

（注）価額
　　　入替自動車と同一の用途および車種、同年式で同じ損耗度の自

動車の市場販売価格相当額をいいます。

第４条（保険料の返還または追加保険料の請求）

⑴　当会社は、第２条（入替自動車に対する自動補償）の場合には、そ
の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求で
きます。

⑵　当会社は、⑴の追加保険料を、普通保険約款一般条項第11条（保険
料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の③の追加保険料とみなします。この場合において、保険契約者が
その追加保険料の支払を怠ったときの取扱いについては、取得日の翌
日から起算して30日以内に生じた事故を除き、普通保険約款および付
帯された他の特約の規定を適用します。

9-2  安心更新サポート特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に
適用されます。

第２条（保険契約の更新）

⑴　この保険契約の満了する日（以下「満期日」といいます。）ごとに
定められた次の通知締切日までに、当会社または保険契約者のいずれ
か一方よりこの特約を適用しない旨の意思表示がされない場合には、
この保険契約は次条に定める内容で更新されるものとします。以後毎
年同様とします。

満　期　日 通知締切日

１日から15日までの日である場合 満期日の属する月の前月10日

16日から末日までの日である場合 満期日の属する月の前月25日

⑵　⑴の規定により更新される保険契約（以下「更新後契約」といいま
す。）の保険期間の初日は満期日とします。

⑶　⑴および⑵の規定によりこの保険契約が更新された場合には、当会
社は、保険証券または保険契約継続証もしくはこれに代わる書面（以
下「継続証等」といいます。）を保険契約者に交付します。ただし、
この保険契約更新の際に、保険契約者と当会社との間に継続証等を交
付しないことについての合意がある場合（注）は、当会社は、継続証
等の保険契約者への交付を省略できます。
（注）継続証等を交付しないことについての合意がある場合
　　　この保険契約がこの特約の規定により更新された保険契約であ

る場合で、当会社がこの保険契約の継続証等を保険契約者に交付
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していないときを含みます。

第３条（更新後契約の内容）

⑴　次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合には、この保険
契約は、保険契約者が申し出た内容で更新されるものとします。
①　当会社が、保険契約者に対して、通知締切日までに、更新後の内
容についての提示を行うこと。

②　①の提示に基づき、保険契約者が、当会社に対して、更新後契約
の内容の申出（注１）を行い、当会社がこれを承認すること。

⑵　⑴以外の場合は、この保険契約は、満期日と同一の内容（注２）に
て更新されるものとします（この⑵の規定により更新された契約を「自
動更新後契約」といいます。）。
（注１）申出
　　　　当会社の定める通信手段による申出を含みます。
（注２）同一の内容
　　　　別表に定める内容を除きます。

第４条（更新後契約の保険料の取扱い）

　　更新後契約の保険料の払込みに関する取扱いは、更新後契約の普通保
険約款および付帯される他の特約の定めるところによります。

第５条（更新後契約の告知義務）

⑴　第２条（保険契約の更新）⑴の規定によりこの保険契約を更新する
場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険契
約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、書面をもって当会社に
告げなければなりません。
①　保険契約申込書に記載した事項、保険証券に記載された事項また
は継続証等に記載された事項に変更があったとき。

②　この保険契約の普通保険約款および付帯された特約の規定により
当会社に通知すべき事項が生じたとき。

⑵　⑴の告知については、更新後契約の普通保険約款一般条項第３条（告
知義務）の規定を適用します。

第６条（契約自動車の入替自動補償特約の適用）

　　この保険契約に契約自動車の入替自動補償特約が適用される場合で、
この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第２条（入替自動車
に対する自動補償）⑵に定める取得日があり、同条の承認の請求があっ
たときは、取得日の翌日から起算して30日以内の、更新後契約の保険期
間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、更
新後契約の同特約を適用します。

第７条（新規運転免許取得者に関する特則）

　　この保険契約に運転者年齢条件特約が適用される場合で、この保険契
約の保険期間が満了する時までに同特約第３条（運転免許資格取得に対
する自動補償）⑴の②に定める免許取得日があり、同条⑴の③の承認の
請求があったときは、免許取得日の翌日から起算して30日以内の、更新
後契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害に対して
は、更新後契約の同特約を適用します。

第８条（継続契約の取扱いに関する特約の適用）

　　当会社は、第２条（保険契約の更新）⑴の規定により、この保険契約
が更新された場合には、継続契約の取扱いに関する特約の規定を適用し
ません。
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＜別表＞  自動更新後契約に適用される内容（同一条件の例外）

項　　　目 内　　　　　　　容

保

険

金

額

関

連

車両保険の保険
金額（普通保険
約款車両条項の
適用がある場
合）

⑴　自動更新後契約に車両価額協定特約が適用さ
れる場合の協定保険価額は、継続証等に記載さ
れた保険契約者の住所にあてた書面（以下「継
続通知」といいます。）に記載された額（契約
自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・
初度登録年月または初度検査年月の自動車の市
場販売価格相当額を基準として算定した自動更
新後契約の保険期間の初日時点での契約自動車
の価額見積額とします。）とします。

⑵　⑴以外の場合の車両保険金額は、継続通知に
記載された額（この保険契約の車両保険金額を
基準とし、契約自動車の税法上の減価償却残存
率等を参考にして算定した自動更新後契約の保
険期間の初日時点における契約自動車の価額見
積額とします。）とします。

この保険契約に
等級プロテクト
特約が付帯され
ている場合

自動更新後契約の保険期間の初日における保険事
故歴等の条件が、当会社の定める範囲外となる場
合は、等級プロテクト特約は自動更新後契約には
適用されません。

この保険契約に
車両新価特約が
付帯されている
場合

自動更新後契約の保険期間の末日が車両新価特約
第１条（この特約の適用条件）に定める期間の範
囲外となる場合は、同特約は自動更新後契約には
適用されません。

補

償

お

よ

び

保

険

料

関

連

⑴　上記に記載のほか、特約に定める適用条件により、この保険契
約に適用されている特約が自動更新後契約に適用されないこと、
またはこの保険契約に適用されていない特約が自動更新後契約に
適用されることがあります。

⑵　自動更新後契約の保険期間の初日におけるこの保険契約の保険
事故歴等、自動更新後契約の保険料を決定するための条件が変更
となる場合には、自動更新後契約の保険料は、変更後の条件によっ
て定めるものとします。

⑶　当会社は、自動更新後契約の保険料の払込みについては、この
保険契約と異なる払込方法とすることまたはこの保険契約に適用
されている特約と異なる特約を適用することがあります。

⑷　⑴から⑶までのほか、当会社が普通保険約款、特約、保険引受
に関する制度または保険料率等（以下「制度・料率等」といいま
す。）を改定（注）した場合は、次の①および②に定めるところ
によります。
①　当会社は、自動更新後契約には、保険期間の初日における制
度・料率等を適用するものとします。

②　当会社は、自動更新後契約には、この保険契約に適用されて
いる普通保険約款または特約と内容の全部または一部を同じく
する他の普通保険約款または特約を適用することがあります。

⑸　⑴から⑷までのいずれかに該当する場合、当会社は、満期日以
前の当会社所定の日までに、その変更の内容または変更がある旨
を、この保険契約の保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書
面により通知します。

 9 - 2
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（注）改定
　　　普通保険約款または特約の新設または廃止、名称の変更、

内容の変更、適用条件の変更等を含みます。

9-3  継続うっかり特約
［正式名称］継続契約の取扱いに関する特約

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険証券にノンフリート契約である旨記載されており、
かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用
されます。
①　この保険契約が１年以上を保険期間とする保険契約であること。
ただし、継続契約に対して当会社の定めるノンフリート保険期間通
算特則を適用するために当会社と締結した保険期間を１年未満とす
る保険契約を含みます。

②　この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこ
と。

第２条（継続契約）

　　この特約において継続契約とは、この保険契約と保険契約者、記名被
保険者および契約自動車を同一として当会社と締結する契約で、この保
険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。

第３条（継続契約に関する特則）

⑴　この保険契約の継続契約の締結手続き漏れ（以下この条において、
「継続漏れ」といいます。）があった場合であっても、次の①から⑤ま
でに定める条件をいずれも満たしているときにかぎり、この保険契約
が満了する日と同一の内容（別表に定める内容を除きます。）で継続
されたものとして取り扱います。ただし、この保険契約の保険期間が
１年に満たない場合、継続契約の保険期間は１年とします。
①　この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生
していないこと。

②　契約自動車を同一とする他の保険契約等（注）がないこと。
③　この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続
契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。

④　保険契約者が、この保険契約の保険期間の末日の翌日から起算し
て30日以内に書面により継続契約の申込みを行うこと。

⑤　継続契約に付帯される特約に別に定める場合を除いて、保険契約
者が④の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこ
と。

⑵　当会社が、電話、面談等により保険契約者に対して直接継続の意思
表示を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により継続漏れと
なった場合は、⑴の規定を適用しません。
（注）他の保険契約等
　　　継続契約の普通保険約款賠償責任条項、人身傷害補償条項また

は車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の
保険契約または共済契約をいいます。

第４条（保険責任に関する特則）

　　前条の規定により締結された継続契約に対しては、次の①および②の
規定は適用しません。
①　普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および終期）⑵の
規定

②　継続契約に付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事

295



お
手
続
き
に
関
わ
る
特
約

故の取扱いに関する規定。ただし、前条⑴の⑤の規定により、同条
⑴の④の申込みと同時に払い込まれた継続契約の保険料にかぎりま
す。

第５条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

＜別表＞ 継続契約に適用される内容（同一条件の例外）

項　　　目 内　　　　　　　容

保

険

金

額

関

連

車両保険の保険
金額
（普通保険約款
車両条項の適用
がある場合）

⑴　継続契約に車両価額協定特約が適用される場
合の協定保険価額は、契約自動車と同一の用途・
車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または
初度検査年月の自動車の市場販売価格相当額を
基準として算定した継続契約の保険期間の初日
時点での契約自動車の価額見積額とします。
⑵　継続契約に車両新価特約が適用される場合の
新車価格相当額は、次の①または②に定めると
ころによります。
①　契約自動車と同一の用途・車種・車名・型
式・仕様の自動車がある場合は、継続契約の
保険期間の初日時点における当会社が別に定
める「自動車保険車両標準価格表」等（以下
「車両標準価格表等」といいます。）に記載さ
れたその自動車の新車の市場販売価格相当額
②　①以外の場合は、継続契約の保険期間の初
日時点における車両標準価格表等に記載され
た初度登録１年未満の契約自動車と同等クラ
スの自動車の価格

⑶　⑴および⑵以外の場合の車両保険金額は、こ
の保険契約の車両保険金額を基準とし、契約自
動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして
算定した継続契約の保険期間の初日時点におけ
る契約自動車の価額見積額とします。

補

償

お

よ

び

保

険

料

関

連

この保険契約に
車両新価特約が
付帯されている
場合

継続契約の保険期間の末日が車両新価特約第１条
（この特約の適用条件）に定める期間の範囲外と
なる場合は、同特約は継続契約には適用されませ
ん。

⑴上記に記載のほか、特約に定める適用条件により、この保険契約
に適用されている特約が継続契約に適用されないこと、またはこ
の保険契約に適用されていない特約が継続契約に適用されること
があります。

⑵　継続契約の保険期間の初日におけるこの保険契約の無事故実績
等、継続契約の保険料を決定するための条件が変更となる場合に
は、継続契約の保険料は、変更後の条件によって定めるものとし
ます。

⑶　当会社は、継続契約の保険料の払込みについては、この保険契
約と異なる払込方法とすることまたはこの保険契約に適用されて
いる特約と異なる特約を適用することができます。

 9 - 2
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⑷　⑴から⑶までのほか、当会社が普通保険約款、特約、保険引受
に関する制度または保険料率等（以下「制度・料率等」といいま
す。）を改定（注）した場合は、次の①および②に定めるところ
によります。
①　当会社は、継続契約には、継続契約の保険期間の初日におけ
る制度・料率等を適用するものとします。

②　当会社は、継続契約には、この保険契約に適用されている普
通保険約款または特約と内容の全部または一部を同じくする他
の普通保険約款または特約を適用することがあります。

（注）改定
　　　普通保険約款または特約の新設または廃止、名称の変更、

内容の変更、適用条件の変更等を含みます。

9-4  リースカーに関する特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

リース契約 あらかじめ借受人を定めて有償で自動車を貸渡しする
ことを業としている者との貸借契約をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

　　この特約は、保険契約者と当会社との間に、保険契約者がリース契約
により貸出す自動車（注）を契約自動車として保険契約を引き受ける旨
の契約書（以下「契約書」といいます。）が締結されており、かつ、こ
の保険契約がその契約書に基づいて締結されたものである場合に適用さ
れます。
（注）リース契約により貸出す自動車
　　　あらかじめ別段の約定を行った自動車を除きます。

第２条（保険責任の始期）

　　当会社は、この特約により、普通保険約款一般条項第１条（保険責任
の始期および終期）⑵ならびに保険料一括払特約（即時払）第２条（保
険料の払込み）および同特約第３条（保険料領収前の事故）の規定は適
用しません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による
損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場
合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求するこ
とができます。
①　保険契約者が契約書に定められた保険料の払込期日までに保険料
の払込みを行わなかった場合は、保険料領収前に生じた事故

②　保険契約者が契約書に定められた保険契約の申込期日までに保険
契約の申込みを行わなかった場合で、その事実について保険契約者
が自己の故意および重大な過失によらなかったことを立証できな
かったときは、保険契約者が契約書に定められた訂正の手続を行う
までの間に生じた事故

第３条（リース契約の終了または解除の場合）

　　当会社は、この特約により、契約自動車についてのリース契約の終了
または解除により保険契約者が賃借人から契約自動車の返還を受けた場
合（以下「事実発生」といいます。）は、その事実発生の時以後に生じ
た事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第４条（解　除）

　　保険契約者が前条の事実発生に基づき、契約書に定められた期日まで
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に当会社に対してこの保険契約を解除する旨を通知した場合は、普通保
険約款一般条項第10条（解除）⑷の規定にかかわらず、事実発生の時か
ら将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。

9-5  全車両一括特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

所有者 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいま
す。
①　自動車が所有権留保条項付売買契約により売買
されている場合は、その買主
②　自動車が１年以上を期間とする貸借契約により
貸借されている場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、自動車を所有する者

精算日 保険証券記載の精算日をいいます。

通知締切日 保険証券記載の通知締切日をいいます。

通知日 保険証券記載の通知日をいいます。

フリート成績合
算制度

当会社の定めるところに従い、連結決算を行っている
親企業を中核とした企業集団内における各企業の合算
保険成績に基づきそれらの保険契約に適用する保険料
の割増引を決定する制度をいいます。

第１条（この特約の適用条件）

⑴　この特約は、この保険契約締結の時において、被保険者（普通保険
約款賠償責任条項の適用がある場合は、保険証券記載の被保険者をい
い、同条項の適用がない場合は、契約自動車の所有者をいいます。以
下同様とします。）が自ら使用するために既に取得（所有権留保条項
付売買契約による購入または１年以上を期間とする賃貸借契約による
借入れを含みます。以下同様とします。）していた自動車（原動機付
自転車を含みます。以下同様とします。）で保険証券記載の条件に該
当するもののすべてを、この保険契約によって一括して保険に付し、
かつ、保険期間の中途で被保険者が自ら使用するために取得する自動
車で、保険証券記載の条件に該当するもののすべてを、この保険契約
によって漏れなく保険に付すこととする場合であって、保険証券にこ
の特約を適用する旨記載されているときに適用されます。

⑵　この保険契約に、フリート成績合算制度が適用されている場合は、
当会社は、そのフリート成績合算制度の対象となる他の法人（以下「他
の成績合算対象企業」といいます。）が既に取得していた自動車およ
び保険期間の中途で取得する自動車を、被保険者が既に取得していた
自動車および保険期間の中途で取得する自動車とみなしてこの特約の
規定を適用します。

第２条（中途対象自動車に対する自動補償）

⑴　被保険者が自ら使用するために、保険証券記載の条件に該当する自
動車を保険期間の中途で取得した場合は、当会社は、この特約により、
その自動車（以下「中途対象自動車」といいます。）に対して、自動
的にこの保険契約を適用します。

⑵　中途対象自動車にかかわる当会社の保険責任は、中途対象自動車が
被保険者（この保険契約にフリート成績合算制度が適用されている場
合は、中途対象自動車の所有者を含みます。）の直接の管理下に入っ
た時（以下「取得時」といいます。）に始まり、保険期間の末日の午
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後４時に終わります。
⑶　被保険者は、自ら使用するために、第１回目の通知締切日の２か月
前の応当日の翌日から保険期間の始期までに取得した自動車で、保険
証券記載の条件に該当するものを、保険期間の始期における中途対象
自動車に含めることができるものとします。

⑷　⑶に定める自動車にかかわる当会社の保険責任は、⑵の規定にかか
わらず、保険期間の始期に始まり、保険期間の末日の午後４時に終わ
ります。

⑸　⑶に定める自動車は、第６条（手続漏れがあった場合）に定める手
続漏れ自動車に含みません。この場合、第８条（特約の解除）⑴の②
の規定は適用しません。

第３条（通　知）

⑴　保険契約者または被保険者は、毎月、通知締切日以前１か月分の中
途対象自動車を、通知日までに、当会社所定の書面により当会社に通
知しなければなりません。

⑵　この保険契約締結の時に保険に付された自動車または中途対象自動
車を、被保険者が廃車、譲渡または返還した場合（注）も、⑴と同様
とします。
（注）廃車、譲渡または返還した場合
　　　この保険契約にフリート成績合算制度が適用されている場合

は、保険証券記載の他の成績合算対象企業が所有する自動車が、
保険証券記載の条件に該当しなくなった場合を含みます。

第４条（保険料の精算）

⑴　当会社は、前条⑴の通知を受領した場合は、その定めるところに従
い、追加保険料を請求します。

⑵　当会社は、前条⑵の通知を受領した場合は、その定めるところに従
い、保険料を返還します。

⑶　⑴および⑵の保険料は、毎月、精算日までに精算するものとします。
⑷　この保険契約に保険料分割払特約（大口口座振替）または保険料分
割払特約（大口）が適用されている場合は、⑴の追加保険料（⑵の保
険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。以下この条におい
て、同様とします。）を、異動承認書記載の回数および金額に分割し
て払い込むことができます。この場合の取扱いについては、次の①お
よび②に定めるところによります。
①　保険契約者は、第１回追加保険料を精算日までに払い込まなけれ
ばなりません。

②　第２回以降の追加保険料については、次のア．およびイ．に定め
る払込期日までに払い込まなければなりません。この場合において、
保険契約者が第２回以降の追加保険料の払込みを怠ったときの取扱
いについては、第２回以降の追加保険料を保険料分割払特約（大口
口座振替）Ⅲ追加保険料払込条項または保険料分割払特約（大口）
Ⅲ追加保険料払込条項（以下この②において、「追加保険料払込条項」
といいます。）に定める第２回以降の追加保険料とみなして、追加
保険料払込条項の規定を適用します。
ア．第２回追加保険料については、異動承認書記載の払込期日
イ．第３回以降の追加保険料については、第２回追加保険料の払込
期日以降に到来する毎月の払込期日

⑸　⑴の追加保険料の全額または⑷の①の第１回追加保険料が精算日ま
でに払い込まれなかった場合は、当会社は、その精算日に対応する通
知締切日の１か月前の応当日の翌日以後に取得した中途対象自動車
（以下この条において、「未精算等の中途対象自動車」といいます。）
について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、そ
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の返還を請求することができます。
⑹　未精算等の中途対象自動車のうち既に精算日の到来しているものに
つき⑴の追加保険料の全額または⑷の①の第１回追加保険料が払い込
まれた場合は、その払込みの時以後に生じた事故による損害または傷
害に対しては、⑸の規定を適用しません。

第５条（契約条件等の変更）

⑴　この保険契約締結の時に保険に付された自動車または第３条（通知）
⑴の通知を当会社が既に受領している中途対象自動車について、保険
期間の中途で保険契約の条件を変更する場合には、保険契約者は、自
動車１台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承
認の請求を行わなければなりません。

⑵　第３条（通知）⑴の通知を当会社が受領していない中途対象自動車
（第７条（通知に遅滞または脱漏があった場合）の通知漏れの中途対
象自動車を除きます。）について、その取得時から保険証券記載の条
件と異なる条件で保険に付す場合または保険期間の中途で保険契約の
条件を変更する場合には、保険契約者は、自動車１台ごとに、その都
度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければ
なりません。

⑶　当会社は、⑴および⑵の場合には、その定めるところに従い、保険
料を返還し、または追加保険料を請求できます。

⑷　当会社は、⑶の追加保険料を、普通保険約款一般条項第11条（保険
料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の承認等の場合）
⑴の⑤の追加保険料とみなします。この場合において、保険契約者が
その追加保険料の払込みを怠ったときの取扱いについては、普通保険
約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。

第６条（手続漏れがあった場合）

⑴　この保険契約締結の時に、被保険者が自ら使用するために既に取得
していた自動車で保険証券記載の条件に該当するものを、この保険契
約によって保険に付していなかったこと（以下この条において、「手
続漏れ」といいます。）が判明した場合には、当会社は、第２条（中
途対象自動車に対する自動補償）の規定を適用しません。ただし、そ
の手続漏れの事実を当会社が知った時までに第３条（通知）⑴の通知
を受領している中途対象自動車については、第２条の規定を適用しま
す。

⑵　手続漏れが保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によ
らなかったことを保険契約者または被保険者が証明した場合で、当会
社が手続漏れの事実を知った時以後の最も早い通知日までに保険契約
者または被保険者がその手続漏れ自動車について書面によって保険期
間の始期からの訂正を申し出て、当会社がこれを承認したときは、⑴
の規定を適用しません。

⑶　⑵の場合において、当会社の承認前に手続漏れ自動車に生じた事故
による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第７条（通知に遅滞または脱漏があった場合）

　　第３条（通知）⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合は、遅滞また
は脱漏のあった中途対象自動車（以下「通知漏れの中途対象自動車」と
いいます。）および当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、
同条⑴の規定により通知されるすべての中途対象自動車に対して、当会
社は第２条（中途対象自動車に対する自動補償）の規定を適用しません。
ただし、その遅滞または脱漏が、保険契約者または被保険者の故意およ
び重大な過失によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明し
た場合で、当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後の最も早
い通知日までに保険契約者または被保険者がその通知漏れの中途対象自
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動車について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認したと
きは、同条の規定を適用します。

第８条（特約の解除）

⑴　当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、保険
証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この
特約を解除することができます。
①　第４条（保険料の精算）⑴の追加保険料（同条⑵の保険料がある
場合は、相殺した後の保険料とします。）の全額または同条⑷の①
の第１回追加保険料が精算日までに払い込まれなかった場合。ただ
し、同条⑹に該当する場合を除きます。

②　第６条（手続漏れがあった場合）⑴に該当する場合。ただし、同
条⑵の規定により訂正がなされた場合を除きます。

③　前条に該当する場合。ただし、同条ただし書の規定により訂正が
なされた場合を除きます。

⑵　保険契約者は、この保険契約を普通保険約款一般条項第10条（解除）
⑶の規定により解除する場合を除き、この特約を解除することができ
ません。

9-6  通販特約
　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

通信手段 電話、情報処理機器等の通信手段をいいます。

引受意思の表示 保険契約引受けの意思の表示をいいます。

保険契約の条件
等

保険契約の条件、保険料、保険料払込期限、保険料の
払込方法等をいいます。

申込意思の表示 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいま
す。

第１条（保険契約の申込み）

⑴　当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次の①また
は②に定めるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることがで
きるものとします。
①　当会社所定の保険契約申込書（以下「申込書」といいます。）に
所要の事項を記載し、当会社に送付すること。

②　通信手段を媒介とし、申込意思の表示を行うこと。
⑵　⑴の①の規定により当会社が申込書の送付を受けた場合は、当会社
は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、
保険契約の条件等を記載した通知書を保険契約者に送付するものとし
ます。

⑶　⑴の②の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会
社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、
通信手段を媒介として保険契約者に対して引受意思の表示を行い、保
険契約の条件等を記載した通知書および申込書を送付するものとしま
す。保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当
会社へ送付するものとします。この場合、保険契約者は通知書および
申込書に記載された保険契約の条件等の変更を行うことはできませ
ん。

⑷　保険契約者が⑶の通知書および申込書に記載された保険契約の条件
等の変更を行った場合は、当会社は、引受意思の表示を行わなかった
ものとします。この場合、当会社は、保険契約者が⑴の①の方法によ
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り保険契約の申込みをしたものとしてこの特約の規定を適用します。
⑸　当会社は、この特約により、⑵の場合においては当会社が通知書を
保険契約者に送付した時以後、⑶の場合においては当会社が引受意思
の表示を行った時以後、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始
期および終期）⑵の規定を適用しません。

第２条（解　除－申込書が送付されない場合）

⑴　当会社は、保険契約者により前条⑶の申込書が所定の期間内に当会
社に送付されない場合は、この保険契約を解除することができます。

⑵　当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者が申し出た住所に
あてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、当会社が
引受意思の表示を行った日から将来に向かってその効力を生じます。

第３条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。

9-7  インターネット特約
　　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　語 定　　義

契約情報画面 契約情報提示・入力画面をいいます。

重要事項 保険契約の契約条項のうち重要な事項をいいます。

通信手段 情報処理機器等の通信手段をいいます。

申込意思の表示 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいま
す。

第１条（保険契約の申込み）

⑴　当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を
媒介とし、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをする
ことができるものとします。

⑵　⑴の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、
保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約
情報画面を保険契約者に明示するものとします。

⑶　当会社は、重要事項を、契約情報画面に表示するものとします。
⑷　保険契約者は、重要事項を確認および同意したうえで契約情報画面
に定められた必要な事項を入力し、所定の期間内に当会社へ返信する
ものとします。

⑸　当会社は、この特約により、保険契約者が⑷の契約情報画面を返信
した時以後、普通保険約款一般条項第１条（保険責任の始期および終
期）⑵の規定を適用しません。

第２条（契約情報画面が返信されない場合の取扱い）

　　保険契約者により契約情報画面が所定の期間内に返信されない場合
は、この保険契約は成立しないものとします。

第３条（当会社への通知）

　　保険契約者または被保険者は次の①から⑤までに規定する訂正の申出
または通知を、通信手段により、行うことができます。
①　普通保険約款一般条項第３条（告知義務）⑶の③
②　同条項第４条（通知義務）⑴
③　同条項第５条（契約自動車の譲渡）⑴
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④　同条項第６条（契約自動車の入替）⑴
⑤　同条項第11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通
知事項等の承認等の場合）⑴の⑤

第４条（準用規定）

　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。こ
の場合において、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された
特約の規定中、「保険申込書の記載事項」とあるのを「契約情報画面の
入力事項」と、「保険申込書に記載」とあるのを「契約情報画面に入力」
と読み替えるものとします。

共同保険に関わる特約

10-1  共同保険特約

第１条（独立責任）

　　この保険契約は、保険証券記載の保険会社（以下「引受保険会社」と
いいます。）による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券
記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく
単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

第２条（幹事保険会社の行う事項）

　　保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社とし
て指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩まで
の事項を行います。
①　保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②　保険料の収納および受領または返戻
③　保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④　保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領お
よびその告知または通知の承認

⑤　保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承
認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通
知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥　保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対
する裏書等

⑦　保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧　事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険
金請求に関する書類等の受領

⑨　損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の
権利の保全

⑩　①から⑨までの事務または業務に付随する事項

第３条（幹事保険会社の行為の効果）

　　この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項
は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

第４条（保険契約者等の行為の効果）

　　この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知
その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなしま
す。
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解除の場合の保険料の取扱い一覧
　普通保険約款および付帯された特約の規定により、この保険契約が解除
された場合の保険料の取扱いは次の区分によるものとします。

１．保険料の取扱い

解除の根拠 取扱い方法
①　普通保険約款一般条項第３条
（告知義務）⑵

領収した保険料は返還しません。こ
の場合において、領収した保険料の
額がこの保険契約に定められた保険
料の総額に満たないときは、当会社
は、その差額を請求できます。

②　普通保険約
款一般条項第
10条（解除）
⑴の①または
この保険契約
に適用される
特約の規定

ア．保険契約者
または被保険
者の責に帰す
ことのできな
い事由による
場合

日割計算により算定した額を返還
し、または請求できます。ただし、
既経過期間中に当会社が保険金を支
払う損害または傷害が発生していた
場合は、領収した保険料は返還しま
せん。

イ．上記ア．以
外の場合

月割計算により算定した額を返還
し、または請求できます。ただし、
既経過期間中に当会社が保険金を支
払う損害または傷害が発生していた
場合は、領収した保険料は返還しま
せん。

③　普通保険約款一般条項第10条
⑴の②から④

月割計算により算定した額を返還
し、または請求できます。ただし、
既経過期間中に当会社が保険金を支
払う損害または傷害が発生していた
場合は、領収した保険料は返還しま
せん。

④　普通保険約款一般条項第10条
⑴の⑤

領収した保険料は返還しません。ま
た、月割計算により算定した額を請
求できます。

⑤　普通保険約款一般条項第10条
⑵　

日割計算により算定した額を返還
し、または請求できます。

⑥　普通保険約款一般条項第10条
⑶　

月割計算（注）により算定した額を
返還し、または請求できます。

（注）保険契約者が次の事由によりこの保険契約を解除する場合で、かつ、
当会社の定める条件を満たすときは、日割計算によるものとします。

解除の事由 具　体　例
現在の保険契約を
継続することがで
きない場合

記名被保険者が個人事業主である場合で、その個人
事業主が法人に変更されるとき、または記名被保険
者が法人である場合で、その法人が個人事業主に変
更されるとき。

記名被保険者が法人であり、かつ、その事業の一部
を分離し、分離された事業の遂行を目的とする新た
な法人を設立する場合で、分離・独立した法人を記
名被保険者とする保険契約の契約自動車が、この保
険契約の契約自動車となるとき。

共
同
保
険
に
関
わ
る
特
約
・
解
除
の
場
合
の
保
険
料
の
取
扱
い
一
覧

 9 - 7
 10 - 1
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記名被保険者が法人であり、かつ、その事業の全部
または一部を構成する権利義務関係を他の会社に包
括的に承継させる場合で、会社分割後の法人を記名
被保険者とする保険契約の契約自動車が、この保険
契約の契約自動車となるとき。

記名被保険者が法人である場合で、記名被保険者を
含む２以上の法人が法令上の規定に基づき合併する
とき。

契約形態の変更が
行われる場合

この保険契約を含む２以上の保険契約の保険期間の
初日および末日を統一する場合

全車両一括特約を付帯した保険契約を締結する場合
で、その保険契約の契約自動車が、この保険契約の
契約自動車となるとき。

この保険契約にノンフリート多数割引が適用されて
いる場合

２．返還する保険料の計算方法

　　原則として、当会社は、保険証券記載の払込方法および保険期間に対
応する次の①および②に定める算式により算出された額を返還します。
ただし、算出された額が「マイナス」となる場合は、当会社はその額を
請求することができます。
①　１．の取扱い方法が月割計算の場合

保険期間

払込方法

１年契約

短期契約

長期契約月割短期率
計算で契約
されたもの

日割計算
で契約さ
れたもの

保険料一括払特約
保険料一括払特約（即時払） ⑴ ⑶ ⑸ ⑺

保険料分割払特約
保険料分割払特約（大口口座振替） ⑵

保険料分割払特約（大口） ⑵ ⑷ ⑹

保険料分割払特約（長期契約）

口座
振替
年払

⑴

口座
振替
月払

⑵

団体扱一括払特約 ⑴ ⑶

団体扱分割払特約（一般Ａ）
団体扱分割払特約（一般Ｂ）
団体扱分割払特約（一般Ｃ）
団体扱分割払特約
団体扱分割払特約（口座振替用）

⑵

集団扱特約
一括払 ⑴ ⑶

分割払 ⑵
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⑴の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × １－

既経過期間に対
応する普通保険
約款＜別表Ⅲ＞に
掲げる短期料率

＝ 未経過保
険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料

⑵の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × １－

既経過期間に対
応する普通保険
約款＜別表Ⅲ＞に
掲げる短期料率

＝ 未経過保
険料A

分割保険料 × 未払込回数 ＝ 未払込分割保険料B

A－B＝返還保険料

⑶の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × １－

既経過期間に対
応する月数
保険期間に対応
する月数

＝ 未経過保
険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料

⑷の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × １－

既経過期間に対
応する月数
保険期間に対応
する月数

＝ 未経過保
険料A

分割保険料 × 未払込回数 ＝ 未払込分割保険料B

A－B＝返還保険料

⑸の算式

この保険契
約に定めら
れた保険料
の総額

× １－

既経過期間に
対応する普通
保険約款＜別
表Ⅲ＞に掲げ
る短期料率

÷

保険期
間日数
365日 ＝ 未経過保

険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料
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⑹の算式

この保険契
約に定めら
れた保険料
の総額

× １－

既経過期間に
対応する普通
保険約款＜別
表Ⅲ＞に掲げ
る短期料率

÷

保険期
間日数
365日 ＝ 未経過保

険料A

分割保険料 × 未払込回数 ＝ 未払込分割保険料B

A－B＝返還保険料

⑺の算式

この保険契
約に定めら
れた保険料
の総額のう
ち解除日の
属する保険
年度に相当
する保険料

× １－

解除日の属
する保険年
度の既経過
期間に対応
する普通保
険約款＜別
表Ⅲ＞に掲
げる短期料
率

+

この保険契約
に定められた
保険料の総額
のうち解除日
の属する保険
年度の翌年度
以降に相当す
る保険料

＝ 未経過保
険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料

②　１．の取扱い方法が日割計算の場合

保険期間

払込方法

１年契約

短期契約

長期契約月割短期率
計算で契約
されたもの

日割計算
で契約さ
れたもの

保険料一括払特約
保険料一括払特約（即時払） ⑻ ⑽ ⑽ ⑿

保険料分割払特約
保険料分割払特約（大口口座振替） ⑼

保険料分割払特約（大口） ⑼ ⑾ ⑾

保険料分割払特約（長期契約）

口座
振替
年払

⑻

口座
振替
月払

⑼

団体扱一括払特約 ⑻ ⑽

団体扱分割払特約（一般Ａ）
団体扱分割払特約（一般Ｂ）
団体扱分割払特約（一般Ｃ）
団体扱分割払特約
団体扱分割払特約（口座振替用）

⑼
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集団扱特約
一括払 ⑻ ⑽

分割払 ⑼

⑻の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × 未経過日数

365日 ＝ 未経過保険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料

⑼の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × 未経過日数

365日 ＝ 未経過保険料A

分割保険料 × 未払込回数 ＝ 未払込分割保険料B

A－B＝返還保険料

⑽の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × 未経過日数

保険期間日数 ＝ 未経過保険料A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料

⑾の算式

この保険契約に定め
られた保険料の総額 × 未経過日数

保険期間日数 ＝ 未経過保険料A

分割保険料 × 未払込回数 ＝ 未払込分割保険料B

A－B＝返還保険料

⑿の算式

この保険契約に
定められた保険
料の総額のうち
解除日の属する
保険年度に相当
する保険料

×

解除日の属す
る保険年度の
未経過日数
解除日の属す
る保険年度の
保険期間日数

+

この保険契約
に定められた
保険料のうち
解除日の属す
る保険年度の
翌年度以降に
相当する保険
料

＝
未経過
保険料
A

未払込保険料B

A－B＝返還保険料
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注１　払込方法が保険料分割払特約（長期契約）の場合は、対応する算
式を次のとおりとします。

⑴　「この保険契約に定められた保険料の総額」を「解除日の属する保
険年度に相当する保険料」とします。

⑵　「既経過期間」を「解除日の属する保険年度の既経過期間」とします。
⑶　「未経過日数」を「解除日の属する保険年度の未経過日数」とします。
⑷　「未払込保険料」を「解除日の属する保険年度の未払込保険料」と
します。

⑸　「未払込回数」を「解除日の属する保険年度の未払込回数」とします。
注２　この保険契約において契約条件の変更（普通保険約款一般条項第

11条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知・通知事項等の
承認等の場合）⑴の①から⑤のいずれかに該当する事由をいいま
す。）が行われている場合は、対応する算式を次のとおりとします。
なお、保険期間の中途で、新たな自動車をこの保険契約に追加した
場合において、この保険契約が解除されたときの保険料は、この２．
によらず当会社の定めるところにより計算します。

⑴　「この保険契約に定められた保険料の総額」を「解除日時点におけ
る契約条件に基づく保険料の総額」とします。

⑵　保険料を分割して返還し、または追加保険料を分割して請求して
いるときは、「分割保険料」を「この保険契約締結の時の分割保険料
にその分割して返還する保険料を減じ、またはその分割して請求す
る追加保険料を加えた額」とします。
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